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　　鎌倉市では、令和２年度から令和７年度までの６年間における地域福祉を推進するため

　の指針として、令和２年３月に「 鎌倉市地域福祉計画 」を策定しました。

　　本計画は、『  お互いを尊重し、支え合いながら、ともに活きるまち　かまくら  』を

　めざして、５つの基本目標、１０の施策、３１種に分類された２０３の取組 で構成されて

　います。

　　本計画に基づく地域福祉の取組を、効果的かつ継続的に推進していくために、事業展開

　についての評価を行い、その都度見直しができるよう以下のように計画の進捗管理と評価

　を行っていきます。

１　進捗管理 ・ 評価

　　市の施策・取組について進捗管理を行うことで、計画に基づく事業展開ができたのかを

　検証します。その結果を市民や関係団体の代表者からなる「鎌倉市地域福祉計画推進委員

　会（以下「委員会」という。 ）」に報告し、意見をいただきます。

　

２　進捗状況 ・ 評価の結果

　　令和４年度の取組事業が達成できたかどうかを下記の４段階で確認しました。

実績 構成割合

A 75％～ 12 80%

B 50％～ 2 13%

C 25％～ 1 7%

D ０％～ 0 0%

15 100%

（成果指標の評価実績）

鎌倉市地域福祉計画の 進捗管理 ・評価

（ 令和４年度事業の 総括 ）

区分 達成率

　目標に向け順調に実施できた。又は事業が完了した。

　おおむね実施できたが、不十分な点が少しある。

　実施したが不十分な点が多い。

　改善が必要、又はほとんど実施できなかった。

合　計　
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３　委員会の講評

　　令和２年度の取組事業が達成できたかどうかを下記の４段階で確認しました。・

・

４　総括

　　

進捗管理表の各課取組実績の記載にあたっては、会議や研修会の開催

回数だけでカウントし評価するのではなく、実際に問題が解決された

のかという視点を令和５年度評価において盛り込んでいただくよう、

お願いしたい。

同様に、R3実績とR4実績で表現が類似している箇所が非常に多いと感

じた。前回の委員会で「実績の表現を前年度と同じように再度記載す

る必要はないと思う。変化がある部分のみではいかがか。」と意見を

述べたところだったが、結局反映はされてなかった。前年度と一緒と

いうことであれば、一つの枠だけ読めば分かるように表現を考えてい

ただきたい。

・

令和４年度の鎌倉市地域福祉計画推進委員会の意見として以下の⑴～

⑹の内容を承ったため、令和５年度は、担当課から取組推進状況を把

握する際、新たに「令和４年度における課題及びその解決に向けた対

応」についても確認するよう努めたところ、各課から現状の課題など

を抽出することができました。令和５年度は、それらの課題への対応

にも取り組んでまいります。

⑴　目標値の設定根拠及び実績値の評価指標が不明確

⑵　アンケート調査の結果をもとに回答する場合、そのアンケートの

概要が必要

⑶　取組をもとに回答する場合、その取組の具体的な説明が必要

⑷　イベント実施をもとに回答する場合、そのイベントの概要や参加

者からの評価が必要

⑸　R３とR４で実績内容が同じにも関わらず評価が異なっているもの

がある

⑹　PDCAを回すための報告書であることから、ABCD評価は不要。課

題の抽出と改善策（今後の取組）の記載が必要
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・

併せて、取組推進状況の把握にあたっては、チェックリストを活用

し、担当課と認識を揃えるよう努めました。令和６年度も引き続き、

担当課とコミュニケーションを図りながら、全庁的に地域福祉に資す

る取組を進められるよう、地域福祉計画の進捗管理を通じて取り組ん

でまいります。
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目標１ 　　総合的な相談体制の確立　　

概　  　要

方   向   性 ① 縦割りを超えた柔軟な相談機能の整備・充実

② 関係機関等が連携した相談体制づくり

成 果 指 標 ◆

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

未実施 52.7% 53.2%

56.0% 58.8% 61.6% 64.4% 67.2% 70.0%

－ 89.6% 86.4% 0.0% 0.0% 0.0%

－ A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（アンケート調査）」より

評価

・誰もが気軽に相談できるよう、各種相談窓口がどのような機能を持っているかなど必要な

情報を分かりやすく提供します。

・各相談機関が連携して対応できる総合的な相談体制を確立します。

56.0%

生活課題等に対して、身近なところで相談できる人や場があると思う市民の割合

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B
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目標２ 　　包括的支援体制の構築

概　  　要

方   向   性 ① 包括的支援体制の構築

成 果 指 標 ◆

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

未実施 60.2% 61.0%

55.7% 58.9% 61.8% 64.7% 67.6% 70.0%

－ 102.2% 98.7% 0.0% 0.0% 0.0%

－ A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（アンケート調査）」より

◆

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

未実施 52.7% 53.2%

56.0% 58.8% 61.6% 64.4% 67.2% 70.0%

－ 89.6% 86.4% 0.0% 0.0% 0.0%

－ A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（アンケート調査）」より

達成率　A/B

達成率　A/B

評価

52.8%

56.0%

評価

生活課題等に対して、身近なところで相談できる人や場があると思う市民の割合

実　績　A

目標値　B

・保健・医療・福祉・教育・就労その他の制度の枠を超え、又は、各制度間の連携を図りな

がら、市民に対して包括的な支援体制を構築します。

・福祉分野だけでなく医療・教育分野も含めた、各関係機関、福祉施設、団体等が相互に連

携し協力することで、それぞれが持つ機能を十分に発揮できる仕組みづくりを進めるととも

に、様々な地域団体との連携も進めます。

多様性を尊重し、支え合う社会（共生社会）が実現していると思う市民の割合

実　績　A

目標値　B

6



目標３ 　　地域における福祉活動や人材への支援

概　  　要

方   向   性 ① 地域福祉活動に対する支援

② 人材が活躍するための支援

成 果 指 標 ◆ ボランティア登録団体数

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

61団体 61団体 61団体

63団体 63団体 63団体 63団体 63団体 63団体

96.8% 96.8% 96.8% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「神奈川県社会福祉協議会活動現況報告書」より

◆ 民生委員児童委員の選任数（定数を目標値とする）

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

213人 215人 218人

224人 224人 226人 226人 226人 226人

95.1% 96.0% 96.5% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「鎌倉市行政評価報告書　行政評価シート（個表）」より

・市民が、社会の一員として、自らが望む形で、あらゆる分野における活動に参画する機会

が確保されるとともに、「支える側」「支えられる側」という関係性を入れ替えつつ、それ

ぞれが生きがいや役割を持ち、支え合いながら暮らしていくことができるまちづくりや、市

民及び事業者が地域の生活課題を発見し対応できる地域づくりが行われるよう支援します。

・地域における市民活動への住民参加促進の多くを担う市社協を財政的に支え、担い手の育

成と、その活動場所の確保を支援していきます。

評価

212人

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B

評価

63団体

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B
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目標４ 　　地域生活支援と権利擁護

概　  　要

方   向   性 ① 地域で安心して暮らしていくための支援

② 権利擁護の推進

③ 高齢者や障害者などの自立を支えるまちづくり

成 果 指 標 ◆ 外国籍市民が住みやすいと感じている市民の割合

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

未実施 61.5% 59.2%

50.0% 51.0% 52.0% 53.0% 54.0% 55.0%

－ 120.6% 113.8% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（アンケート調査）」より

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

未実施 60.2% 61.0%

55.7% 58.9% 61.8% 64.7% 67.6% 70.0%

－ 102.2% 98.7% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（アンケート調査）」より

49.6％

◆ 多様性を尊重し、支え合う社会（共生社会）が実現していると思う市民の割合

52.8％

評価

評価

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B

・高齢者や障害者、子どもをはじめとする市民が、その個性や多様性を尊重され、自分らし

くいられる共生社会について学び、実践できるような共生の意識の形成を図ります。

・安全で安心した生活を送ることができる仕組み及び住みやすい環境の整備を行います。

・地域において自立生活を送る上で重要となる財産保全、金銭管理や各種支払い、福祉サー

ビス利用手続き、苦情解決など権利擁護に関わる施策の充実を図ります。
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◆ 地域で子育てを支えるまちが実現していると感じる市民の割合

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

未実施 57.9% 51.3%

45.0% 46.0% 47.0% 48.0% 49.0% 50.0%

－ 125.9% 109.1% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（アンケート調査）」より

◆ 生活困窮者自立支援法に基づく相談支援実施後の就労自立者数

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

新規相談件数 205件 1,056件 626件 330件

8人 9人 12人 25人

3.9% 0.9% 1.9% 7.6%

設定なし 30.0% 30.0% 検討中 検討中 検討中

6.4% 25.3%

D C

出典「鎌倉市行政評価報告書　行政評価シート（個表）」より

◆ 就労している障害者数

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1,623人 1,810人 1,906人

1,642人 1,820人 2,000人 2,000人 2,000人 2,000人

98.8% 99.5% 95.3% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「鎌倉市行政評価報告書　行政評価シート（個表）」より

◆ バリアフリー対応の市営住宅管理戸数

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

146戸 146戸 146戸

146戸 146戸 146戸 146戸 206戸 206戸

100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（所管課調べ）」より

43.3％

1,526人

146戸

達成率　A/B

評価

達成率　A/B

評価

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B

評価

実　績　A

目標値　B

評価

就労自立者数（参考）

就労等自立者割合 Ａ

目標値　B

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B
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◆

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1戸 1戸 3戸

3戸 3戸 5戸 5戸 8戸 10戸

33.3% 33.3% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0%

C C B

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（所管課調べ）」より

◆ 公衆トイレのバリアフリー化率

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

61.70% 61.70% 61.70%

61.7% 61.7% 64.7% 64.7% 67.6% 67.6%

100.0% 100.0% 95.4% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（所管課調べ）」より

達成率　A/B

評価

3戸

61.7％

達成率　A/B

評価

実　績　A

目標値　B

市や鎌倉市居住支援協議会の居住支援により住宅確保要配慮者が入居した民間賃貸住

宅戸数

実　績　A

目標値　B
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目標５ 　　情報の収集と提供

概　  　要

方   向   性 ① 社会資源の収集と整理

② 伝わりやすい情報発信

成 果 指 標 ◆ 自治会・町内会への避難行動要支援者名簿の提供割合

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

70.3% 74.6% 72.3%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

70.3% 74.6% 72.3% 0.0% 0.0% 0.0%

Ｂ Ｂ Ｂ

出典「鎌倉市行政評価報告書　行政評価シート（個表）」より

初期値 R2 R3 R4 R5 R6 R7

未実施 52.7% 53.2%

56.0% 58.8% 61.6% 64.4% 67.2% 70.0%

－ 89.6% 86.4% 0.0% 0.0% 0.0%

A A A

出典「第３次鎌倉市総合計画第４期基本計画成果指標（アンケート調査）」より

・地域の様々な社会資源や福祉サービスの情報を収集し、わかりやすく提供することによ

り、適切なサービスの利用や多様な福祉活動の活性化を図ります。

・福祉事業者、支援団体、当事者団体等と、地域の住民がつながるような取組を進めます。

評価

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B

評価

65.9％

◆ 生活課題等に対して、身近なところで相談できる人や場があると思う市民の割合

56.0％

実　績　A

目標値　B

達成率　A/B
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各取組の進捗状況



※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

1-1-1-1 総合的な相談体制の整備
複雑化・複合化した福祉の問題に関する相談を総合的に扱

うための全市的なしくみづくりを検討します。

地域共生課

福祉総務課
－ 方針の決定 実施 実施 実施

複雑な困り事や複数の関連部署にまたがる世帯全

体の困り事に対応するため、新たに相談支援包括

化推進員を設置し、市民にとり利便性の高い相談

支援体制の構築を図った。また市「くらしと福祉

の相談窓口」に市社協の地域包括支援センターを

移設し、相談体制を強化した。

A

相談支援包括化推進員の配置によって、複雑な困

り事や複数の関連部署にまたがる世帯全体の困り

事への円滑な対応に努め、市民により利便性の高

い相談支援体制の構築を図った。また「くらしと

福祉の相談窓口」では市社協の地域包括支援セン

ターと連携し相談体制の強化を図った。

A

相談内容がより多様化、複雑化しており、

今後も担当課や関係機関等との連携を図り

対応する。

地域包括支援センターと連携を強化し、高

齢者等の問題解決を図る。

特になし。

1-1-1-2
福祉総合相談窓口の設置・

運営

全市的な福祉の相談体制との整合性を図りながら「福祉総

合相談窓口」を運営します。
地域共生課 － 継続と拡充 継続と拡充 継続 継続

市民の複合化・複雑化する課題に対応するため、

福祉総合相談窓口の機能強化を目指し、庁内外で

の連携を図りながら市役所本庁舎に開設した「く

らしと福祉の相談窓口」の運営を行った。また、

同窓口の隣に移設した地域包括支援センターと高

齢者等に対する相談対応の連携・強化を図った。

A

市民の複合化・複雑化する課題に対応するため、

福祉相談窓口の機能強化を目指し、庁内での連携

を図りながら「くらしと福祉の相談窓口」の運営

を行った。また、地域包括支援センターと高齢者

に対する相談対応の連携・強化を図った。

A

相談内容がより多様化、複雑化しており、

今後も担当課や関係機関等との連携を図り

対応する。

地域包括支援センターと連携を強化し、高

齢者等の問題解決を図る。

特になし。

1-1-1-3
（市社協）なんでも相談窓

口の運営支援

市民の身近な問題を扱う窓口として市社協が設置する「な

んでも相談窓口」への支援を行い、総合的な相談窓口体制

の充実を図ります。

福祉総務課

（市社協）

市社協なんでも

相談窓口

（R1.7月設置）

相談件数58件

継続 継続 継続 継続
市社会福祉協議会の地域福祉推進事業に対し補助

金による財政支援を実施した。相談件数174件
A

市社会福祉協議会の地域福祉推進事業に対し補助

金による財政支援を実施した。相談件数85件
B

市内の老人福祉センターにおける「なんで

も相談窓口」を開設できなかった。実施方

法や体制等について、老人福祉センターと

市社協事務局が協議を進められるよう支援

し、相談機会の安定的確保を図る。

特になし。

1-1-2-1 市社協の相談体制への支援

福祉に関する相談支援体制を市と連携しながら構築すると

ともに、市民が気軽に相談できる相談体制の整備を行う市

社協を支援します。

福祉総務課 － 継続と拡充 見直し 継続 継続

市社会福祉協議会の窓口運営充実のため、人件費

や各種相談事業等に対し、補助金による財政支援

を行った。市社協において「なんでも相談窓口」

の周知を進めた。

A

市社会福祉協議会の窓口運営充実のため、人件費

や各種相談事業等に対し、補助金による財政支援

を行った。市社協において「なんでも相談窓口」

の周知を進めた。

A

相談に対応できる職員の配置、バックアッ

プ体制などの整備により、「なんでも相談

窓口」を起点とした包括的支援体制の構築

を働きかける。

特になし。

1-1-2-2 高齢者の相談窓口の充実

高齢者やその家族の支援のためのスキルアップ、関係機関

との関係づくりを深めることで、相談・支援体制の強化を

図ります。

高齢者いきいき課
利用者92人

登録数18７人
継続

利用者100

人

登録数210

人

利用者115

人

登録数225

人

継続

「高齢者生活支援サポーター」を養成し、高齢者

の在宅生活を支援している。サポーターと利用希

望者とのマッチングを行い、引き続きサービス提

供事業者やサービス利用者の増加に努めた。

利用者104名　登録者数147名

B

地域包括支援センター職員向け研修を２回実施

し、スキルアップに努めた。市内10か所の地域包

括支援センターにて高齢者に係る総合相談を受け

た。令和４年度から地域共生社会の実現に向けた

重層的支援体制整備事業に位置付け、引き続き年

齢や属性を問わない総合相談を受け付けた。

また、他分野と連携した際に情報を共有するため

に作成した「つながるシート」を活用し、関係機

関との連携に努めた。

B

令和４年度に引き続き、地域包括支援セン

ター職員研修を実施しスキルアップを図っ

ていく。また、高齢者支援に携わる関係機

関との連携に加えて、複合的な課題を抱え

た世代に対して多機関との連携を推進して

いく。

特になし。

1-1-2-3 障害者の相談窓口の充実

基幹相談支援センターを中核とし、相談支援事業所等と連

携を図りながら、相談支援ネットワークを構築し、情報の

共有、適切なサービス提供、地域資源の活用を図り、一人

ひとりが適切な福祉サービスを受けられるための相談支援

体制の確保に努めます。

障害福祉課
総合相談件数

700件
継続 継続 継続 継続

基幹相談支援センターの総合相談機能により、相

談支援事業所の後方支援を行った。地域包括支援

センターなどから複合的な調整が必要な相談に対

応するなど、関係機関との連携を強化すること

で、障害者等の相談支援、生活支援の充実を図っ

た。

総合相談件数　1231件

A

基幹相談支援センターの総合相談機能により、相

談支援事業所の後方支援を行った。地域包括支援

センターなどから複合的な調整が必要な相談に対

応するなど、関係機関との連携を強化すること

で、障害者等の相談支援、生活支援の充実を図っ

た。

重層的支援体制整備事業を通じた包括的支援体制

構築に向けた取組を開始した。

総合相談件数　1462件

A

増加し続ける障害者等の相談件数に対応で

きる体制の整備が課題である。

体制作りのために、基幹相談支援センター

を中心として、事業所連絡会での情報共有

を図り、相談支援事業所訪問などにより地

域が抱える課題の抽出を行ってきた。

令和５年度においても引き続き課題の抽出

及び、解決可能な課題に対する取組みを検

討していく。

特になし。

1-1-2-4
健康に関する相談窓口の開

設

健康に不安のある人が不安を気軽に相談できるよう、様々

な機会を捉え相談の場を確保します。
市民健康課

未病センタ―利用

者数

　214日開設

　延1,094人

食事カルテ

　延　28人

継続

未病セン

ターかまく

らを予約制

で継続

継続 継続

未病センター（予約制）

　開設日数104日　利用人数延166名

食事カルテ（予約制）

　相談者数延28人

所内相談（電話・面接・文書）

　延377人

C

未病センター（予約制）

　開設日数88日　利用人数延202人

食事カルテ（予約制）

　相談者数延29人

所内相談（電話・面接）

　延　407人

A

新型コロナウイルス感染症拡大後、利用控

えの傾向があったが、少しずつ予約数も増

えつつあるため、引き続き継続して周知を

行いつつ、必要な相談を受けられるように

していく。

特になし。

1-1-2-5
子育てに関する相談窓口の

充実

関係機関の相談窓口と連携を図るとともに、子育ての不安

を一人で抱え込まずに気軽に相談できるよう、相談の機会

を確保します。

こども相談課

保育課

市民健康課

こどもと家庭の相

談室相談件数

479件

継続 継続 継続 継続

こどもと家庭に関する各種相談を聴取。必要に応

じて各種専門機関につないだ。相談件数511件

また、保健師による家庭訪問、乳幼児健診、両親

教室、育児講座、健康相談等を行った。

A

（市民健康課）

保健師による家庭訪問、乳幼児健診、妊娠中から

の子育て教室、育児講座、健康相談等を行った。

（こども相談課）

こどもと家庭に関する各種相談を聴取。必要に応

じて各種専門機関につないだ（相談件数332

件）。

A

第６分庁舎に設置された「かまくらこども

相談窓口きらきら」にこどもと家庭の相談

員、ひとり親自立支援員を配置。保護者の

困り感に対し、早期に関わりが持てるよう

取り組んでいる。

特になし。

1-1-2-6
発達の相談支援に関する窓

口の充実

運動発達やことばの発達、育児上の不安や集団適応などに

何らかの不安や心配を持つ保護者や家族からの相談に対

し、専門職による支援を実施するとともに、障害のある子

どもとそれを支える家族が地域で安心して生活できるよ

う、地域に根ざした相談支援体制の充実を図ります。

発達支援室

初回相談件数

396件

ST124件

リハ69件

発達203件

継続 継続 継続 継続

発達障害を含む特別な支援を必要とする児童等の

相談及び早期発見、早期支援について保健、福

祉、教育分野等と連携を図りながら実施してい

る。

初回相談件数334件、ST111件

リハ62件、発達148件

A

発達障害を含む特別な支援を必要とする児童等の

相談及び早期発見、早期支援について保健、福

祉、教育分野等と連携を図りながら実施してい

る。

初回相談件数340件、ST129件

リハ86件、発達125件

A

複雑化するニーズに対応するため、専門性

を持った人材の確保や体制整備、事業の実

施方法の工夫等が必要となっている。

特になし。

1-1-2-7
ひとり親家庭の相談窓口の

充実

ひとり親家庭の自立支援として、就業を含めた生活全般に

わたる相談、指導を行います。
こども相談課

ひとり親家庭自立

支援員

相談件数964件

継続 継続 継続 継続

ひとり親家庭自立支援員や職員が各家庭の実情の

把握に努めるとともにニーズを聞き取り、自立に

向けた総合的な支援を実施した。

相談件数1,254件

A

ひとり親家庭自立支援員や職員が各家庭の実情の

把握に努めるとともにニーズを聞き取り、自立に

向けた総合的な支援を実施した。

相談件数1,195件

A

第６分庁舎に設置された「かまくらこども

相談窓口きらきら」にこどもと家庭の相談

員、ひとり親自立支援員を配置。保護者の

困り感に対し、早期に関わりが持てるよう

取り組んでいる。

特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

1-1-2-8

ドメスティックバイオレン

ス（ＤＶ）の相談窓口の充

実

ＤＶに関する不安を一人で抱え込まずにすぐに相談できる

よう、幅広く相談の機会を確保します。また、庁内での情

報共有を図りつつ、関連機関や団体との連携強化を進め、

自立に向けた継続的な支援につなげます。

地域共生課
女性相談件数

505件
継続 継続 継続 継続

研修等により相談員のスキルアップを図り、関連

機関との情報交換の場を設けるなど、相談体制を

充実させた。相談内容に応じて関係課や関係機関

と連携して対応した。相談件数427件

A

研修等により相談員のスキルアップを図り、関連

機関との情報交換の場や弁護士による講義の受講

など、相談体制を充実させた。市の包括的支援体

制の推進に連動し、相談内容に応じて関係課や関

係機関と連携して対応した。相談件数376件

A

相談内容がより多様化、複雑化しており、

今後も担当内や関係機関等との連携を図り

対応する。

特になし。

1-1-2-9 居住支援相談窓口の充実

住まい探し相談会を開催し、個々の状況に応じて、あんし

ん賃貸支援事業の賃貸物件を紹介するなど、生活基盤の安

定化を図ります。

都市整備総務課

相談会開催５回

(相談件数:15件、

うち1件成約）

不動産及び福祉事

業者向けセミナー

等の開催支援

相談会開催

５回

（解決目標:

３件）

不動産及び

福祉事業者

向けセミ

ナー等の開

催支援

相談会開催

５回

（解決目標:

３件）

不動産及び

福祉事業者

向けセミ

ナー等の開

催支援

相談会開催

５回

（解決目標:

３件）

不動産及び

福祉事業者

向けセミ

ナー等の開

催支援

相談会開

催５回

（解決目

標:３件）

不動産及

び福祉事

業者向け

セミナー

等の開催

支援

民間賃貸住宅への入居支援として、住宅確保要配

慮者を対象に、専門家による住まい探し相談会を

予定通り５回実施した。鎌倉市居住支援協議会に

よる相談窓口等体制の整備に係る支援や、協議会

の各団体との連携・協力体制の構築への支援を

行った。

A

民間賃貸住宅への入居支援として、住宅確保要配

慮者を対象に、専門家による住まい探し相談会を

予定通り５回実施した。鎌倉市居住支援協議会に

よる相談窓口等体制の整備に係る支援や、協議会

の各団体との連携・協力体制の構築への支援を

行った。

A Ｒ５もＲ４と同様の取組みを継続していく 特になし。

1-1-2-10
保育コンシェルジュによる

育児相談

経験豊富な保育士と、子育て情報を案内している「かまく

ら子育てメディアスポット」のスタッフをチームとした

「保育コンシェルジュ」として、より専門的な相談を行い

ます。窓口だけでなく、出張相談も行うことで、相談の機

会の充実を図ります。育児不安の解消に努め、保護者に寄

り添った支援を行います。

こども支援課

保育課

相談件数

756件
継続 継続 継続 継続

子育て家庭に情報提供するために保育コンシェル

ジュを配置し、より専門的に、育児不安の解消に

努め、保護者に寄り添った支援を行った。かまく

ら子育てメディアスポットも含め今後の更なる活

用を図る。

令和3年度相談件数：331件

A

（こども支援課）

子育て家庭に情報提供するために保育コンシェル

ジュを配置し、より専門的に、育児不安の解消に

努め、保護者に寄り添った支援を行った。令和５

年４月３日に「かまくらこども相談窓口きらき

ら」を開設し。子育てに関する相談に対し、市の

各専門部署が協力して、より横断的に支援が可能

となった。オンライン相談窓口等を活用し、更な

る子育て支援の拡充を図る。

令和４年度相談件数：432件

（保育課）

子育て家庭に情報提供をするために保育コンシェ

ルジュを配置し、より専門的に、育児不安の解消

に努め、保護者に寄り添った支援を行った。

A

令和５年より開設された『かまくらこども

相談窓口きらきら』に経験豊富な保育士を

「保育コンシェルジュ」として配置し、子

育てについて、より相談しやすい環境を整

える。

特になし。

1-1-2-11 消費生活相談窓口の充実

消費生活センターにて、消費生活に関する苦情相談を受け

付け、助言・あっせんなどを通じ、消費者被害の回復に努

めます。また、消費生活の基礎知識の普及や、消費者被害

の未然防止に向けた情報の提供など、啓発活動も積極的に

行っていきます。

地域共生課
相談件数

1,817件
継続 継続 継続 継続

消費生活センターにて、消費生活に関する苦情相

談を受け付け、助言・あっせんなどを通じ、消費

者被害の回復を図った。

また、消費生活の基礎知識の普及や消費者被害の

未然防止のため、広報かまくらや市ホームページ

などにより注意喚起や情報提供を行った。

A

消費生活センターにて、消費生活に関する苦情相

談を受け付け、助言・あっせんなどを通じ、消費

者被害の回復を図るとともに、更に、鎌倉市くら

し見守りネットワークを運用し、高齢者の見守り

を実施した。

また、消費生活の基礎知識の普及や消費者被害の

未然防止のため、夏休み子ども教室（３回）や出

前講座（５回）を行うとともに、広報かまくらや

SNSなどにより注意喚起や情報提供を行った。

A

左記事業に加え、最新の手口やトラブル事

例をいち早く周知するため、令和５年度か

ら、独立行政法人国民生活センターが発行

する「見守り新鮮情報」の町内会回覧を行

う。

特になし。

1-1-2-12
生活困窮者に対する相談支

援体制の充実

生活困窮者自立相談支援窓口と生活保護相談窓口が連携

し、生活困窮者が早期に生活を再建し、地域において自立

した生活がおくれるよう、一人ひとりの状態に応じた包括

的・継続的な相談支援体制の充実を図ります。

生活福祉課

新規相談件数

205件

事業終結者割合

４２％

継続 継続 継続 継続

新規相談件数　626　件

就労等自立者割合　2％

前年度と比較すると新規相談件数については減少

した。就労等により自立した者の割合は増加し

た。

C

新規相談件数　330　件

就労等自立者割合　約11％

＜上記を指標とした理由＞

新規相談件数を指標としている理由は、市内の生

活困窮者の相談支援の状況を把握するため。

就労等自立者割合を指標としている理由は、市内

生活困窮者の自立の状況を把握するため。

C

新規相談件数は徐々にコロナ禍以前（R1年

度）の数字へ減少傾向。令和２年度以降の

コロナ禍ピーク時と比較して、就労等自立

支援者割合は増加傾向。

生活困窮者支援機関と他の分野の制度の支

援員や地域支団体との交流の機会が不足し

ていることを、委託事業者らとのヒヤリン

グで把握している。

1-2-1-1 地域福祉活動などの把握

地域における自治会・町内会活動の福祉的な取組や地区社

会福祉協議会（地区社協）の活動などの情報を収集し、各

相談に応じて適切なサービスを行う窓口の情報整理・提供

を目指します。

福祉総務課 ― 継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会と定例的な情報共有の場を設

け、地域における福祉的な取組の情報収集を行っ

た。（大船地域の社会資源把握のための地域連携

推進担当職員については、令和３年度で業務終了

した。）

B

市社会福祉協議会と定例的な情報共有の場を設

け、地域における福祉的な取組の情報収集を行っ

た。

B

地域における福祉的な取組の情報収集に当

たり、市社会福祉協議会だけでなく、地区

社協や市地域のつながり課の協力も得なが

ら、地域福祉活動を多面的に把握する必要

がある。

特になし。

（取組内容の地区社協の記載部分を「地区

社会福祉協議会（以下、地区社協）」と変

更する）

1-2-2-1
相談にかかる関連部署や専

門機関の連携推進

相談を受ける窓口と、支援を行う関連部署や専門機関の連

携を強化し、窓口の渡り歩きなどの相談者の負担の軽減を

図ります。

福祉総務課

地域共生課
― 検討を継続 方針の決定 実施 実施

相談支援包括化推進業務を委託により実施し、複

雑化、複合化した事例について、支援関係機関の

役割の整理を行い、支援の方向性を定める「多機

関協働」、既存の社会参加に向けた支援では対応

できない本人や世帯のニーズに対応するため、地

域の社会資源等を活用して社会とのつながりの構

築に向けた支援を行う「参加支援」について取り

組んだ。

A

相談支援包括化推進業務を委託により実施し、複

雑化、複合化した事例について、支援関係機関の

役割の整理を行い、支援の報告性を定める「多機

関協働」、既存の社会参加に向けた支援では対応

できない本人や世帯のニーズに対応するため、地

域の社会資源等を活用して社会とのつながりの構

築に向けた支援を行う「参加支援」について取り

組んだ。

A

相談内容がより多様化、複雑化しており、

今後も担当内や関係機関等との連携を図り

対応する。

特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

2-1-1-1

地域での協議の場づくりに

よる社会資源の創出及び

ネットワーク化

社会資源の発掘とネットワーク化及び地域福祉コミュニ

ティの形成、多様な福祉サービスの創出を図るため、地域

住民による高齢者施策等の協議の場づくりを推進します。

高齢者いきいき課 協議体２か所
協議体

５か所

協議体

５か所

協議体

９か所

協議体

９か所

生活支援体制整備事業により５つの日常生活圏域

に１人ずつ生活支援コーディネーターを配置し、

協議体の設置、運営により、地域資源の確認及び

把握や地域で高齢者を支える仕組みづくりを進め

た。

協議体数８

A

５つの日常生活圏域に１人ずつ配置している生活

支援コーディネーターにより地域資源の把握や地

域で高齢者を支える仕組みづくりを進めた。また

市全域にまたがる課題を共有する第一層協議体を

設置し、庁内連携の推進を図った。

協議体数８

また、令和４年度から重層的支援体制整備事業に

位置付けて取り組んだ。

A

第一層協議体を設置し、生活支援コーディ

ネーターや第二層協議体、関係各課が抱え

る課題について情報共有を行った。令和５

年度は生活支援コーディネーターの活動や

地域での取組がさらに共有されるよう報告

会を予定している。

特になし。

2-1-1-2
福祉事業者と関係団体等と

の交流促進

地域福祉の活性化や多様な地域福祉活動を推進するため、

自治会・町内会や地区社協、福祉事業者、福祉関係団体な

ど多様な団体・組織が、お互いに有益な関係を構築できる

場づくりを市社協とともに行います。

福祉総務課

（市社協）

補助金交付及び

会議体への参画

補助金交付

及び

会議体への

後方支援

継続 継続 継続

地域住民による地域課題の把握と課題解決への取

組を進めるため、地域アセスメント活動を中心と

した地域福祉推進活動への支援を行ったが、新型

コロナウイルス感染拡大により中止した会議が多

かった。

B

地域住民による地域課題の把握と課題解決への取

組を進めるため、地域アセスメント活動を中心と

した地域福祉推進活動への支援を行ったが、新型

コロナウイルス感染拡大への懸念により中止した

会議が多かった。

B

新型コロナウイルスの感染状況等に留意し

ながら、地域課題の把握と課題解決に向け

て必要な場づくりを継続して実施する。

特になし。

2-1-1-3

ボランティアセンターにお

ける相談・コーディネート

機能の充実

市社協ボランティアセンターにおける相談・コーディネー

ト業務を支援します。

福祉総務課

（市社協）

ボランティア相談

558件
継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会のボランティアセンター活動事

業に対し補助金による財政支援を実施した。感染

リスクを避けながら相談対応に当たり、相談件数

は大幅に増加した。

ボランティア相談535件

A

市社会福祉協議会のボランティアセンター活動事

業に対し補助金による財政支援を実施した。

ボランティア相談413件

A

ボランティア相談の継続実施を通して、ボ

ランティア活動への意欲関心を高めてい

く。

特になし。

2-1-1-4

専門性の高い障害関係団体

等との協働・連携による

サービスの充実

施設訪問歯科など専門性の高い事業を関係団体と協働、連

携して実施します。
障害福祉課

訪問数

13施設
継続 継続 継続 継続

歯科検診等を受ける機会の少ない市内の地域活動

支援センター及び障害者援護施設の利用者に対す

る、鎌倉市歯科医師会が行う在宅障害者歯科検診

事業に対し補助金による財政支援を行っている。

訪問数 7施設

1施設は新型コロナウイルス感染症の影響で中止

となった。

B

歯科検診等を受ける機会の少ない市内の地域活動

支援センター及び障害者援護施設の利用者に対す

る、鎌倉市歯科医師会が行う在宅障害者歯科検診

事業に対し補助金による財政支援を行っている。

訪問数 11施設

A 継続して、事業を実施予定。 特になし。

2-1-1-5
高齢者の地域ケア体制の推

進

高齢者保健福祉計画に基づき地域包括ケアシステムの構築

を推進するため、専門機関と住民が連携し、個別の問題と

地域の課題を話し合う地域ケア会議を開催します。

高齢者いきいき課

開催数

34ケース

47回

継続 継続 継続 継続

地域包括支援センターが行う地域ケア会議ガイド

ラインに基づき、10箇所の地域包括支援センター

で地域ケア会議を実施した。主な参加者として、

本人・家族のほか、介護支援専門員（ケアマ

ネ）、民生委員児童委員、自治会町内会等の地域

住民団体の関係者、医師、警察、行政職員等が参

加して、課題が重層する高齢者の支援や、家族に

精神疾患を抱える高齢者の支援などを行った。

開催数　21ケース　21回

B

地域ケア会議ガイドラインの内容を見直し、改訂

を行った。また、改訂した地域ケア会議ガイドラ

インに基づき、10箇所の地域包括支援センターで

地域ケア個別会議を実施した。主な参加者とし

て、本人・家族のほか、介護支援専門員（ケアマ

ネ）、民生委員児童委員、自治会町内会等の地域

住民団体の関係者、医師、警察、行政職員等が参

加して、課題が重層する高齢者の支援や、家族に

精神疾患を抱える高齢者の支援などを行った。

開催数　34ケース　41回

また、５箇所の地域包括支援センターで小地域ケ

ア会議を開催し、小地域における地域課題や新た

な見守りネットワークや集いの場の立ち上げなど

資源開発を行った。

開催数　55回

また、重層的支援体制整備事業に位置付けて属性

や世代を問わない支援に取り組んだ。

B

令和５年度も引き続き地域ケア会議ガイド

ラインに基づき、10箇所の地域包括支援セ

ンターで地域ケア会議を開催し、課題を抱

える高齢者や家族へ支援していく予定。

特になし。

2-1-1-6

高齢者・障害者・児童虐待

防止ネットワークを中心と

した取組の強化

各種イベントにおいて、３課合同による虐待防止啓発の

キャンペーンを行います。また、医療機関や警察等の関係

機関と連携を強化して、情報の共有、役割の明確化を図る

とともに、虐待の発生予防や早期発見、見守りを行いま

す。加えて、虐待を行った者を養護者又は保護者として支

援していくことについても検討し対応策を講じていきま

す。

高齢者いきいき課

障害福祉課

こども相談課

本庁舎ロビーパネ

ル展示

11/11～15

事業所向け研修を

実施11/1

継続 継続 継続 継続

市役所本庁舎ロビーにおいて、３課合同でパネル

やリーフレットを展示し、虐待防止の啓発に行っ

た（11月8日～11月18日）。

その他各種イベントは新型コロナの影響で中止と

なった。

B

市役所本庁舎ロビーにおいて、３課合同でパネル

やリーフレットを展示し、虐待防止の啓発に行っ

た（11月）。

また、市内の全介護事業所向けに高齢者虐待防止

研修をオンラインにて２回開催した。

B

令和５年度も引き続き虐待防止に向けた周

知啓発や事業所向けの虐待防止研修を実施

する予定。

特になし。

2-1-1-7
高齢者に対する総合的な支

援体制の確立

住民、専門機関等を含めた地域ケア会議の開催を継続する

とともに、多職種ミーティング等を通じて在宅医療・介護

連携をさらに推進していきます。

介護保険課

ミーティング3回

推進会議1回

検討会1回

継続 継続 継続 継続

多職種ミーティング（オンライン）

　　１回（３日間）　延207人参加

在宅医療介護連携推進会議　　２回

多職種ミーティングの出席者は令和２年度の176

人から207人に増加し、オンラインながらも熱心

なグループワークが展開された。

A

多職種ミーティング（オンライン）

　1回（３日間）　延234人参加

在宅医療介護連携推進会議　3回

A

多職種ミーティングの開催方法や小地域に

おける多職種連携のあり方に関する協議の

時間を十分に取れていないため、令和５年

度はワーキンググループ活動を展開する予

定である。

ワーキンググループで協議予定

2-1-1-8 地域見守り活動の推進

日々の生活でのさりげない見守り活動の中で、異変の疑い

がある場合には、適切かつ速やかに対応できるよう、関係

機関等と連携し対応するため、県と連携しながら民間事業

者と「地域見守り活動に関する協定」を締結し、見守り体

制を築きます。

福祉総務課
通報実績

1件
継続 継続 継続 継続

県と協定を結んだ事業者から通報を受け、対象者

の状況に応じてケアマネージャーや民生委員など

の関係機関と連携しながら安否確認を行った。

通報実績９件

A

県と協定を結んだ事業者から通報を受け、対象者

の状況に応じて支援者や民生委員などの関係機関

と連携しながら安否確認を行った。

通報実績４件

A

対応マニュアルを常に確認し、臨機応変な

対応がとれるよう、日頃から支援者や民生

委員などの関係機関との連携を密に保って

いく。

特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

2-1-1-9
早期療育に向けた支援体制

の確立

子育てにおいて少し気になるという段階からの相談支援

が、障害の早期発見、早期療育に重要であることから、子

育て支援を行う関係機関との連携の強化に努めます。ま

た、障害児通所支援を行う事業所や相談支援事業所と行政

との役割分担を明確化し、子どもの発達や障害特性、家族

の状況に応じた適切な相談支援体制の構築を目指します。

発達支援室

市内保育園

幼稚園

認定こども園

計４６園

継続 継続 継続 継続

関係各課及び機関を横断的に組織化し、市内に居

住する特別な支援を必要とする子どもとその家族

に対し、ライフステージに対応する一貫した継続

的支援を実施するため発達支援システムネット

ワーク会議を開催している。また、特別な支援が

必要な子どもの早期発見と支援を目的とする「５

歳児すこやか相談」を実施している。出張相談

は、子育て支援センター等市内各所で定期的に実

施した。

５歳児すこやか相談対象園：50園、出張相談18回

(26件)実施

A

関係各課及び機関を横断的に組織化し、市内に居

住する特別な支援を必要とする子どもとその家族

に対し、ライフステージに対応する一貫した継続

的支援を実施するため発達支援システムネット

ワーク会議を開催している。また、特別な支援が

必要な子どもの早期発見と支援を目的とする「５

歳児すこやか相談」を実施している。出張相談

は、子育て支援センター、学習センター、保育園

等市内各所で定期的に実施した。

５歳児すこやか相談対象園：49園、出張相談24回

(25件)実施

A

複雑化するニーズに対応するため、専門性

を持った人材の確保や体制整備が必要であ

る。

特になし。

2-1-1-10
鎌倉市居住支援協議会活動

支援

低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、その他

住宅の確保に特に配慮を要する住宅確保要配慮者に対する

賃貸住宅の供給の促進、その他必要な措置について協議を

行います。

都市整備総務課

鎌倉市居住支援協

議会の相談窓口開

設

相談対応マニュア

ルの作成

ガイドブッ

クの作成支

援

相談支援窓

口の体制強

化、昨年度

作成したガ

イドブック

の活用啓発

相談支援窓

口の体制強

化、ガイド

ブックの活

用啓発

相談支援

窓口の体

制強化、

ガイド

ブックの

活用啓発

住宅確保要配慮者の居住の安定確保のため、鎌倉

市居住支援協議会の相談窓口等体制整備を行っ

た。また、不動産・福祉事業者向け等のガイド

ブックの改訂を行った。加えて、昨年度作成した

多言語に対応するガイドブックを用いた講座を、

市内の不動産店等を対象に２回開催した。また、

貸主・不動産店向け研修会及び福祉関係団体等向

け研修会を各１回開催した。

A

住宅確保要配慮者の居住の安定確保のため、鎌倉

市居住支援協議会の相談窓口等体制整備を行っ

た。また、不動産・福祉事業者向け等のガイド

ブックの改訂を行った。加えて、令和２度作成し

た多言語に対応するガイドブックを用いた講座

を、市内の不動産店等を対象に２回開催した。ま

た、貸主・不動産店向け研修会及び福祉関係団体

等向け研修会を各１回開催した。令和４年度から

新たに、不動産関係者と福祉関係者の合同研修会

を市内２箇所で開催した。

A Ｒ５もＲ４と同様の取組みを継続していく 特になし。

2-1-1-11
「（市社協）日常生活自立

支援事業」の活用、連携

軽度の認知症、障害、その他判断能力が十分でないために

金銭管理が難しい人の自立支援に向けて、市社会福祉協議

会が実施する「日常生活自立支援事業」を活用し、要支援

者が地域で安心して生活できるよう市社会福祉協議会との

連携を推進していきます。

生活福祉課

高齢者いきいき課

障害福祉課

－ 継続 継続 継続 継続

成年後見制度の利用を検討した結果、制度の要件

に満たない人を市社会福祉協議会の窓口につな

ぎ、制度のはざまに落ちないよう支援した。

令和３年度で生活保護受給者が、「日常生活自立

支援事業」を活用した回数:計390回

A

（生活福祉課）

令和４年度で生活保護受給者が、「日常生活自立

支援事業」を活用した回数:計330回

＜上記を指標とした理由＞

日常生活自立支援事業の活用状況を把握するため

（高齢者いきいき課・障害福祉課）

成年後見制度の利用を検討した結果、制度の要件

に満たない人を市社会福祉協議会の窓口につな

ぎ、制度のはざまに落ちないよう支援した。

A

令和５年度も引き続き制度の要件に満たな

い人を社会福祉協議期の窓口につないでい

くよう支援する予定。

特になし。

2-1-2-1
地域における住民組織間の

連携体制づくり

鎌倉市自治組織連合会の活動に対する支援を通じて、市と

自治会・町内会との連携体制づくりを進めます。
地域のつながり課

連合会開催

３回
継続 継続 継続 継続

自治会・町内会が行政区毎に組織する各連合会事

業に対し、補助金による財政支援を行い、連合会

の事務局として自治会・町内会との連携を図っ

た。

A

自治会町内会が行政区毎に組織する各連合会事業

に対し、地域活動事業等円滑な運営のための支援

として、補助金による財政支援や各支所を含め各

連合会事務局としての人的支援を実施し、地域活

動への連携及び体制づくりを図った。

A

各連合会からの申請書及び報告書について

不備があった際に何度も修正をしてもらう

ことがあったため、手続の進捗状況に影響

が生じた。各連合会の事務局は地域のつな

がり課及び支所が担っているため、令和５

年度は支所との連携も図っていく。

特になし。

2-1-3-1 地域連携推進業務

生活に困りごとを抱える市民に寄り添いながら、課題を解

決するための活動や、地域づくりを進める住民活動を支援

する体制づくりなどを検討します。

福祉総務課

地域のつながり課
－ 検討を開始 検討を継続

体制の構築

に着手

検討を継

続

R2で検討した庁内の体制づくりについて、着手へ

向けてブラッシュアップを行った。
A

（地域のつながり課）

Ｒ２～Ｒ３を踏まえ、地域づくりを進める住民活

動を支援する体制づくり課内検討を実施した。

（福祉総務課）

重層的支援体制整備事業を開始するとともに、庁

内連携会議を設置し、地域づくり部会において、

地域のつながり課、福祉総務課、高齢者いきいき

課により、地域づくりの考え方の整理を進めた。

B

（地域のつながり課）

地域づくりの主体は地域住民であることに

主眼を置き、各支所を地域の最前線と位置

付け、地域での困りごとや課題を集約しつ

つ、地域住民自身が自ら取組を進めていけ

るよう、行政や地域のステークホルダーと

のつなぎ役を担うコンシェルジュ機能の仕

組みについて令和５年度より検討を開始し

た。

（福祉総務課）

令和4年度の部会の検討を踏まえ、令和5年

度は、地域づくり部会において、生活支援

コーディネーターの取組によって創設され

た地域資源等を共有するための報告会を地

域で開催することを予定している。また、

地域づくり部会委員に新たに子ども支援

課、生活福祉課、介護保険課、障害福祉

課、教育指導課を加え、地域づくりの考え

をより広く共有していく。

特になし。

2-1-3-2

鎌倉市障害者支援協議会等

を通じた関係機関の連携の

促進

鎌倉市障害者支援協議会等を通じて、関係機関が情報共有

し、地域の課題などを協議することにより、家族を含めた

障害者の地域生活を支える取組を進めます。

障害福祉課

会議開催回数

・全体会3回・就

労支援部会4回・

地域生活支援部会

4回・精神保健福

祉部会4回・こど

も支援部会4回

継続 継続 継続 継続

保健・医療関係者、福祉団体、教育・就労関係の

団体、学識経験者、関係行政機関の職員、障害者

等及びその家族を構成員として鎌倉市障害者支援

協議会を開催し、連携しながら支援を進めた。

会議開催回数

・全体会３回・地域生活支援部会３回・精神保健

福祉部会３回

B

保健・医療関係者、福祉団体、教育・就労関係の

団体、学識経験者、関係行政機関の職員、障害者

等及びその家族を構成員として鎌倉市障害者支援

協議会を開催し、連携しながら支援を進めた。

会議開催回数

・全体会３回・地域生活支援部会３回・精神保健

福祉部会３回・こども応援部会３回

B

R４年度に協議したことを踏まえ、障害理

解の促進や、障害者及びその家族等の地域

生活支援に向けて引き続き取り組む。

特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

2-1-3-3

障害者が地域で暮らすため

の地域包括支援体制等の整

備

基幹相談支援センター等を活用し、地域の社会資源の連携

体制の構築等を行います。
障害福祉課

総合相談実績

700件
継続 継続 継続 継続

基幹相談支援センターの役割が認知され、高齢者

の地域包括支援センターなどから複合的な調整が

必要な相談に対応するなど実績を重ねながら関係

団体とのつながりを深め、連携体制を構築した。

総合相談実績　1,231件

A

基幹相談支援センターの役割が認知され、高齢者

の地域包括支援センターなどから複合的な調整が

必要な相談に対応するなど実績を重ねながら関係

団体とのつながりを深め、連携体制を構築した。

総合相談件数　1,462件

A 継続して、事業を実施予定。 特になし。

2-1-4-1 連携体制の強化
地域福祉計画推進庁内連絡会を中心に、市役所内での担当

者間連携など、庁内連携体制を推進します。
福祉総務課

連絡会開催

2回
継続 継続 継続 継続

地域福祉計画推進庁内連絡会構成員を通じて、事

業所管課に対して進捗状況の確認を行った。
B

地域福祉計画推進庁内連絡会構成員を通じて、事

業所管課に対して進捗状況の確認を行った。
B

包括的支援体制の構築に向けた連携体制の

強化については、R3から地域共生課（R5よ

り福祉総務課に事業移管）において重層的

支援体制整備事業に係る庁内連携会議を定

期的に実施し、一定の成果も見られること

から、R5以降は重層的支援体制整備事業に

係る庁内連携会議を中心に取り組むことと

する。

地域福祉における包括的支援体制推進の位

置づけや地域づくりのあり方が庁内外で共

有されていないことを課題と捉えており、

今後、検討していく必要がある。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

3-1-1-1

【再掲2-1-1-2】福祉事業

者と関係団体等との交流促

進

地域福祉の活性化や多様な地域福祉活動を推進するため、

自治会・町内会や地区社協、福祉事業者、福祉関係団体な

ど多様な団体・組織が、お互いに有益な関係を構築できる

場づくりを市社協とともに行います。

福祉総務課

（市社協）

補助金交付及び

会議体への参画

補助金交付

及び

会議体への

後方支援

継続 継続 継続

地域住民による地域課題の把握と課題解決への取

組を進めるため、地域アセスメント活動を中心と

した地域福祉推進活動への支援を行ったが、新型

コロナウイルス感染拡大により中止した会議が多

かった。

B

地域住民による地域課題の把握と課題解決への取

組を進めるため、地域アセスメント活動を中心と

した地域福祉推進活動への支援を行ったが、新型

コロナウイルス感染拡大への懸念により中止した

会議が多かった。

B

新型コロナウイルスの感染状況等に留意し

ながら、地域課題の把握と課題解決に向け

て必要な場づくりを継続して実施する。

特になし。

3-1-1-2
民生委員児童委員活動の住

民への活動支援

民生委員児童委員が地域で活動するために、行政や専門機

関との連携への支援を行うとともに、負担感の解消や日々

の活動へのサポート、やりがいの創設について検討するな

ど、活動しやすい環境の充実を図ります。

生活福祉課 検討を開始 検討を継続 検討を継続 検討を継続
検討を継

続

令和4年度に一斉改選を控えるなかで、民生委員

同士の引継ぎに関するルール化や年齢要件の見直

しを行うなど、委員が活動しやすい環境を整える

よう取り組んだ。

B

一斉改選を行う中で、民生委員同士の引継ぎに関

するルール化や年齢要件の見直しを行うなど、委

員が活動しやすい環境を整えるよう取り組んだ。

B

民生委員が地域で活動がしやすい環境を整

備するために、現職の民生委員を交えた各

種検討を実施していく。

特になし。

3-1-1-3
自治会・町内会の必要性の

啓発と加入促進

「自治会・町内会加入促進マニュアル」の配布や、市ホー

ムページや広報かまくらなど、多様な手段によって自治

会・町内会の必要性や加入促進のための啓発を進めます。

地域のつながり課 － 継続 継続 継続 継続

自治会・町内会加入促進マニュアルや「自治会・

町内会運営のためのﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」等資料を市ホーム

ページにて公開、周知し、加入促進のための啓発

を進めた。

B

窓口配布や市民課と連携して転入者に配布する案

内資料にも同封している自治会町内会への加入促

進のためのチラシを刷新した。また、広報かまく

らでも加入促進の記事を掲載するなど、啓発を進

めた。

A

自治会町内会への加入促進のためのチラシ

刷新について、窓口配布や広報かまくらへ

の掲載だけでは周知が足りていなかった。

令和5年度はSNSや支所での周知を行い、啓

発を進めていく。

特になし。

3-1-1-4
自治会・町内会の組織体制

の充実支援

地域間の交流会や「自治会・町内会運営のためのハンド

ブック」を配布するなど、自治会・町内会活動を支援しま

す。

地域のつながり課
交流会開催

1回
継続 継続 継続 継続

「自治会・町内会運営のためのﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」につい

ては、工夫して活動している自治会・町内会の事

例を追加するなどの改訂を行うとともに、別冊と

して「マンション自治会・町内会運営のためのﾊﾝ

ﾄﾞﾌﾞｯｸ」を作成した。

A

令和３年度に改訂を行った「自治会・町内会運営

のためのハンドブック」について、自治会町内会

が行政区毎に組織する連合会役員会への参加や個

別事案で対応した自治会町内会長に直接意見聴取

を実施した。交流会については、新型コロナウイ

ルス感染症拡大により令和５年度に延期すること

とした。

A

「自治会・町内会運営のためのハンドブッ

ク」について、各自治会町内会長への周知

が足りていなかった。令和５年度は支所と

も連携し、多くの自治会町内会長へ周知を

行っていく。交流会については、秋ごろ開

催を予定している。

特になし。

3-1-1-5 地区社協への支援

地域福祉活動の中心的組織である地区社協の見守り活動、

サロン活動、地域福祉懇談会、地域アセスメントなどの活

動に対し、地域特性や活動状況などの実情を踏まえた支援

を市社協とともに行います。

福祉総務課

（市社協）
－ 継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会を通じて求められた資料や情報

を提供するとともに、現状を踏まえた提案などを

行った。また地域活動の支援を行う市社会福祉協

議会と連携を密にし、現状の把握に努めた。

B

市社会福祉協議会を通じて求められた資料や情報

を提供するとともに、現状を踏まえた提案などを

行った。また地域活動の支援を行う市社会福祉協

議会と連携を密にし、現状の把握に努めた。

B

これまで実施してきた支援や、地域の状況

について把握した内容を活用しつつ、この

取組をさらに生かした支援のあり方を検討

していく。

特になし。

3-1-1-6 自主防犯組織活動支援事業

防犯パトロール隊未整備の自治会・町内会に隊の結成を働

きかけるとともに、既に実施している自治会・町内会にお

いては、防犯アドバイザーの派遣や防犯グッズの貸し出し

を行うなど引き続き支援を行います。

地域のつながり課
団体登録数

128団体

団体登録数

132団体

団体登録数

134団体

団体登録数

134団体

団体登録

数

136団体

希望する団体に防犯アドバイザーの派遣や防犯

グッズの貸し出しを行うなど引き続き支援を行っ

た。防犯パトロール隊等自主防犯活動団体が未整

備の自治会・町内会に隊の結成を働きかけた。令

和３年度の団体登録数は145団体。

A

希望する団体に防犯アドバイザーの派遣や防犯

グッズの貸し出しを行うなど引き続き支援を行っ

た。防犯パトロール隊等自主防犯活動団体が未整

備の自治会・町内会に隊の結成を働きかけた。令

和４年度の団体登録数は147団体。

A
防犯団体結成を促すため、HP等で周知を行

う。
特になし。

3-1-1-7 ボランティア活動助成事業
状況やニーズに応じて助成内容の見直しを行いつつ、ボラ

ンティアの活動を資金面から支援します。

福祉総務課

（市社協）
－ 継続 継続 継続 継続

ボランティア活動に対し、市社会福祉協議会を通

じて財政支援を実施した。
A

ボランティア活動に対し、市社会福祉協議会を通

じて財政支援を実施した。

令和４年度

申請団体数：14団体、支出済額710,000円

A 適切な財政支援のあり方を確認する。 特になし。

3-1-1-8 老人クラブへの支援

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織と

して、健康・友愛・奉仕の三大運動を柱に活動していま

す。高齢者の生きがいづくりのため、今後もますます地域

での活動や役割が期待されることから、活発な活動ができ

るよう支援するとともに、会員の加入促進も支援します。

高齢者いきいき課 補助金交付 継続 継続 継続 継続

鎌倉市老人クラブ連合会(みらいふる鎌倉)に補助

金による財政支援を行った。新型コロナウィルス

感染防止のため一部事業が未実施となったができ

得る限りの事業を実施した。

A

鎌倉市老人クラブ連合会(みらいふる鎌倉)及び単

位老人クラブに補助金による財政支援を行った。

新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、でき得

る限りの事業を実施した。

A

鎌倉市老人クラブ連合会(みらいふる鎌倉)

及び単位老人クラブに補助金による財政支

援を行い、老人クラブが活発に活動ができ

るよう支援する。

特になし。

3-1-1-9 子育てサークルへの支援
地域の子育て力の向上を図るため、子育て支援団体の情報

提供を行い、活動に対する支援を行います。
こども支援課 － 継続 継続 継続 継続

「かまくら冒険遊び場・梶原」を協働事業者と運

営するとともに、子育て支援団体等の情報発信及

び情報提供を行った。

A

「かまくら冒険遊び場・梶原」を協働事業者と運

営するとともに、子育て支援団体等の情報発信及

び情報提供を行った。

「かまくら冒険遊び場・梶原」来館者数：8,503

人

イベント実施状況：

子育て支援イベント28回　参加人数284人

出張型冒険遊び場4回　参加人数1,071人

A

コロナ渦においても昨年度に比べ、イベン

ト実施回数の増加等により、「かまくら冒

険遊び場・梶原」への来館者数は増加した

が、未就学児親子の利用が伸び悩んでい

る。広報や SNS等を活用し、「かまくら冒

険遊び場・梶原」及び各イベントについて

引き続き周知活動を行っていき、事業の継

続を図りたい。

特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

3-1-1-10

犯罪をした者等への社会復

帰支援を行う各団体への支

援

犯罪をした者等の相談を受ける保護司会や更生保護女性会

など更生保護ボランティアの活動の支援を行うとともに、

各団体の連携強化も支援していきます。

生活福祉課

保護観察対象者と

の面談場所（市関

連施設）

利用回数　59回

継続 継続 継続 継続
更生保護の仕事に従事している保護司会に対し、

補助金を交付した。
C

保護観察対象者との面談場所（市関連施設）

利用回数　28回

更生保護の仕事に従事している保護司会に対し、

補助金を交付した。

また、保護司会などの関係団体と協力・連携

し、”社会を明るくする運動”大会を３年ぶりに開

催した。大会では薬物依存の当事者による体験談

や琉球太鼓の演舞を行った。これらは、より当事

者に近い目線での講演内容とすることを目的とし

たものであり、また彼ら自身の社会参加の機会と

いう意味でも有効であったことから、例年以上に

犯罪や非行のない明るい地域社会を築くための啓

発に寄与することができたと考える。また、この

講師等については、本市の更生保護女性会からの

推薦があったものであり、日頃から関係団体と連

携していたことで円滑に進めることができたと考

える。

＜上記を指標とした理由＞

保護司会等が行う更生保護活動の支援状況を把握

するため。

A 特になし。 特になし。

3-1-1-11 自主防災活動育成費補助金

市内の自主防災組織が行う活動の育成及び防災資機材等の

設置等に係る補助金を交付し、地域の防災機能の向上を図

ります。

総合防災課 － 継続 継続 継続 継続

自主防災組織に対する活動支援や防災資機材の購

入費用を助成を実施することにより、地域防災力

の向上を図った。

A

自主防災組織に対する活動支援や防災資機材の購

入費用を助成を実施することにより、地域防災力

の向上を図った。

※助成の実施が地域防災機能の向上に直結するた

め、目標達成の指標として設定。

A

R4年度に自主防災組織育成費補助金要綱を

改正し、自主防災組織が連携した連合組織

も補助対象とし、補助対象事業も追加し

た。R5年度はR4年度に整理した内容の沿っ

て助成を実施していく。

特になし。

3-1-1-12 地域介護予防活動支援事業

地域で自主的に介護予防・健康づくりのための活動を行う

団体に対し支援することで、住民主体による高齢者の介護

予防・健康づくりの取組を推進します。

介護保険課 19団体 25団体 60団体 70団体 80団体
73団体に補助金を交付した。（前期65団体、後期

70団体の延135団体）
A

地域で活動する72団体に対し補助金を交付した。

（前期68団体、後期69団体　延137団体）

＜上記を指標とした理由＞

活動団体が増えることで、参加する市民の利便性

があがり、身近な地域においてフレイル予防に取

り組むことができるため。

A

手続きの煩雑さ等、申請者からの苦情を受

け、申請手続き等の見直しを行った。（要

綱改正済み）

補助対象基準の再考が必要

3-1-1-13 障害福祉相談員の活動支援
障害福祉相談員が地域で活動するために、関係機関等との

連携の支援を行います。
障害福祉課

活動件数

191件
継続 継続 継続 継続

障害者の安定した地域生活を支えるため、障害福

祉相談員を設置し、障害当事者及びその保護者の

相談を受けた。

活動件数　164件

B

障害者の安定した地域生活を支えるため、障害福

祉相談員を設置し、障害当事者及びその保護者の

相談を受けた。

活動件数　158件

B 継続して、事業を実施予定。 特になし。

3-1-2-1
地域での活動の場づくりへ

の支援

地域におけるサロンなどの開催や、担い手の発掘と育成、

また参加者にとって楽しく、効果的な活動内容や運営方法

について情報を共有するため、活動者の交流を促進すると

ともに、活動の助言を行う市社協への支援を行います。

福祉総務課

（市社協）
－ 継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会の地域福祉推進事業に対し補助

金による財政支援を実施した。
A

市社会福祉協議会の地域福祉推進事業に対し補助

金による財政支援を実施した。
A

地域福祉推進事業の補助対象事業につい

て、枠組みを整理しつつ、必要な財政支援

を継続していく。

特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

3-1-2-2
地域福祉活動拠点としての

福祉センターの活用

地域福祉活動の拠点として、福祉活動団体やボランティア

などの利用者が利用しやすい施設とするため、利用者目線

を重視して適切な維持修繕など利用環境の改善に努めま

す。

福祉総務課 －
利用方法の

整理
修繕の実施 修繕の実施

修繕の

実施

適切な維持修繕に努めたほか、会議室等にWi-Fi

環境を整備し、オンライン会議等が実施できるよ

う利用環境を改善した。

A
適切な維持修繕を実施し、利用環境の整備や施設

の長寿命化を図った。
A

毎年５月に実施している自主点検や総合管

理業務委託の契約相手方との協議等を通し

て修繕を要する箇所の随時把握に努め、適

切な維持修繕を実施していく。

特になし。

3-1-2-3
公会堂等建築改良工事費補

助金事業

地域住民等の活動拠点である公会堂等の建設や改修に必要

な費用の一部を補助します。
地域のつながり課 12団体 継続 継続 継続 継続

令和２年度に実施を見送った公会堂等の修繕を実

施した他、令和４年度に修繕を希望する自治会・

町内会へのアンケートを行った。

A

地域住民等の活動拠点である11の自治会町内会館

修繕を実施した。また令和５年度に修繕を希望す

る自治会町内会へアンケート調査を実施した。

A

修繕資材等の高騰により、予定していた修

繕工事を中止した自治会町内会があり、年

度予算範囲での対応可否について確認が生

じた。令和５年度では年度当初に修繕を予

定している全て自治会町内会へ修繕工事前

のヒアリングを実施し、予定する全ての修

繕工事に対応各自治会町内会と連携を図っ

た。

特になし。

3-1-2-4 商店街空き店舗等活用事業

地域住民にとって活動しやすい活動拠点とするため、商店

街の空き店舗を活用し、子育て支援、高齢者支援、障害者

支援、教育支援、地域住民交流のためのコミュニティ施設

を設置・運営する非営利事業に対し、必要な費用の一部を

補助します。

商工課 0件 継続 継続 継続 見直し

各商店会に活用予定事業の有無について照会した

ところ、該当はなかった。

条件を満たす団体があれば補助金を交付してい

く。

C

各商店会に活用予定事業の有無について照会した

ところ、該当はなかった。

条件を満たす団体があれば補助金を交付してい

く。

C

平成10年度要綱施行後、実績が２件しかな

いことから、現要綱が市民ニーズに合って

いるか検証した上で、要綱改正に向けた検

討を行う。

検討に当たっては、商店街の活性化に資す

るよう、商店街共同施設設置費助成事業と

の統合を図る。

3-2-1-1 ボランティア活動への支援

各種ボランティア保険の周知と加入促進など、市社協のボ

ランティアセンターの運営を支援し、ボランティアが安心

してボランティア活動に取り組めるよう、ボランティア活

動の支援を行います。

福祉総務課

（市社協）

ボランティア相談

558件
継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会のボランティアセンター活動事

業に対し補助金による財政支援を実施した。感染

リスクを避けながら相談対応に当たり、相談件数

は大幅に増加した。

ボランティア相談535件

A

市社会福祉協議会のボランティアセンター活動事

業に対し補助金による財政支援を実施した。

ボランティア相談413件

A

ボランティア相談の継続実施を通して、ボ

ランティア活動への意欲関心を高めてい

く。

特になし。

3-2-1-2 福祉人材の確保

将来の介護や保育などの福祉サービスの安定的供給を確保

するため、資格取得の支援や生活支援体制を整備すること

等により、福祉人材確保と専門性の向上を図ります。

介護保険課

障害福祉課

保育課

介護資格

19件

障害・保育

0件

継続と検討
介護資格

30件

介護資格

30件

介護資格

30件

介護保険資格取得者助成事業補助金を対象者（24

名）に交付した。

保育士宿舎借り上げ支援事業等により、民間保育

所における保育士確保に寄与する取り組みに努め

ている。

障害福祉関係については今後検討していく。

B

（保育課）

保育士宿舎借り上げ支援事業等により、民間保育

所における保育士確保に寄与する取り組みに努め

ている

（介護保険課）

介護保険資格取得者助成事業補助金を対象者（15

名）に交付した。

（障害福祉課）

神奈川県が実施する相談支援従事者養成研修の受

講者を募集するとともに、市職員が同研修を受講

することにより相談支援技術の向上を図った（初

任６名（うち市職員２名）、主任１名）。

A

（保育課）

本市においても、保育士の人手不足が課題

となっている。引き続き、保育士宿舎借り

上げ支援事業等により、保育士確保に寄与

する取り組みに努める。

（介護保険課）

令和５年度も引続き介護保険資格取得者助

成事業補助金を行っていく。

（障害福祉課）

継続して福祉人材確保と専門性の向上に寄

与する取組みに努める。

特になし。

3-2-1-3 共生社会を担う人材の育成

地域において研修等を継続実施し、共生社会について学習

する機会を提供しながら、市民による自助・互助の力の向

上を目指します。また、共生社会の担い手となる市民を育

成する仕組み（鎌倉共生サポーター（仮称））を検討し、

市、地域、家庭、学校等が一体となり、地域での役割と出

番を考えることで、地域における居場所、交流の場の創出

につなげていきます。

地域共生課

福祉総務課
―

延期手続き

と

開催準備

開催準備

と実施
継続 継続

地域共生社会の実現に向けた全国的な取り組み事

例等の情報を共有し、地域共生社会への理解を深

めるために、「地域共生社会推進全国サミット」

の開催した。また、共生社会の担い手となる市民

を育成するため、共生社会への取組等に係る研修

として市民向けに９回、地域向けに３回実施し

た。

A

地域社会の担い手となる市民を育成するたため、

共生社会への取組等に係る研修を市民向けに10

回、職員向けに1回、地域団体向けに４回実施し

た。

A

引き続き、共生社会に関する市民向け研修

を実施し、地域での支援の強化につなげる

とともに、職員に対しても共生社会への取

組について周知を図る。

特になし。

3-2-1-4

発達支援サポートシステム

推進事業に基づくサポー

ター養成の充実

支援を必要とする児童への支援は、専門的なものだけでな

く、本人が生活する地域における周囲の理解と適切な支援

が重要です。そのため具体的な支援を地域で実践していく

ための支援者を育成するために、サポーター養成講座を実

施し、養成したサポーターを学校に派遣しているところで

す。引き続き、派遣先の拡大など事業の充実を図っていき

ます。

発達支援室

活動の対象学校数

モデル校

10校

活動の対象

学校数

市立小・中

学校26校

（全校）

幼稚園モデ

ル園

１園

活動の対象

学校数

市立小・中

学校25校

（全校）

幼稚園・保

育園モデル

園

３園

活動の対象

学校数

市立小・中

学校25校

（全校）

幼稚園・保

育園モデル

園

5園

活動の対

象学校数

市立小・

中学校25

校（全

校）

幼稚園・

保育園モ

デル園

10園

発達支援に関する情報共有と支援技術の向上を目

指すサポーター養成講座を体系的に開催した。発

達支援委員会等と連携し、保育現場や学校現場に

おける講座受講者の人材活用を推進している。活

動の対象学校数   市立小・中学校25校（全校）

幼稚園モデル園  2園

B

発達支援に関する情報共有と支援技術の向上を目

指すサポーター養成講座を体系的に開催した。発

達支援委員会等と連携し、保育現場や学校現場に

おける講座受講者の人材活用を推進している。

また、サポーター人数の増員を図るため、処遇の

見直しを行い、令和５年度から会計年度任用職員

と位置づけることとした。

活動の対象学校数   市立小・中学校25校（全校）

幼稚園モデル園３園、保育園モデル園２園

B

サポーターの会計年度任用職員への位置付

けの変更に伴い、職員配置や出退勤管理の

適正な運用。

特になし。

3-2-2-1
自主防災リーダー養成研修

事業

自主防災組織の役割と意義について啓発します。また、自

主防災活動に必要な知識と技術を実践的に学ぶ機会となる

防災リーダー養成研修を、若い年代層や女性の参加を促し

たりするなど充実させながら、継続して実施します。

総合防災課 － 継続 継続 継続 継続

自主防災リーダー養成研修会を開催し、地域住民

の防災意識の高揚を図った。

開催回数１回。

B

自主防災リーダー養成研修会を開催し、地域住民

の防災意識の高揚を図った。

開催回数２回。

※リーダー養成を目的としているため、開催回数

（＝受講人数）を目標達成の指標として設定。

A 若年層の参加を促していく。 特になし。

3-2-2-2 ボランティア登録の促進

ボランティアセンターに寄せられるボランティア派遣依頼

のニーズに応えられるよう、ボランティア登録及び地域福

祉活動への参加の促進を行っている市社協を支援します。

福祉総務課

（市社協）

ボランティア相談

558件
継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会のボランティアセンター活動事

業に対し補助金による財政支援を実施した。感染

リスクを避けながら相談対応に当たり、相談件数

は大幅に増加した。

ボランティア相談535件

A

市社会福祉協議会のボランティアセンター活動事

業に対し補助金による財政支援を実施した。

ボランティア相談413件

A

ボランティア相談の継続実施を通して、ボ

ランティア活動への意欲関心を高めてい

く。

特になし。

3-2-2-3
夏休みボランティア体験学

習の充実

中高生を主な対象として、夏休み期間中に実施しているボ

ランティア体験について、ボランティア団体だけでなく、

福祉施設にも協力を働きかけ、体験場所の充実を図りま

す。

福祉総務課

（市社協）

地域のつながり課

（NPOセンター）

４校 継続 継続 継続 継続

夏休み期間中に予定していた高校生ボランティア

について、11団体の協力を得て、約100名の高校

生が市民活動を体験した。

A

市内の高校3校から155名のボランティア体験参加

があり、14団体へのマッチングをセンターで行っ

た。

A

市内の教育機関との連携を深め、体験学

習・地域学習に対応するプログラム提供可

能な団体やインターン受け入れ先のコー

ディネートを行う。

特になし。

　

⁀
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

3-2-2-4
各種ボランティア等の養成

講座の充実

ボランティアの水準に合わせた段階的な講座や地域のニー

ズに合ったボランティア養成講座を開催する市社協を支援

します。ボランティアの研修などの内容を充実するため、

ＮＰＯなどとの連携・協働を検討し、講座の充実を図りま

す。

福祉総務課

（市社協）

ミニ研修の実施

3回

養成講座の実施

１回

継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会のボランティアセンター活動事

業に対し補助金を交付した。新型コロナウイルス

感染防止策を講じ、ミニ研修及び養成講座を各１

回実施した。

B

市社会福祉協議会のボランティアセンター活動に

対し補助金を交付した。ボランティア連絡協議会

会員に向けた研修を３回、ボランティア入門講座

を１回、それぞれ実施した。

A
より広く参加者を募ることができるよう取

り組んでいく。
特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-1-1
鎌倉市わんわんパトロール

の実施と啓発

日頃行う犬の散歩を防犯パトロールと兼ねることで、気軽

に地域の防犯活動に参加してもらうことを目的とし、地域

の見守り機能の多様化を図ります。

地域のつながり課 － 継続 継続 継続 継続 自主防犯組織等に呼びかけを行った。 A

自主防犯組織等に対して市ホームページで周知を

行った。令和４年度の防犯グッズの貸出数は295

個。

A 制度周知のため、HP等で周知を行う。 特になし。

4-1-1-2
地域福祉活動計画の策定と

進行管理の支援

地域福祉活動計画の実践と毎年度の進行管理の支援を行

い、地域福祉活動の充実を図ります。

福祉総務課

（市社協）

委員会出席

１回
継続 継続 継続 継続

市の策定する鎌倉市地域福祉計画との連携を図り

ながら、「かまくらささえあい福祉プラン推進等

委員会」の書面会議を通じて意見を述べ、進行管

理の支援を行った。

A

市の策定する鎌倉市地域福祉計画との連携を図り

ながら、市社会福祉協議会と意見交換を行うこと

で進行管理の支援を行った。

B

「かまくらささえあい福祉プラン推進等委

員会」への出席等を通じ、市の策定する鎌

倉市地域福祉計画とかまくらささえあい福

祉プラン（以降、プランという。）の方向

性を確認するとともに、市社会福祉協議会

の地域福祉活動の充実に向け、意見交換を

図る。

特になし。

4-1-1-3
民生委員児童委員による安

否確認・見守りの推進

民生委員児童委員と連携し、地域の見守りを推進します。

また、民生委員活動と自治会・町内会等の活動の連携を促

進し、日頃の安否確認や見守りに努めます。

生活福祉課

民生委員児童委員

相談・支援件数

4,577件

継続 継続 継続 継続

民生委員児童委員

相談・支援件数　4,199件

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、委員の

訪問支援活動等が例年に比べ制限された。

B

民生委員児童委員

相談・支援件数　4,036件

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、委員の

訪問支援活動等が例年に比べ制限された。

B

民生委員の活動範囲が新型コロナの影響で

萎縮している傾向がある。民生委員と意見

交換していきながら見守り活動の推進を行

う。

特になし。

4-1-1-4
地域防犯カメラ設置費補助

事業

人的な見守りのほか、犯罪の抑制を目的として自治会・町

内会が新たに設置する防犯カメラの費用を一部補助するこ

とによって、地域で安心して生活できる地域づくりを推進

します。

地域のつながり課

防犯カメラ設置

補助台数

13台

防犯カメラ

設置

補助台数

20台

防犯カメラ

設置

補助台数

20台

防犯カメラ

設置

補助台数

22台

防犯カメ

ラ設置

補助台数

22台

対象となる団体に補助を行った。令和３年度の防

犯カメラ設置補助台数は19台。
A

対象となる団体に補助を行った。令和４年度の防

犯カメラ設置補助台数は12台。
A

制度周知のため、自治会町内会等に通知を

送付します。
特になし。

4-1-1-5 一人暮らし高齢者登録制度

65歳以上の一人暮らし高齢者を対象に、任意で登録した方

に対して、関係機関等と見守りを行うことで、孤独死の防

止を図りながら、地域で安心して生活できるまちを目指し

ます。

高齢者いきいき課
一人暮らし登録者

数2,376人
継続 継続 継続 継続

本市の高齢者サービスとして一人暮らし登録や緊

急通報装置、GPS装置などの利用について説明等

による普及啓発を行った。また、地域包括支援セ

ンターや民生委員との連携による見守りを行っ

た。

一人暮らし登録者数2,247人

A

本市の高齢者サービスとして一人暮らし登録や緊

急通報装置などの利用について説明等による普及

啓発を行った。また、地域包括支援センターや民

生委員との連携による見守りを行った。

一人暮らし登録者数　2,161人

A

令和５年度も引き続き、窓口やシニアガイ

ドなど様々な手段で制度の周知を図るとと

もに、地域包括支援センターや民生委員と

の連携による見守りを実施する予定。

特になし。

4-1-1-6
子どもの登下校の安全確保

に向けた見守り活動の充実

登下校の児童の安全を確保するため、地域と学校が連携し

て見守り活動を今後も継続します。地域と連携した防犯運

動や児童の健全育成面での推進という側面からも活動の充

実を図ります。

地域のつながり課

学務課

教育指導課

実施回数

472回
継続 継続 継続 継続

警察OＢの防犯アドバイザーが市立小学校の下校

時に青色回転灯付き自動車による巡廻や校門付近

での見守り活動を行った。令和３年度の見守り活

動実施回数は534回。

A

警察OＢの防犯アドバイザーが市立小学校の下校

時に青色回転灯付き自動車による巡廻や校門付近

での見守り活動を行った。令和４年度の見守り活

動実施回数は391回、防犯グッズの貸出数は295

個。

A
児童の安全確保のため、継続して活動を実

施する。
特になし。

4-1-1-7 交通安全教育推進事業

交通事故を減少させるため、子どもや高齢者など各年齢層

に応じた交通安全教室を開催するなど、引き続き交通安全

教育を推進します。

都市計画課
教室開催数

74回
継続 継続 継続 継続

交通安全の具体的なソフト面の交通安全教育啓発

を図るため、園児、小学生、中学生に交通ルール

とマナー交通安全教室を実施した。教室開催回数

46回

B

交通安全の具体的なソフト面の交通安全教育啓発

を図るため、園児、小学生、中学生、高校生に交

通ルールとマナー交通安全教室を実施した。教室

開催回数57回

B

交通事故を減少させるためには、ハード面

の対策だけでなく、ソフト面の周知啓発が

必要であることから、子どもや高齢者など

各年齢層に応じた交通安全教室を開催する

など、引き続き交通安全教育を推進する。

特になし。

4-1-1-8 交通安全広報活動推進事業
現在の広報、啓発活動を引き続き行い、市民に広く啓発す

るよう努めていきます。
都市計画課 － 継続 継続 継続 継続

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により各種

街頭活動を自粛したため、広報や市ホームページ

だけでなく、Twitter等のSNSやJcomを活用する

ほか、見守り等注意喚起を行うなど意識啓発し

た。

C

新型コロナウイルス感染症拡大の影響が治まりつ

つあることから、徐々にキャンペーン等の各種街

頭活動を再開し、広報かまくらや市ホームページ

を活用し、広く市民に啓発活動を行い、交通指導

員による見守り等注意喚起を行うなど意識啓発し

た。

B

昨年まで新型コロナウイルス感染拡大防止

の観点から各種キャンペーンでの広報活動

ができなかったが、今年度からは、引き続

き広報、啓発活動を行いながら、各種キャ

ンペーンの広報活動を行い市民に広く啓発

するよう努めていく。

特になし。

4-1-1-9 家庭生活支援員の派遣

児童扶養手当等申請時に本事業が掲載されているリーフ

レットを配布するなど、制度の周知を図り、生活に支障が

ある家庭に支援が届くよう努めます。

こども相談課 － 継続 継続 継続 継続

児童扶養手当等申請時に本事業が掲載されている

リーフレットを配布するなど、制度の周知を行っ

た。

B

児童扶養手当等申請時に本事業が掲載されている

リーフレットを配布するなど、制度の周知を行っ

た。　自立支援員の相談件数、1195件　リーフ

レット配布数、約500件

B 今後も周知の徹底を行う。 特になし。

4-1-1-10

家事支援員や専門職員の派

遣（産後の養育支援訪問事

業）

支援が必要な家庭に対して、必要に応じて家事支援員や専

門職員を派遣します。

こども相談課

市民健康課
－ 継続 継続 継続 継続

専門的支援（市民健康課）

   助産師訪問：５人

　保健師訪問：294人

A

専門的支援（市民健康課）

　助産師訪問：5人

　保健師訪問：62人

日常生活支援（こども相談課）：ヘルパー派遣回

数23回・30時間の支援を実施

B

日常生活支援の担い手不足が課題となって

いるが、R5年度からは事業者数を増やし、

支援体制の確保に努めた。今後も担い手の

発掘に努めていく。

特になし。

4-1-1-11
保健師等による訪問支援の

充実

妊娠期からリスクのある妊婦や、育児中の保護者、健康面

での問題を抱える人への支援を保健師等が行います。
市民健康課

妊婦６人

産婦987人

未熟児70人

新生児206人

乳児731人

幼児４人

継続 継続 継続 継続

妊婦5人（延5人）

産婦1,030人（延1,047人）

未熟93人（延97人）

新生児167人（延172人）

乳児787人（延814人）

幼児65人（延96人）

その他（思春期、他疾患）2人（延2人）

精神障害7人（延26人）…母子ｹｰｽ

成人・高齢（精神障害含む）11人（延12人）

A

妊婦５人（延５人）

産婦882人（延892人）

未熟児65人（延72人

新生児140人（延140人）

乳児729人（延738人）

幼児59人（延65人）

その他５人（延８人）

成人・高齢者（精神障害を含む）7人（延11人）

A

相談内容が多様化、複雑化している。

関係機関との連携を図りながら行ってい

く。

特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-1-12
自殺対策に向けた取組の強

化

自殺対策計画に基づき、「誰もが自殺に追い込まれること

のない地域」の実現を目指し、生きることの促進要因への

支援などの取組を展開します。

市民健康課

普及啓発活動

・ロビー展示

・講演会１回（延

84人）

ゲートキーパー養

成講座

・職員向け3回

（延108人）

・市民向け1回

（延58人）

継続と拡充

ゲートキー

パー講座受

講者数

市民　70人

職員　250

人

継続 継続 継続

・ロビー展示（9月、3月）

・いのちの教室の実施

（小学校８校、中学校５校、フリースクール１、

参加延数　1,181人）

・ライフプラン講演会　２回開催（参加延数

195人）

・コメディカルを対象とした専門職へのゲート

キーパー講座の実施（参加延数86人）

・関係機関職員等へのゲートキーパー講座の実施

（８回　延147人）

・市民向け自殺対策講演会開催（参加延数55人）

・自殺対策相談窓口情報パンフレット（かまくら

サポートリスト）の作成・配布

・検索連動広告掲載の実施

A

・ロビー展示（９月、３月）

・相談会開催　３回

（鎌倉スマイルフードプロジェクトにブース設

置）

・いのちの教室の実施　15件　延1,820人

（小学校5校、中学校9校（フリースクール1カ所

含む）、私立高校１校）

・ライフプラン講演会　２回　延333人

・ゲートキーパー講座の実施

　基礎講座（団体等からの依頼）13回　延373人

　基礎講座（公開講座）　　　　１回　延33人

　ステップアップ講座　　　　　１回　延18人

・いきるを支える講演会 鎌倉・逗子・葉山の開催

（市民向け自殺対策講演会開催）１回　延43人

・鎌倉市ホームページ内「こころの健康づくり」

用画像素材を作成

・自殺対策相談窓口情報パンフレット（かまくら

サポートリスト）の配布

・庁内ワーキンググループ研修　1回

A

自殺の問題は複雑な背景を抱えていること

が多いため、地域で広く理解を得られるよ

う、引き続き普及啓発や人材育成に努めて

いく。

また、支援者支援の視点から庁内ワーキン

ググループによる情報共有及び研修会を開

催していく。

特になし。

4-1-1-13

地域コミュニティの形成や

まちづくりにつながる取組

の推進

地域活動の充実を図るため、自治会・町内会活動や市民活

動への支援に努めます。
地域のつながり課 － 継続 継続 継続 継続

市内５地区の自治組織連合会に対して補助金によ

る財政支援を行った。
A

市内５地区の自治組織連合会に対して補助金によ

る財政支援を行った。

また、令和３年度に改訂した「自治会・町内会運

営のためのハンドブック」や、地域コミュニティ

の拠点として地域支援の窓口になり、相談の対応

を行った。

A

「自治会・町内会運営のためのハンドブッ

ク」について、各自治会町内会長への周知

が足りていなかった。

令和５年度は、SNSや支所での周知を行

い、啓発を進めていく。

特になし。

4-1-1-14
徘徊高齢者SOSネットワー

クシステム

家族の希望を受けて交通機関等に捜索協力を依頼すること

により、徘徊高齢者の早期発見を目指します。
高齢者いきいき課

登録者数

186人
継続 継続 継続 継続

一人暮らし高齢者を中心に徘徊高齢者SOSネット

ワークシステム制度の周知を図り、希望者の登録

を行った。

登録者数　167件

B

一人暮らし高齢者を中心に徘徊高齢者SOSネット

ワークシステム制度の周知を図り、希望者の登録

を行った。

登録者数　186件

B

令和５年度も引き続き窓口やシニアガイド

などの周知のほか、地域包括支援センター

を通した制度の周知を図っていく予定。

特になし。

4-1-1-15

防災行政用無線を利用した

行方不明者の捜索、振り込

め詐欺注意喚起

高齢者などが安全で安心して暮らせるよう、警察署と連携

し、行方不明者の捜索や、振り込め詐欺への注意喚起を防

災行政用無線を利用して発信します。

地域のつながり課

総合防災課
－ 継続 継続 継続 継続

防災行政用無線で行方不明者の捜索願や犯罪の注

意喚起について発信している。令和３年度の防災

無線による振り込め詐欺への注意喚起は11回。

A

防災行政用無線で行方不明者の捜索願や犯罪の注

意喚起について発信している。令和４年度の防災

無線による振り込め詐欺への注意喚起は11回。

A
特殊詐欺被害防止のため、継続して実施す

る。
特になし。

4-1-1-16 声かけふれあい収集の実施

クリーンステーション（ごみ集積場）まで、ごみや資源物

を運び出すことが困難な高齢者や障害者の世帯を対象に週

に1回、市職員が戸別に声をかけて安否の確認を行いなが

ら、ごみや資源物の収集を行います。

ごみ減量対策課

環境センター（R5よ

り）

利用者数

624人
継続と拡充 継続 継続 継続

対象者に対し、ごみの回収と安否確認を実施し

た。

利用者数：699人

A

申請に対し、承認をした世帯について、週１回の

収集を滞りなく、実施した。

世帯数：642世帯

利用者数：746人

A 令和５年度も継続して取組んでいく。 特になし。

4-1-2-1
高齢者の生きがいづくりへ

の支援

高齢者にふさわしい社会適応力を高め、積極的に生きがい

を求めるための健康増進、学習機会や多世代交流の場を老

人福祉センターにおいて提供します。

高齢者いきいき課
利用者（延べ）

123,868人

利用者（延

べ）

150,000人

利用者（延

べ）

145,397人

利用者（延

べ）

145,537人

利用者

（延べ）

145,677

人

市内5か所の老人福祉センターの管理運営業務を

指定管理者に委託しイベントや講座の実施など利

用者ニーズを取り入れた施設運営に努めた。また

多世代交流事業の実施に向けたアンケートを行っ

た。

利用者（延べ）103,357人

B

市内５か所の老人福祉センターで、高齢者の健康

増進や生きがいづくりのため、各センターで毎月

１回、小学生から参加できる多世代交流事業を実

施した。また、施設の照明LED化や手すりの設置

を行い、バリアフリー化を進め、快適な施設環境

整備に努めた。

利用者（延べ）109,754人

B

当初目標としていた利用者数には達してい

ないものの、様々なイベントや講座を実施

することができた。令和５年度も引き続

き、イベントや講座の実施など利用者の

ニーズを取り入れた施設運営を行うよう指

定管理者と調整を図っていく。

特になし。

4-1-2-2
【再掲3-1-1-8】老人クラ

ブへの支援

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織と

して、健康・友愛・奉仕の三大運動を柱に活動していま

す。高齢者の生きがいづくりのため、今後もますます地域

での活動や役割が期待されることから、活発な活動ができ

るよう支援するとともに、会員の加入促進も支援します。

高齢者いきいき課 補助金交付 継続 継続 継続 継続

鎌倉市老人クラブ連合会(みらいふる鎌倉)に補助

金による財政支援を行った。新型コロナウィルス

感染防止のため一部事業が未実施となったができ

得る限りの事業を実施した。

A

鎌倉市老人クラブ連合会(みらいふる鎌倉)及び単

位老人クラブに補助金による財政支援を行った。

新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、でき得

る限りの事業を実施した。

A

鎌倉市老人クラブ連合会(みらいふる鎌倉)

及び単位老人クラブに補助金による財政支

援を行い、老人クラブが活発に活動ができ

るよう支援する。

特になし。

4-1-2-3
農業や水産業の福祉的雇用

の連携

農業や水産業等の地場産業に、就労に課題がある者の雇用

促進を支援します。これにより、障害者や引きこもり等が

地域社会とつながる場の提供をしていきます。

農水課

障害福祉課
－ 実施 実施 実施 継続

（障害福祉課）

ひきこもりや障害者等の就労に課題がある者を対

象とした農業就労体験セミナーを開催し、地域社

会とつながる場の提供に取り組んだ。

B

ひきこもりや障害者等の就労に課題がある者を対

象とした農業就労体験セミナーを開催し、地域社

会とつながる場の提供に取り組んだ。

B

より多くの方に参加をしていただくため、

参加者数の増加を目指し引き続き周知活動

を行っていく。

特になし。

4-1-2-4
地域における高齢者スポー

ツの推進

各体育館で高齢者を対象としたヨガ、ストレッチ、健康体

操及び筋力トレーニング等のスポーツ教室を開催します。

また、各地区で活動する高齢者スポーツサークル等への講

師の紹介や派遣を行い、高齢者スポーツの推進や、新規参

加者の拡大を促進します。

スポーツ課

スポーツ教室

開催回数：62回

参加延べ人数：

1710人

講師紹介：7件

継続 継続 継続 継続

高齢者を対象としたスポーツ教室を開催したが、

新型コロナウイルス感染状況の影響で中止した場

合もあった。

スポーツ教室開催回数：22回

参加延べ人数：1,054人

また、各地区で活動する高齢者スポーツサークル

等への講師紹介は3件だった。

C

各体育館や地域で教室等に参加する機会を確保す

ることにより、継続して運動に取り組む高齢者が

増え、健康寿命の延伸につながるものと考える。

令和４年度は高齢者向けのストレッチ、筋力ト

レーニング及び健康体操教室を開催した。

参加者からは「他の参加者と一緒に取り組むこと

で励みにもなるし継続したい」などの声があっ

た。

スポーツ教室開催回数：104回

参加者数：延べ3,642人

B

地域で活動する高齢者スポーツサークル等

への講師紹介や派遣の実績はなかった。

高齢者のスポーツ推進のため、関係部署と

も連携しニーズを把握するとともに生涯ス

ポーツリーダー制度の周知等に努めてい

く。

特になし。

4-1-2-5 障害者社会参加促進事業

在宅の重度障害者の社会参加を支援するために福祉タク

シー利用券を交付し、利用料の助成を行います。聴覚障害

者の情報保障のために手話通訳者を派遣します。

障害福祉課

タクシー券

利用率

65.9％

継続 継続 継続 継続

在宅の重度障害者に福祉タクシー利用券・福祉自

動車燃料費助成券等を交付し利用料等の助成を

行った。令和３年度利用率は62.6%

B

在宅の重度障害者に福祉タクシー利用券・福祉自

動車燃料費助成券等を交付し利用料等の助成を

行った。令和４年度利用率は60.3%

B
制度を周知するために、広報かまくらに加

えて、ＳＮＳを利用した広報活動を行う。
特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-2-6
障害者スポーツ活動参加促

進事業

障害者スポーツの紹介を行い、障害者スポーツの普及を図

ります。県主催の障害者スポーツ大会への参加を支援しま

す。

スポーツ課

障害福祉課

「スポーツ・レク

リエーションフェ

ア」開催

令和元年5月12日

継続 継続 継続 継続
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３

年度は実施しなかった。
D

（スポーツ課）

障害者スポーツ体験のイベント開催は、障害者ス

ポーツに対する理解と関心のを深めるほか、障害

者に対する理解の促進にもつながるものと考え

る。令和４年度は障害者スポーツの普及を図るた

め、小学生を対象に車椅子バスケットボールの実

技及びトップ選手とのふれあい体験会を実施し

た。参加した児童からは「またやってみたい」な

どの声があった。

開催日及び会場

令和４年（2022年）11月21日　第一小学校

令和４年（2022年）11月24日　七里ガ浜小学校

（障害福祉課）

県主催の障害者スポーツ大会、競技エントリー、

会場への送迎等支援資料の送付等　参加者24名"

知的障害者のスポーツ振興に係る諸活動を援護す

るため補助金交付（30,000円）

B

（スポーツ課）

学校における障害者スポーツ体験の実施は

有意義であったが、広く市民に浸透させる

ことも必要であると考える。

令和５年度は学校だけでなく、一般の方も

参加できる機会を設けるため、各種スポー

ツ行事の実施に併せて障害者スポーツの体

験ができるイベント企画を検討していく。

（障害福祉課）

令和５年以降は、申し込みや当日の受付を

県が所管することになるため、特になし。

特になし。

4-1-2-7 地域でのおはなし会の開催

中央図書館や地域図書館、地域の子育て支援センターでお

はなし会を開催し、地域ぐるみでの親子ふれあいを促進し

ています。

中央図書館

各図書館で

各区分ごと

月1回開催

継続 継続 継続

中央図書

館や地域

図書館、

地域の子

育て支援

センター

でおはな

し会を開

催し、地

域ぐるみ

での保護

者と子ど

ものふれ

あいを促

進。

各図書館で各区分ごと月1回開催（コロナ感染拡

大防止のため申込定員制）
B

各図書館で対象年齢にあわせて月１回開催（新型

コロナウイルス感染防止のため申込定員制）（大

船図書館は工事の際、赤ちゃん向けお話会、会場

を玉縄交流センターに移し月２回開催）。また、

読書バリアフリー法に対応して、手話付お話会を

４回開催した。

新型コロナウイルス感染防止のため、定員制かつ

申込制に変更した。短時間となったため、本との

時間をゆっくり楽しめる場となりにくかった。職

員がマスク着用で、対象者と距離をとっていたこ

とから、表情が見えづらく、おはなし会における

コミュニケーションが十分におこなえない点が

あった。

B

読書バリアフリーを推進する必要があるた

め、鎌倉市登録の手話通訳士や鎌倉女子大

学の手話部等と連携して、手話付きおはな

し会を複数回開催する予定。

新型コロナウィルスの感染防止対策が緩和

されたため、申込不要で人数制限を緩和し

ておはなし会の開催が可能となった。職員

のマスク着用なしで、時間も30分前後と長

めの実施が可能となり、市民にとって気軽

に行けて、本との時間をゆっくり楽しめる

場に戻して、実施することができるように

なった。

特になし。

4-1-2-8
シルバー人材センターの活

用促進

シルバー人材センターの会員数は、ここ数年減少傾向にあ

りますが、より一層の高齢化の進行に合わせて、引き続

き、会員の拡大とそれぞれの高齢者の持つ多様な能力や

ニーズに応じた多様な就業機会の提供、就業先の開拓に努

めます。

高齢者いきいき課 会員数567人 継続と拡充
会員数600

人

会員数530

人

会員数

530人

会員の拡大と利用促進に向け入会説明会やシル

バー相談会を実施した。会員の多様能力やニーズ

に応じて就業機会の提供と就業先の開拓を行っ

た。

会員数501人

A

会員の拡大と利用促進に向け入会説明会やシル

バー相談会を実施した。会員の多様能力やニーズ

に応じて就業機会の提供と就業先の開拓を行っ

た。

会員数506人

A

令和５年度も引き続き会員の拡大と利用促

進に向けた入会説明会やシルバー相談会の

実施、就業機会の提供と就業先の開拓を

行っていく予定。

特になし。

4-1-2-9 高齢者雇用促進事業

生涯現役促進地域連携鎌倉協議会と連携し、知識・経験を

持った高齢者の就労を通して、地域課題の解決に取り組む

とともに、高齢者が社会参加及びいきがいづくりの機会を

増やし、いつまでも地域でいきいきと暮らすことができる

ような環境を整えます。

商工課
就業者数

123人

就業者数

60人

就業人数

60人

就業人数

60人

就業人数

50人

相談窓口を設置するとともに事業所訪問、企業と

の合同就職説明会及び就労啓発セミナーを実施し

た。

広報かまくら及びホームページにて活動内容のＰ

Ｒを行った。

令和３年度就業者数　52人

B

相談窓口を設置するとともに事業所訪問、企業と

の合同就職説明会及び就労啓発セミナーを実施し

た。また、新たな就労支援策として就労支援シス

テムの活用を始めた。

広報かまくら及びホームページにて活動内容のＰ

Ｒを行った。令和４年度就業者数　46人

B

事業連携している生涯現役促進地域連携鎌

倉協議会は厚生労働省の受託期間が令和4年

度までとなっているため、令和5年度以降は

同協議会の事業の一部を市が引き継ぎ、実

施していく。

引き続き、高年齢者がいきがいをもって暮

らすことができる手段の一つとして、雇用

促進事業を実施していく。

4-1-2-10 障害者雇用対策事業

障害者二千人雇用センターを運営し、障害者の一般雇用に

向け、就労相談支援員による職場開拓や就労相談を推進

し、公共職業安定所（ハローワーク）等との連携を図りな

がら、一般就労や職場への定着を支援します。

障害福祉課

二千人雇用に

おける就労者数

1,529人

二千人雇用

に

おける就労

者数

1,820人

二千人雇用

に

おける就労

者数

2,000人

二千人雇用

に

おける就労

者数

2,000人

継続

就労を希望する障害者や障害者を雇用する事業主

等に対して、障害者雇用に関する支援を実施し

た。また、新型コロナウイルス感染症に対応した

新たな働き方・採用方法についての相談等の支援

を行った。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、

当初予定していた障害者向け就職面接会の実施を

見送った。

　就労者数：1,810人

B

就労を希望する障害者や障害者を雇用する事業主

等に対して、障害者雇用に関する支援を実施し

た。また、新型コロナウイルス感染症に対応した

新たな働き方・採用方法についての相談等の支援

を行った。

ハローワーク藤沢との共催で障害者向け就職面接

会を実施した(２回開催)。

　就労者数：1,906人

B

障害者向け就職面接会において、求職希望

者数に対して参加企業数が少ないため、参

加企業数増加に向けた周知や働きかけを

行っていく。

特になし。

4-1-2-11 若年無業者就労支援事業
一定期間無業状態にある若者の自立・就業促進を促すた

め、職場体験等を行います。
商工課

セミナー

３回（6日）

体験２名

セミナー

３回

（6日）

体験２名

セミナー

３回

（6日）

体験２名

セミナー

３回

（6日）

体験２名

セミナー

３回

（6日）

体験２名

湘南・横浜若者サポートステーションと連携し、

不登校、ひきこもり、ニートなどの生きづらさを

抱える若者と、その家族のための相談会やセミ

ナーを開催した。また、年１回職場体験の受け入

れを行った。

セミナー３回（６日）のべ44組、体験１名

A

湘南・横浜若者サポートステーションと連携し、

不登校、ひきこもり、ニートなどの生きづらさを

抱える若者と、その家族のための相談会やセミ

ナーを開催した。また、年１回職場体験の受け入

れを行った。

セミナー３回（６日）のべ41組、体験１名

A

セミナーの問い合わせはするものの、最終

的に家族がサポートはまだ不要と判断して

しまうケースがあるようなので、少しでも

不安のある方がセミナー参加等につながる

よう周知をしていく。

引き続き、若年の就労困難者が自立・就業

できるよう、事業を実施していく。

4-1-2-12 多様な雇用の促進
障害者の就労支援として、市役所内に「ワークステーショ

ンかまくら」を設置し、活躍の場を設けます。

職員課

障害福祉課

作業依頼数

415件
継続 継続 継続 継続

ワークステーションかまくらで働く職員の採用を

実施し、庁内から依頼された事務作業を行うとと

もに、養護学校等実習生の受け入れを行った。ま

た、ワークステーションかまくらで職務経験を積

んだのち、一般企業等での就業が円滑に行えるよ

うに、障害者二千人雇用センターと必要に応じて

担当者会議を開催した。

作業依頼数：522件

A

ワークステーションかまくらで働く職員の採用を

実施し、庁内から依頼された事務作業を行った。

また、ワークステーションかまくらで職務経験を

積んだのち、一般企業等での就業が円滑に行える

ように、障害者二千人雇用センターと必要に応じ

て担当者会議を開催した。

作業依頼数：　679件

A

引き続き、ワークステーションかまくらで

働く職員の採用を実施し、庁内から依頼さ

れた事務作業を行っていく。ワークステー

ションかまくらで職務経験を積んだのち、

一般企業等での就業が円滑に行えるよう

に、障害者二千人雇用センターの協力を得

て必要な支援を行っていく。

特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-2-13 バリアフリービーチの実施

移動に障害のある方にも、海水浴を楽しんでいただけるよ

う、県や海浜組合と連携して「バリアフリービーチ」を開

設するなど、観光基本計画に基づき、誰もが快適に過ごせ

る環境の整備を推進します。

観光課 開設 継続 継続 継続 継続

令和元年度の由比ガ浜海水浴場においては、ボー

ドウォークを設置し、車いすでの海へのアクセス

しやすい環境づくりを行い、海水浴場監視所で水

陸両用車いすの貸し出しも行った。しかし、令和

３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、海水浴場の開設を行わなかった。

D

令和４年度の由比ガ浜海水浴場において、ボード

ウォークを設置し、車いすでの海へのアクセスし

やすい環境づくりを行い、海水浴場監視所で水陸

両用車いすの貸し出しも行った。

A 特になし 特になし。

4-1-2-14

ふれあいショップの開催支

援

（障害者社会参加促進事

業）

ふれあいショップは、障害者の社会参加と障害者に対する

理解につながる機会となっていることから、今後も継続し

て開催します。

障害福祉課 週１～２回開催 継続 継続 継続 継続

市役所本庁舎ロビーで、障害者各施設の手作り品

や食品などの販売を行い、障害者への理解と製品

の販売促進を図った。令和3年度は新たに障害者

施設の参加数を増加し、例年は週１～２回開催し

ていたが、令和３年度からは新たに第２第４金曜

日の開催も行った。また、12月に大船駅ペデスト

リアンデッキでも開催し、障害者への理解する機

会を増やした。

A

市役所本庁舎ロビー等で「鎌倉ふれあいショッ

プ」を開催し、障害者各施設の手作り品や食品等

の販売を通して、障害者への理解と製品の販売促

進を図った。

運営委員会加入団体が順番に毎週火曜・木曜と第

2・４金曜日を開催日として、市役所本庁舎１階

ロビーで80回実施した。また、大船駅モノレール

改札口付近で1回実施した。（６団体が出店）

A

ふれあいショップの認知度は向上してお

り、問い合わせ件数も増加傾向にある。製

品販売による工賃向上を図るためにも、引

き続き周知活動を行っていく。

特になし。

4-1-2-15 公園の整備
子どもたちをはじめとする地域住民の、健康なからだづく

りやふれあい交流の場として公園の維持管理に努めます。
みどり公園課

１公園

（１施設）

実施

4公園

（8施設）

実施

5公園

（８施設）

実施

６公園

（６施設）

実施

９公園

(10施設)

実施

５公園（６施設） A

令和４年度に当初予定していた６公園の公園施設

の更新のうち、４公園の公園施設（ふじみ児童遊

園：ブランコ、山崎こ線橋下子どもの遊び場：ス

プリング遊具、諏訪ガ谷青少年広場：滑り台、滝

ノ入うさぎ公園：ブランコ）を更新した。

未実施となった鎌倉海浜公園由比ガ浜地区と玉繩

児童遊園の２公園については、鎌倉海浜公園由比

ガ浜地区は、令和４年度中の複合遊具の更新を行

わず、令和５年度に公園全体をリニューアルする

こととし、玉縄児童遊園のフェンス更新は、予算

の執行状況を鑑み見送ることとした。

従って、目標である６公園（６施設）に対し、４

公園（４施設）の実施となり、達成割合が66％で

あることから評価はＢとした。

B

遊具の修繕・更新については年次計画をた

てて実施していますが、令和４年度に遊具

更新の予定があった鎌倉海浜公園由比ガ浜

地区について、令和５年度中にインクルー

シブ遊具を設置するなど大幅なリニューア

ルをすることで地域福祉を推進します。

特になし。

4-1-2-16
車いす観光バリアフリー

マップ作成事業

車いすをご利用の方が楽しめる観光プランを提供すること

で、観光基本計画の達成と共生社会の実現に寄与します。
観光課 調査・作成 調査・作成 調査・作成 継続・拡大 継続

令和３年度は、令和元年度にNPO法人湘南バリア

フリーツアーセンターとの協働事業で作成した

「車いす観光バリアフリーマップ」の新しいエリ

アを対象とした地図作成を予定していた。しか

し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

当該団体の活動ができないと申し出があり、令和

４年度へ実施見送りとした。

D

令和４年度は、令和元年度にNPO法人湘南バリア

フリーツアーセンターとの協働事業で作成した

「車いす観光バリアフリーマップ」の新しいエリ

アとして、大船駅周辺の地図を作成した。

B

コロナ禍の影響もあり、実際に車いすの方

に試用して頂き、意見を抽出し反映するこ

とが出来なかった。

事前の調整を密にし早期に計画を組むこと

で、さらに当事者の視点を取り入れていき

たい。

特になし。

4-1-2-17
バリアフリー旅行相談窓口

設置に係る実証実験

市が補助を行う鎌倉市観光協会の事業として、障害者への

接遇の向上やバリアフリー情報の提供を行うことで、だれ

もが快適に過ごせる受入環境の整備に取り組みます。

観光課

障害における基礎

知識について座

学、ワークショッ

プなどを盛り込ん

だ講習を実施

報告

完了
完了 継続 完了

新型コロナウイルス感染症拡大により、観光案内

所の臨時閉所はあったものの、継続的な広報周知

を行った。

B
実証実験を活かしたバリアフリー対応のもと、継

続的に広報周知、案内を行った。
A 特になし 特になし。

4-1-3-1 地域での安全安心推進活動

市、自主防犯パトロール隊、警察署などが連携して犯罪抑

止に努めるとともに、防犯アドバイザー派遣や防犯グッズ

の貸出など、地域での自主防犯活動を支援し、安全安心な

まちづくりを推進します。

地域のつながり課
団体登録数

128団体

団体登録数

132団体

団体登録数

134団体

団体登録数

134団体

団体登録

数

136団体

希望する団体に防犯アドバイザーの派遣や防犯

グッズの貸し出しを行うなど引き続き支援を行っ

た。防犯パトロール隊等自主防犯活動団体が未整

備の自治会・町内会に隊の結成を働きかけた。令

和３年度の団体登録数は145団体。

A

希望する団体に防犯アドバイザーの派遣や防犯

グッズの貸し出しを行うなど引き続き支援を行っ

た。防犯パトロール隊等自主防犯活動団体が未整

備の自治会・町内会に隊の結成を働きかけた。令

和４年度の団体登録数は147団体。

A 制度周知のため、HP等で周知を行う。 特になし。

4-1-3-2
地域巡回パトロールの実

施・子ども110番の周知

子どもたちの安全のため、巡回パトロールを実施するとと

もに、子どもが不審者に遭遇した際に駆け込む避難場所で

ある子ども110番を周知します。

地域のつながり課

教育指導課

学務課

実施回数

9,422回
継続 継続 継続 継続

（地域のつながり課）

青色回転灯付自動車で、地域における防犯パト

ロールを行った。令和３年度のパトロール実施回

数は10,645回。

A

（地域のつながり課）

青色回転灯付自動車で、地域における防犯パト

ロールを行った。令和４年度のパトロール実施回

数は8,349回。

A
子どもたちの安全のため、継続して活動を

実施する。
特になし。

4-1-3-3
刑務所・少年院出所者の協

力雇用主への入札優遇措置

平成30年度から総合評価競争入札における「企業の社会

性・信頼性」の評価項目に、刑務所・少年院出所者の雇用

促進に関する国の施策である「協力雇用主制度」の登録の

有無を加えて、該当する応札者に加点する取組を行い、刑

務所・少年院出所者の安定した生活と再犯防止を図りま

す。

契約検査課 － 継続 継続 継続 継続

総合評価競争入札における「企業の社会性・信頼

性」の評価項目に、「協力雇用主制度」の登録の

有無を加えて、該当する応札者に加点する取組を

行なった。

A

総合評価競争入札における「企業の社会性・信頼

性」の評価項目に、「協力雇用主制度」の登録の

有無を加えて、該当する応札者に加点する取組を

行なった。

A 例年どおり実施予定 特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-3-4

刑務所・少年院出所者を雇

用する協力雇用主への情報

提供

事情を理解した上で雇用し、立ち直りを支援する事業主を

増やすため、市内事業所に対し、国の財政的支援の活用も

含めた制度の周知等を行います。

生活福祉課

保護司会ととも

に、社会を明るく

する運動を通じ市

内事業所を含めた

市民に対し、更生

保護についての啓

発を行った。

継続 継続 継続 継続

保護司会とともに、社会を明るくする運動を通じ

市内事業所を含めた市民に対し、更生保護につい

ての周知・啓発を行ったが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止の観点から規模を縮小して

行ったことから、例年に比べ周知・啓発の機会が

減少した。

C

保護司会とともに、社会を明るくする運動を通じ

市内事業所を含めた市民に対し、更生保護につい

ての周知・啓発を行った。令和４年度は社会を明

るくする運動大会を約３年ぶりに実施したため、

周知・啓発の機会が前年度より増加した。

＜社会を明るくする運動大会＞

法務省が主唱する、犯罪をなくして社会を明るく

するために、すべての日本国民が犯罪の防止と犯

罪者の矯正および更生保護についての正しい理解

を深め、すすんでこれらの活動に協力するように

全国民によびかける啓発活動。本市では「“社会

を明るくする運動”講演と音楽のつどい・ちら

し」とし、更生保護に関する講演とプロの音楽家

等を招聘した音楽の演奏により市の更生保護に関

する理解の向上を図るもの。

＜上記を指標とした理由＞

保護司会とともに、啓発している更生保護の取組

の周知目標の達成度合いを図る指標に適している

ため。

B

社会を明るくする運動大会について更生保

護というテーマに一層沿ったものにするた

め実施方法を保護司会と検討していく。

特になし。

4-1-3-5
保護観察対象者への就労支

援

保護観察対象者を市で雇用する制度の利用促進及び充実を

図り、引き続き就労機会の提供に取り組みます。また、こ

うした取組を広く紹介していくことで、犯罪や非行をした

人たちの就労機会の確保を図ります。

生活福祉課

職員課

市雇用人数

0人

市雇用人数

１人

市雇用人数

１人

市雇用人数

１人

市雇用人

数１人

市雇用人数

１人
A

市雇用人数

０人

＜上記を指標とした理由＞

雇用人数が、犯罪や非行をした人たちの就労機会

の確保に関する状況を把握するのに適しているた

め。

B

（職員課）

引き続き、関係機関等と連携し保護観察対

象者への就労支援を実施することで、犯罪

や非行をした人たちの就労機会の確保を図

る。

（生活福祉）

引き続き保護司会と連携して、市が雇用し

た人材が一般就労に繋がるよう支援の在り

方などを検討する。

特になし。

4-1-3-6
社会を明るくする運動の推

進

更生保護に携わる団体、民生委員・児童委員、自治会・町

内会、警察、教育委員会等と連携し、犯罪や非行の防止と

更生保護について理解を深め、犯罪や非行のない地域社会

を築こうとする「社会を明るくする運動」に取り組みま

す。

生活福祉課

講演会参加者

324名

コンテスト作品数

195作品

継続 継続 継続 継続

ポスターコンテスト作品数

170件

講演会については、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から実施しなかった。

C

ポスターコンテスト作品数

73件

＜ポスターコンテスト＞

社会を明るくする運動推進の一環として毎年実施

ているコンテスト。更生保護をテーマとしたポス

ター作品を市内中学生から募集し、市長賞、教育

長賞、保護司会会長賞、佳作の計10作品を選出

し、表彰を行う。

＜上記を指標とした理由＞

応募のあった作品数は、学生が更生保護について

考えるきっかけになると考えている。これは運動

の推進に資する実績であると考えるため。

B
引き続きポスターコンテストの実施を通じ

て運動の推進を行っていく。
特になし。

4-1-3-7
保護司等の民間ボランティ

アへの協力

保護司が保護観察対象者と面接をするための場所を市が提

供したり、保護司活動を行う拠点となる場所の設置につい

て検討するなど、民間ボランティア活動への協力を実施し

ます。

生活福祉課
利用回数

59回
継続 継続 継続 継続

利用回数

32回
A

利用回数

28回

＜上記を指標とした理由＞

支所会議室の利用実績が保護司等の民間ボラン

ティアへの協力を図るものとして適切であるた

め。

A 特になし。 特になし。

4-1-3-8 出所者の住居確保への支援

罪を犯したことにより、住居の確保が困難である場合に、

就職に向けた活動をすることを条件に一定期間家賃相当分

を支給する住居確保給付金制度の活用、居住支援協議会を

通じた不動産店への働きかけにより、住居の確保を支援し

ます。

生活福祉課 ０件 継続 継続 継続 継続 ０件 B

出所者の住居確給付金申請件数　０件

＜上記を指標とした理由＞

出所者の住居確保給付金申請件数が出所者への住

居確保支援の達成度合いを図るのに適切であると

考えるため。

B 特になし。 特になし。

4-1-3-9
医療・福祉サービスの利用

促進

犯罪や非行を繰り返す者の中には、高齢や知的障害、薬物

依存等をその理由とする者も存在することから、出所後の

出口支援として、適切な医療・福祉サービスにつなげるよ

う支援します。

生活福祉課 ０件 継続 継続 継続 継続 ０件 B

自立相談支援機関が出所後の者を医療・福祉サー

ビスにつなげた件数　０件

＜上記を指標とした理由＞

出所後の出口支援につなげている状況を把握でき

るため。

B

自立相談の中で医療・福祉サービスの導入

の必要性や希望について丁寧に聴き取りを

行い、出口支援へとつなげる支援の検討を

行う必要がある。

特になし。

4-1-4-1 避難所での安全確保

地域防災力強化のため、自主防災組織の活動支援や、災害

時避難行動要支援者対策を踏まえた防災訓練や各種施策を

実施するなど、防災・減災対策を進めます。

総合防災課 － 継続 継続 継続 継続

自主防災組織が行う訓練や避難行動要支援者名簿

をもとに具体的な避難方法等についての個別計画

を策定することを支援した。

A

自主防災組織が行う訓練や避難行動要支援者名簿

をもとに具体的な避難方法等についての個別計画

を策定することを支援した。

※訓練や個別計画策定支援が地域防災力の強化に

直結するため、目標達成の指標として設定。

A
引き続き訓練・個別計画策定の支援を拡充

していく。
特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-4-2 福祉避難所の利用配慮

福祉避難所の運営について、関係部署・関係機関と連携し

ながら、災害時における要配慮者への支援体制を推進しま

す。

福祉総務課

総合防災課
－ 物品の拡充

マニュアル

の策定
訓練を実施

訓練を

実施

福祉避難所として指定した６か所（鎌倉養護学校

及び市内老人福祉センター５か所）における災害

時の避難所運営マニュアルの策定に向け、協議を

進めた。

A

関係者との共通認識を図るための協議を行うとと

もに、市内老人福祉センター１箇所において避難

所開設・運営訓練を実施した。

A

・避難所開設・運営訓練の実施を通して得

られた課題等を踏まえ、訓練未実施の福祉

避難所における訓練を順次実施していく。

・福祉施設での福祉避難所（二次的避難

所）の運営については、平成１７年度に市

内各施設と締結した協定の内容を見直し、

令和２年度に再度協定を締結し、運営に関

する費用は市が負担する旨を定めていると

ころです。

ですが、運営に関して様々な課題があるこ

とは認識していることから、R5年度も継続

して市社協の施設部会等を通じて各施設と

協議をしてまいります。

特になし。

4-1-4-3
避難行動要支援者支援制度

の効果的運用

関係機関の協力を得ながら制度への同意者の拡大に努め、

避難行動要支援者名簿の整備・更新を進め災害時に備えま

す。

総合防災課
名簿の提供割合

65.9%

名簿の提供

割合

100%

名簿の提供

割合

100%

名簿の提供

割合

100%

名簿の提

供割合

100%

避難行動要支援者名簿を更新、自治会・町内会及

び支援組織へ配布した。災害時に各地域で活用で

きるようまだ提供していない団体の理解を得てい

く。

名簿の提供割合74.6％

B

避難行動要支援者名簿を更新、自治会・町内会及

び支援組織へ配布した。災害時に各地域で活用で

きるようまだ提供していない団体の理解を得てい

く。

名簿の提供割合70.0％

※名簿提供割合が高まることにより、要支援者支

援が円滑に進むことから、目標達成の指標として

設定。

自治・町内会の方針等により提供割合が増減する

ことがあるため、今後名簿の活用の周知に取り組

み、提供割合の向上を目指す。

B

要支援者名簿等の管理システムについて、

より利用しやすいものとなるよう検討を行

う。

特になし。

4-1-4-4
地域での防災訓練の支援

（自主防災組織支援事業）

自主防災組織を中心として、関係団体との協力のもと、地

域の実情に沿った実践的な防災訓練の実施を支援します。
総合防災課

自主防災訓練

70組織

自主防災訓

練

186組織

自主防災訓

練

186組織

自主防災訓

練

186組織

自主防災

訓練

187組織

各地区で行われる自主防災組織が実施する各種訓

練を支援している。令和３年度は16組織実施。コ

ロナ禍にあって、訓練の十分な支援が図れなかっ

た。今後はウィズコロナに向けた訓練の支援促進

を図りたい。

D

各地区で行われる自主防災組織が実施する各種訓

練を支援している。令和４年度は29組織、ブロッ

ク訓練５回実施。コロナ禍にあって、訓練の十分

な支援が図れなかった。

※訓練実施により、地域防災組織の支援が図られ

るため、目標達成の指標として設定。

D

R4年度はコロナ禍で十分な訓練支援を行え

なかったが、R5年度は収束傾向にあるた

め、訓練支援を拡充させる。

特になし。

4-1-4-5 総合防災訓練の実施

9月1日の「防災の日」を中心とした防災週間行事として、

大規模地震の発生を想定した発災対応型総合防災訓練を実

施しています。地震災害時に迅速かつ的確な災害応急対策

が実施できるよう地域防災計画の円滑な運用と自衛隊、警

察署、ライフライン事業者等関係機関の連携強化、さらに

自主防災組織等の市民の防災意識の高揚を図ります。

総合防災課

消防署

総合防災訓練

１回
継続 継続 継続 継続

沿岸部一斉津波避難訓練と総合防災訓練を一体と

して実施した。
A

総合防災訓練、沿岸部一斉津波避難訓練をそれぞ

れ１回ずつ実施した。

※関係団体との連携強化、市民の防災意識高揚の

場となることから、目標達成の指標として設定。

【総合防災訓練概要】

９月１日の「防災の日」を中心とした防災週間行

事として、地震災害時に迅速かつ的確な災害応急

対策が実施できるよう地域防災計画の円滑な運用

と自衛隊、警察署、ライフライン事業者等関係機

関の連携強化、さらに、市民の防災意識の高揚を

図ることを目的とした大規模地震の発生を想定し

た発災対応型総合防災訓練。

【沿岸部一斉津波避難訓練概要】

鎌倉市の沿岸域に津波が来襲することを想定し、

避難経路マップ等を活用した避難行動や避難ルー

トの確認などについて実動による訓練を実施する

ことにより、迅速かつ確実な避難行動の促進を図

る訓練。

A 継続して実施する。 特になし。

4-1-4-6
火災予防運動による防火意

識の啓発

火災予防運動では、地域に根付いた店舗や施設で消防訓練

を実施するなどし、関係者並びに地域住民等の防火思想の

啓発、さらに公設消防隊の戦術研鑽を図ります。

警備課 １回 継続 継続 継続 継続

市内施設において、施設関係者、鎌倉市消防団と

合同で秋季火災予防運動に伴う消防総合訓練を実

施した。

B

市内施設において施設関係者及び鎌倉市消防団と

火災予防運動に伴う消防総合訓練を実施した。ま

た、公設消防隊は、更に訓練内容を充実させると

ともに、他市との訓練を実施し戦術研鑽を図っ

た。

B
新型コロナウイルスが収束に向かっている

中、例年以上に更なる充実強化を図る。
方向性の転換なし。

4-1-4-7 消防団等への訓練指導

各地域の消防団へ訓練指導を実施することで、消防団員の

活動技術の向上と、公設消防隊との連携強化を図ります。

また、事業所等の自衛消防隊組織や、自治会・町内会等が

結成する自主防災組織へ訓練指導を行い各組織の育成を図

ります。

警備課

３地区

（鎌倉地区・深沢

地区・大船地区）

継続 継続 継続 継続

災害現場活動に必要な知識及び技術を習得し、消

防団と消防署との連携を強化するため、消防団実

務研修訓練を実施した。

自主防災組織等への訓練指導は口頭にて実施し

た。

B

消防団に災害現場活動に必要な知識及び技術を習

得させ、消防署と消防団の連携を更に強化するた

め訓練を実施した。また、自主防災組織等へは口

頭での指導が中心であった。

B
新型コロナウイルスが収束に向かっている

中、例年以上に更なる充実強化を図る。
方向性の転換なし。

4-1-4-8 消防相談の充実
住宅の防火診断、住宅用火災警報器などの設備に関する設

置、点検及び交換について相談体制の確保に努めます。
予防課

住宅用火災警報器

設置率80.9%
継続 継続 継続 継続

火災予防運動期間中にチラシ配布及び相談を受付

け、住宅防火及び住宅用火災警報器の設置、点

検、交換等の案内を行い、ホームページや広報紙

による広報も行った。

住宅用火災警報器設置率81％

B

火災予防運動期間中に多数の市民が集う機会を捉

え、住宅用火災警報器の普及啓発や住宅防火の予

防広報を行った。また、ホームページやツイッ

ター及び広報紙を活用し、広報を行った。

住宅用火災警報器設置率91.5％

A

住宅火災の件数の内、高齢者宅の割合が多

数占めていることを踏まえ、継続して火災

予防運動期間中の広報の実施。また、住宅

用火災警報器の設置率の向上を図る。

特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-5-1
高齢者に対する福祉サービ

スの充実

高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続する

ことができるようにするため、また、自らの選択に基づ

き、適切なサービスが利用できるよう、福祉サービスの充

実を図ります。地域包括支援センターや生活支援コーディ

ネーター等と連携し、介護保険制度に基づく生活支援サー

ビスと、住民の助け合い・支え合いによる生活支援が補完

し合う体制を構築し、全体として高齢者に対する福祉サー

ビスの向上につながるよう努めます。

高齢者いきいき課 補助金交付等 継続 継続 継続

利用者

130人

登録数

240人

福寿カードの交付、65歳以上の入浴助成、デイ銭

湯事業や、いきいきサークル事業による地域で高

齢者向けに活動する団体に対する財政支援などを

実施した。

また、清掃ボランティアやサロンの開催、寝たき

り高齢者の訪問など、住民が独自に行っている活

動と行政が連携し、必要時に適切なサービスにつ

ながるよう努めた。

A

福寿カードの交付、65歳以上の入浴助成、デイ銭

湯事業や、いきいきサークル事業による地域で高

齢者向けに活動する団体に対する財政支援など概

ね予定通り実施した。

また、生活支援コーディネーターや地域包括支援

センターが後方支援をし、二階堂地区の地域住民

による移動販売、FOLKKoshigoeによる制作物の

展示・販売や制作体験を行う展覧会など新たな取

組が広がっている。

また、「高齢者生活支援サポーター」を養成し、

高齢者の在宅生活を支援している。サポーターと

利用希望者とのマッチングを行い、引き続きサー

ビス提供事業者やサービス利用者の増加に努め

た。

利用者102名　登録者数160名

A

令和５年度も引き続き福寿カードの交付、

65歳以上の入浴助成、デイ銭湯事業や、い

きいきサークル事業による地域で高齢者向

けに活動する団体に対する財政支援などを

実施する。

また、生活支援コーディネーターや地域包

括支援センターを中心に、地域の福祉向上

につながる活動を後方支援する。

特になし。

4-1-5-2
障害児者に対する福祉サー

ビスの充実

障害者総合支援法等に基づき、障害児者が地域で安心して

暮らせるよう各種サービスを提供し、自立した地域生活に

向け支援します。

障害福祉課

発達支援室

小児慢性１件

軽度中等度１件
継続 継続 継続 継続

軽度・中等度難聴児補聴器購入などにかかる費用

を補助した。また、言語指導、リハビリ訓練等に

より自立をめざした支援を行った。

小児慢性０件（対象者なし）、軽度中等度２件

A

軽度・中等度難聴児補聴器購入などにかかる費用

を補助した。また、言語指導、リハビリ訓練等に

より自立をめざした支援を行った。

小児慢性１件、軽度中等度５件

発達指導延722人、言語聴覚指導延1,030人、リハ

ビリ指導延522人

A 継続して、事業を実施予定。 特になし。

4-1-5-3
子ども、子育てに対する福

祉サービスの充実

保育や子育て支援のニーズ、また、社会情勢の変化に合わ

せ、第2期子ども・子育て支援事業計画を策定し、事業

者、学校、市民等と連携を図りながら、子育て支援の充実

を図ります。

こども支援課 － 継続 継続 継続 継続

「第２期鎌倉市子ども・子育てきらきらプラン」

を策定し、子ども・子育て支援のさらなる推進を

図った。

A

「第２期鎌倉市子ども・子育てきらきらプラン」

を策定し、子ども・子育て支援のさらなる推進を

図った。

A

「第２期鎌倉市子ども・子育てきらきらプ

ラン」の実施期間が令和６年度までとなっ

ている。そのため、次期プランの策定に向

けた検討やニーズ調査等を行っていく。

特になし。

4-1-5-4 介護予防事業の充実

より多くの高齢者等が介護予防に取り組めるよう、自治

会・町内会やみらいふる鎌倉など地域の団体と連携し、フ

レイル予防を含めた介護予防事業の充実を図ります。

介護保険課 － 継続 継続 継続 継続

自治会・町内会やみらいふる鎌倉等地域のに出向

き、フレイル予防等の知識の普及啓発を行った。

延47回、延参加数802人。

A

自治町内会やみらいふる鎌倉、地域自主活動団体

等に出向き、フレイル予防等の知識の普及、体力

や骨密度等の健康チェックを行った。

延68回、延参加者数1,892名。

A
地域包括支援センターと連携した取組とな

るよう、調整を図っていく。
特になし。

4-1-5-5
家族介護者に対する支援の

充実

地域包括支援センターで家族介護教室を開催するなど、家

族介護者の身体的、精神的負担の軽減が図られるよう、支

援していきます。

高齢者いきいき課 － 継続と検討 継続と検討 継続 継続

介護者が急病になった時などに要介護高齢者が緊

急にショートステイを利用できる仕組みの周知

や、事業所の整備を行うなど、介護者の負担軽減

や健康維持・増進を実現するために、サービス提

供体制の構築に努めた。また、働きながら介護を

することができるよう、介護休業制度の周知を図

るとともに、あるべき介護サービスの提供体制に

ついて、事業者とともに検討した。

地域包括支援センターによる家族介護教室は11回

実施し、延べ159人が参加した。

B

介護者が急病になった時などに要介護高齢者が緊

急にショートステイを利用できる仕組みの周知

や、事業所の整備を行うなど、介護者の負担軽減

や健康維持・増進を実現するために、サービス提

供体制の構築に努めた。また、働きながら介護を

することができるよう、介護休業制度の周知を図

るとともに、あるべき介護サービスの提供体制に

ついて、事業者とともに検討した。

地域包括支援センターによる家族介護教室は予定

通り14回実施し、延べ195人が参加した。

A

令和５年度も引き続きサービス提供体制の

構築に努めると共に、休業制度の周知や地

域包括支援センターによる家族介護教室を

実施する予定。

特になし。

4-1-5-6
分野横断的な福祉サービス

の展開

対象者やその世帯の状況に応じて、適切な支援につなげる

よう、関係機関や関係部署との協議を踏まえて、分野横断

的な相談支援が行えるよう、体制を構築します。

地域共生課 ―

分野横断的

な相談支援

体制の構築

継続 継続 継続

市全域を対象とした相談支援のバックアップ機能

を強化するため、相談支援包括化推進員を配置し

た。「くらしと福祉の相談窓口」の隣に地域包括

支援センターを移設し、窓口の福祉相談の強化を

図った。

A

相談支援包括化推進員を配置し、市全域を対象と

した相談支援のバックアップ機能の強化を図っ

た。地域包括支援センターと「くらしと福祉の相

談窓口」が連携し窓口の福祉相談の強化を図っ

た。

A

相談内容がより多様化、複雑化しており、

今後も担当課や関係機関等との連携を図り

対応する。

地域包括支援センターと連携を強化し、高

齢者等の問題解決を図る。

特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-5-7 ダブルケア対策の推進

福祉総合相談窓口などを活用し、制度や分野に分かれた、

縦割りでは対応しにくい相談についても対応し、育児と介

護の両方の負担を軽減できるよう専門機関と連携しながら

対応します。

高齢者いきいき課

地域共生課

こども支援課

保育課

こども相談課

関係課、関係機関

との連携
継続 継続 継続 継続

「くらしと福祉の相談窓口」を基点とした各分野

連携による相談対応を継続しつつ、新たにダブル

ケアやヤングケアラー、老々介護や認認介護な

ど、ケアラー支援のための条例制定準備を念頭

に、情報を収集した。

A

（地域共生課）

「くらしと福祉の相談窓口」を基点とした各分野

連携による相談対応を継続しつつ、ダブルケアや

ヤングケアラー、老々介護や認認介護など、ケア

ラー支援のための条例制定に向けて取り組んだ。

（保育課）

地域共生課の運営する「くらしと福祉の相談窓

口」を基点に、各分野の担当者が窓口に集まり、

ダブルケアに関連する相談があった場合は関係機

関につなぐなど多角的に問題解決に努めた。

（高齢者いきいき課）

地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備

事業の開始に伴い、地域包括支援センター10箇所

で年齢や属性を問わない総合相談を受け付けた。

65歳未満の相談者から相談を受けた際に他分野と

の連携や情報共有をするための「基本相談シー

ト」により、複合的な課題を抱えた世帯の把握に

努めた。

A

福祉総務課（福祉政策担当）が担当

（保育課）

令和５年より開設された『かまくらこども

相談窓口きらきら』に経験豊富な保育士を

配置し、子育てについての相談を包括的に

行える環境を整える。

（高齢者いきいき課）

令和５年度も域包括支援センター10箇所で

の年齢や属性を問わない総合相談の実施や

65歳未満の相談者から相談を受けた際に他

分野との連携や情報共有をするための「基

本相談シート」による複合的な課題を抱え

た世帯を把握し、必要な支援につなげてい

く。

特になし。

4-1-5-8
共生型サービスの推進に向

けた支援

高齢者と障害児者が同一事業者でのサービスを受けやすく

するため、共生型サービスの普及・推進に向けて、共生型

サービスに関する情報提供等の実施を進めます。

介護保険課

障害福祉課

発達支援室

－ 継続 継続 継続 継続

鎌倉市高齢者保健福祉計画及び鎌倉市障害福祉

サービス計画（鎌倉市障害児福祉計画を含む。）

において、共生型サービスについて実施内容等を

記載し、サービスの提供を検討する事業所等に情

報提供（１件）を行った。

令和３年(2021年)11月１日から、鎌倉市内に共生

型生活介護事業所が２か所設置されている。

A

（介護保険課）

令和４年９月１日から、鎌倉市内に共生型生活介

護事業所が１か所設置され、３か所設置されてい

る。

（障害福祉課）

鎌倉市高齢者保健福祉計画及び鎌倉市障害福祉

サービス計画（鎌倉市障害児福祉計画を含む。）

において、共生型サービスについて実施内容等を

記載し、サービスの提供を検討する事業所等に情

報提供を行った。

令和４年度(2022年度)末時点で、鎌倉市内に共生

型生活介護事業所が３か所、共生型短期入所事業

所が１か所設置されている。

A

（介護保険課）

共生方サービスの提供を検討する事業者等

に情報提供を行っていく。

（障害福祉課）

継続して、事業を実施予定。

特になし。

4-1-5-9
居住に課題を抱える方への

支援

離職などにより住居を失った方に、就職に向けた活動をす

ることを条件に一定期間家賃相当分を支給する住居確保給

付金制度や、ホームレスなどの住居を持たない方に、一定

期間衣食住を提供した上で就労に向けた支援を行う一時生

活支援事業等の制度を活用して、住居の確保を支援しま

す。

生活福祉課 1件 継続 継続 継続 継続

昨年度に比べ、住居確保給付金の新規申請者は減

少したが、依然として例年に比べると申請は増加

している。

住居確保給付金支給決定件数193件

A

昨年度に比べ、住居確保給付金の新規申請者は減

少したが、依然として例年に比べると申請は増加

している。

住居確保給付金支給決定件数140件

＜上記を指標とした理由＞

当該支給金制度は、自立相談支援機関が就労支援

を行いながら対象者の居住の課題を支援するとい

うことから、目標の達成度合いを図るのに適して

いるため。

A 特になし。 特になし。

4-1-5-10 貸付制度の相談支援

母子父子寡婦福祉資金貸付制度、緊急援護貸付など、対象

者世帯に対して、相談援助とあわせて必要に応じた資金貸

付を行います。

こども相談課

生活福祉課

（市社協）

・寡婦福祉資金貸

付0件

・緊急援護貸付５

２件

継続 継続 継続 継続

対象者に貸付を実施した。あわせて貸付金の回収

も行った。

寡婦福祉資金貸付　0件

緊急援護貸付　　 48件

A

対象者に貸付を実施した。あわせて貸付金の回収

も行った。

寡婦福祉資金貸付　0件

緊急援護貸付　　 39件

A 特になし。 特になし。

4-1-5-11
Eメール119番・Net119番

通報登録

音声による１１９番通報が困難な、聴覚又は音声・言語に

障害のある方のため、携帯電話等のＥメール・インター

ネット機能を利用して、火災や救急時等の１１９番通報受

信サービスを行い、市民の安全・安心の確保を図ります。

指令情報課
通報実績

０件
継続 継続 継続 継続

携帯電話等のEメール・インターネット機能を利

用して、火災や救急時等の119番通報受信サービ

スを行った。

※Net119新規登録者1名

B

携帯電話等のEメール・インターネット機能を利

用して、火災や救急時等の119番通報受信サービ

スを行ったが利用実績はなかった。

B

通報を受けることはなく、新規登録者もあ

りませんでした。音声通話以外にも119番

通報できるサービスがあることを広報かま

くら等に掲載し、あらゆる機会を捉えて周

知を図ります。

特になし。

4-1-5-12
県運営適正化委員会制度な

どの適正な運用

利用者と福祉事業者の現状把握を行うとともに、引き続

き、実地指導の際に苦情について確認を行います。また、

苦情につながる恐れのある事例については県などの相談窓

口に報告します。

介護保険課 － 継続 継続 継続 継続

実地指導(25件実施)の際に苦情の有無について確

認した。また、市に通報があった場合も適切な運

営であるか確認し指導を行った（３件）。

A

実施指導（25件実施）の際に苦情の有無について

確認した。また、市に通報があった場合も適切な

運営であるか確認し指導を行った（２件）。

A

福祉サービス利用援助事業の適正な運営を

確保するため、利用者と事業者の現状を把

握するよう努める。

特になし。

4-1-5-13
地域子育て支援活動（わく

わく広場等）の実施

公立保育園では、各保育園毎に「広場」として、地域の乳

幼児と保護者を対象とした開放日を設け、地域子育てを支

援します。また、保育士による育児相談も行うことで、育

児に関する悩みの早期発見、解決を図り、保護者が孤立し

ない体制をつくります。

保育課

わくわく広場

4回

各園の広場

51回

継続と拡充 継続と拡充 継続と拡充
継続と

拡充

公立保育園では各園で行っている開放保育の「広

場」（各園年10回程度）及び合同出張保育の「わ

くわく広場」を開催し、遊びの提供及び保育士、

栄養士、看護師、保健師による子育て相談を行っ

ているが、令和３年度は、新型コロナウイルス感

染拡大のため、「わくわく広場」を１回のみ実施

した。

D

公立保育園では各園で行っている開放保育の「広

場」（各園年10回程度）及び合同出張保育の「わ

くわく広場」を開催し、遊びの提供及び保育士、

栄養士、看護師、保健師による子育て相談を行っ

ている。令和４年度は、新型コロナウイルス対策

のため、事業内容を縮小または変更しながらも、

前年度に比較して実施回数を増やすことができ

た。

B

「広場」や「わくわく広場」の開催を通し

て、引き続き、公立保育園等において地域

での子育て支援を行う。

特になし。

4-1-5-14 子育て支援センターの運営

子育て親子の交流の場を提供し、交流の促進を図るととも

に、育児に役立つ情報のお知らせや子育て相談を行うな

ど、地域での子育て支援を実施します。

こども相談課

子育て支援セン

ター利用者数

31,595人

継続 継続 継続 継続

市内子育て支援センターについては、コロナ感染

拡大防止の観点から人数制限をしながら運営を

行った。　利用者数20,384人

B

市内子育て支援センターについては、コロナ感染

拡大防止の観点から人数制限をしながら運営を

行った。また感染状況が緩和してきた２月中旬か

らは、人数制限を廃止し、通常運営とした。（R4

利用者数26,761人）

A

R5年度も引き続き、人数制限を行わない通

常運営を実施中。感染対策と利用者数増の

両立を目指した運営を行っている。

特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-5-15
ファミリーサポートセン

ターの運営

ファミリーサポートセンターは、市内在住の方を対象に、

子育ての手助けをしてほしい人と、そのお手伝いをしたい

人が、お互いに助け合うシステムです。システムをとおし

て会員が依頼と支援を行います。支援会員と依頼会員は必

要時にどちらにもなれるしくみのため、相互に助け合い、

地域で子育てをする体制を整備します。

こども相談課 － 継続 継続 継続 継続

育児等の援助を受けたい人と援助したい人からな

る有償ボランティアの会員組織であるファミリー

サポートセンターに委託を行い、アドバイザーが

会員間の調整や援助活動等を行った。毎月、ファ

ミリーサポートセンターからの月次報告をもとに

打合せを行った。今後は、有償ボランティア数が

不足傾向であることから有償ボランティア数の確

保に向けた周知に努めていく。

B

育児等の援助を受けたい人と援助したい人からな

る有償ボランティアの会員組織であるファミリー

サポートセンターに委託を行い、アドバイザーが

会員間の調整や援助活動等を行った。毎月、ファ

ミリーサポートセンターからの月次報告をもとに

打合せを行った。今後は、有償ボランティア数が

不足傾向であることから有償ボランティア数の確

保に向けた周知に努めていく。

A
有償ボランティア不足のため、周知等を通

じて会員数を増やす。
特になし。

4-1-5-16 つどいの広場の実施

乳幼児と保護者が気軽に集まり、くつろげる居場所を提供

します。また、子育てアドバイザーを配置し、育児に関す

る悩み相談を受けることで、相談の機会の充実を図りま

す。

こども支援課

1か所

(※2019年9月に1

か所閉鎖）

継続 継続 継続 継続

子育て支援センターのない地域に、乳幼児（特に

0～３歳）を持つ子育て中の親子の交流、つどい

の場を提供した。開設１箇所

・腰越行政センター：月～水曜日

・時間9：00～14：00

・利用者数1,948人

A

子育て支援センターのない地域に、乳幼児（特に

0～３歳）を持つ子育て中の親子の交流、つどい

の場を提供した。開設１箇所

・腰越行政センター：月～水曜日

・時間9：00～14：00

・利用者数2,222人

A

令和6年（2024年）7月に（仮称）腰越子育

て支援センターを開所予定であり、「つど

いの広場」からの円滑な移行を行う必要が

ある。

特になし。

4-1-5-17
子どもの貧困対策に係る支

援の充実

子育て世帯の生活状況やニーズなどに関するアンケート調

査を実施し、取り組むべき課題や施策の方向性等を把握し

たことから、「子供の貧困対策に関する大綱」及び「神奈

川県子どもの貧困対策推進計画」を踏まえ、子ども・子育

てきらきらプランに貧困対策について明記するとともに、

関係部署と連携し、困難に直面している家庭の早期発見と

その支援を実施します。

こども相談課

ひとり親家庭

自立支援員

相談件数

964件

継続 継続 継続 継続

貧困に直面している家庭、特にひとり親家庭に対

する支援をするため、ひとり親家庭自立支援員や

職員の相談技術を高め、各家庭の実情やニーズ把

握に努めた。ひとり親家庭

自立支援員相談件数 1,254件

A

貧困に直面している家庭、特にひとり親家庭に対

する支援をするため、ひとり親家庭自立支援員や

職員の相談技術を高め、各家庭の実情やニーズ把

握に努めた。ひとり親家庭

自立支援員相談件数 1,195件

A

第６分庁舎に設置された「かまくらこども

相談窓口きらきら」にこどもと家庭の相談

員、ひとり親自立支援員を配置。保護者の

困り感に対し、早期に関わりが持てるよう

取り組んでいる。

特になし。

4-1-5-18 認知症施策の推進
早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するととも

に、認知症本人とその家族への支援体制を充実させます。
介護保険課

選定した事業所

1か所
継続 継続 継続 継続

要介護または要支援の認定を受けた人が住みなれ

た地域で介護サービスを受けられるよう、介護保

険の地域密着型サービスの事業所整備に係る公募

を行い、介護事業所を選定している。令和３年度

は、認知症グループホームを整備する事業者を２

箇所選定した。

B

令和３年度に認知症グループホームを整備する事

業者として選定された１事業者を、認知症グルー

プホームを行う事業者として指定し運営が開始と

なった。

B

令和３年度に認知症グループホームを整備

する事業者として選定された２事業者のう

ち、１事業者から認知症グループホームを

行う事業者から書類が提出されたため、指

定を行う。

特になし。

4-1-6-1
小・中学校におけるインク

ルーシブ教育の推進

各教科の学習や、学校行事など、学校生活の様々な場面を

通して、子どもたちが互いの多様性を理解し、尊重できる

ような「地域で共に学び、共に育つ」インクルーシブ教育

を推進します。

教育指導課

特別支援教育推進

計画の施策目標に

基づく具体的な取

組の推進

前年度の取

組状況を反

映させて

継続

前年度の取

組状況を反

映させて

継続

第Ⅱ期特別

支援教育推

進計画と昨

年度の取組

状況を反映

させて継続

第Ⅱ期特

別支援教

育推進計

画と昨年

度の取組

状況を反

映させて

継続

特別支援教育推進計画に基づき、特別支援教育、

インクルーシブ教育の推進、多様な教育的ニーズ

への対応のための授業のユニバーサルデザインに

関するリーフレットの作成、新たな学びの場とし

て関谷小学校の特別支援学級の開級、関係機関と

のネットワークの構築に取り組んだ。研修会、連

絡会等はオンライン開催を含め実施し、特別支援

学級・通級指導教室における指導の充実、特別な

支援を必要とする児童生徒への理解と指導力の向

上に努めた。

A

特別支援教育推進計画に基づき、特別支援教育、

インクルーシブ教育を推進した。また、昨年度に

作成した授業のユニバーサルデザインに関する

リーフレットを活用し、学校の教職員を対象に研

修会を実施した。さらに、新たな学びの場として

七里ガ浜小学校の特別支援学級の開級、関係機関

とのネットワークの構築に取り組んだ。研修会、

連絡会等を実施し、特別支援学級・通級指導教室

における指導の充実、特別な支援を必要とする児

童生徒への理解と指導力の向上に努めた。

A

学校現場において、特別な支援を要する児

童生徒は増加傾向にあり、そうした児童生

徒の有する多様な教育的ニーズに適切に応

えていくため、特別支援教育、インクルー

シブ教育の推進を引き続き行い、教職員の

専門性と指導力の向上に注力する必要があ

る。また、今年度は新たな学びの場として

稲村ケ崎小学校の特別支援学級の開設の準

備と、中学校における通級指導教室の展開

について検討を行う。

特になし。

4-1-6-2 多文化共生推進事業

外国籍市民への日本の生活文化に対する理解の促進と、外

国籍市民同士や日本人との相互理解を図ることによって、

多文化共生社会を実現するため、各種イベントやワーク

ショップなどを継続的に開催します。

文化課
講座等

１回
継続

講座等

０回、

HP,SNS等に

よる情報発

信

講座等1

回、HP・

SNS等によ

る情報発信

講座1

回、

HP・

SNS等に

よる情報

発信

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、講

座等の実施はなかったが、オンラインやSNS等に

より、国際交流や国際理解の推進を進めた。

A

文化や言語、生活習慣の違いなどを認め合い、互

いに尊重し合う多文化共生社会の実現を目指し、

昨今メディア等でも多く取り上げられている難民

をテーマにした講座を1回開催し、国際理解の推

進を図った。

A

市民向けの講座としているが、R4は若年層

の参加が少なく、年齢層に偏りがあった。

R5にも同様の国際交流や理解を深める内容

での講座の開催を予定しているが、若年層

の参加が見込めるテーマ設定や周知方法を

検討する。

特になし。

4-1-6-3 共生意識の形成

市職員や市民に対して、個性や多様性を理解し、共生の視

点で物事をとらえるための研修を実施します。また、市に

おける窓口対応等の見直しを行い、意識の形成を図りま

す。

地域共生課
講演会の参加人数

231人

工夫しなが

ら継続

工夫しなが

ら継続
継続 継続

職員向け（新規採用職員・中堅主事）研修、新人

ケアマネージャー研修及び地区社会福祉協議会向

け研修にて共生社会の推進について説明を行っ

た。地域共生社会への理解を深めるために、「地

域共生社会推進全国サミット」の開催した。

A

職員向け（新規採用職員・中堅主事）研修にて共

生社会の推進について説明を行った。

市民向け研修を実施し、共生社会の実現に向けて

共生への理解を深めるよう努めた。

市民向け研修実施回数：5回

A

引き続き職員向けの研修を通じ共生社会へ

の意識を高める。

引き続き市民向けの研修を通じ共生社会へ

の意識を高める。

特になし。

4-1-6-4 小・中学校福祉教育の実施

市社協及び関係課と連携し、車いす・アイマスク体験や点

字・手話学習などのプログラムの実施など、小・中学校に

おいて福祉教育の実施や福祉施設訪問を行うことにより、

高齢者との交流を図ります。

教育指導課

福祉総務課

（市社協）

社協との連携によ

る体験学習や、福

祉施設訪問は複数

校で実施している

が年度により異な

る。福祉教育は全

校で行われてい

る。

継続

福祉施設訪

問は、新型

コロナウィ

ルス感染症

対策のため

実施予定な

し。

社協と連携

し体験学習

等に取り組

むが、新型

コロナウイ

ルス感染症

対策等のた

め実施予定

数は未定。

福祉教育は

全校で実

施。

継続

福祉教育については、道徳教育や総合的な学習の

時間の取組の中で全校行った。福祉施設訪問につ

いては、新型コロナウィルス感染症対策のため、

行わなかった。

（市社協による福祉教育：小学校４校646名、中

学校３校283名）

B

福祉教育については、道徳教育や総合的な学習の

時間の取組の中で全校行った。福祉施設訪問につ

いては、新型コロナウィルス感染症対策のため、

行わなかった。

（市社協による福祉教育：小学校7校1,363名、中

学校6校903名、かまくらっこ８件532名）

B

福祉教育については、道徳教育や総合的な

学習の時間の取組の中で全校行う。福祉施

設訪問については、新型コロナウィルス感

染症等の状況を見て再開を検討する。

特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-7-1 健康講座の開催

一人ひとりが地域で望ましい「食生活」や「運動」など、

健康づくりが実践できるよう引き続き健康講座を開催しま

す。

市民健康課

健康づくり講座

・成人７回

・高齢者10回

生活習慣病予防プ

ログラム　１ｺｰｽ

／18人

地域の健康づくり

支援132団体

継続

新型コロナ

ウイルス感

染症対策の

ため、集団

での講座は

実施予定な

し。

継続 継続
　新型コロナウイルスの影響で、生活習慣病予防

プログラムの実施なし。
D

オンライン・オンデマンドプログラムを利用した

生活習慣病予防プログラムの実施

　　　　　　　　　　　参加者実数29人

B 特になし（継続） 特になし。

4-1-7-2 終活関連事業

人生１００年時代を見据えた取組として、ライフスタイル

に関する講演会の開催やエンディングノートの配布によ

り、これからの人生を考える機会を創ります。また、一人

暮らし高齢者の急病や外出時の事故等による緊急時に、連

絡先や終活関連の大切な事項を、あらかじめ市に登録して

おくことにより、市が本人に代わって警察・消防・医療機

関等に情報提供し、迅速かつ適切な対応を図ります。さら

に、エンディングプランサポート事業では、死後に生じる

事務について生前に決めておくための手続きを市がサポー

トします。

高齢者いきいき課 実施 継続 継続 継続 継続

鎌倉市版エンディングノートを作成し、配布し

た。

終活事業の実施により高齢者が安心して生活でき

るようサポートする制度「終活情報登録事業」、

また死後に生じる事務について生前に決めておく

ための手続きを市がサポートする「エンディング

プランサポート事業」を周知し、登録件数を増や

した。

セミナーを開催し、普及啓発活動を行った。

B

鎌倉市版エンディングノートを令和５年３月に改

訂し、デジタル遺品のページを追加、配布した。

終活事業の実施により高齢者が安心して生活でき

るようサポートする制度「終活情報登録事業」、

また死後に生じる事務について生前に決めておく

ための手続きを市がサポートする「エンディング

プランサポート事業」を周知した。

また、終活セミナーを開催し、終活への普及啓発

活動を行った。

A

令和５年度もエンディングノートを配布

し、終活について周知を図っていく。ま

た、終活登録事業及びエンディングプラン

サポート事業についても市の窓口案内のほ

か、地域包括支援センターや生活支援コー

ディネーターを通して引き続き周知を図っ

ていく予定。

特になし。

4-1-7-3
【再掲4-1-5-４】介護予防

事業の充実

より多くの高齢者等が介護予防に取り組めるよう、自治

会・町内会やみらいふる鎌倉など地域の団体と連携し、フ

レイル予防を含めた介護予防事業の充実を図ります。

介護保険課 － 継続 継続 継続 継続

自治会・町内会やみらいふる鎌倉等地域のに出向

き、フレイル予防等の知識の普及啓発を行った。

延47回、延参加数802人。

A

自治町内会やみらいふる鎌倉、地域自主活動団体

等に出向き、フレイル予防等の知識の普及、体力

や骨密度等の健康チェックを行った。

延68回、延参加者数1,892名。

A
地域包括支援センターと連携した取組とな

るよう、調整を図っていく。
特になし。

4-1-8-1
生活困窮者の自立相談窓口

の充実

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、

生活困窮者に対する自立相談支援事業を継続して実施しま

す。生活困窮者が、地域において自立した生活ができるよ

う、生活保護制度等の利用も含め、一人ひとりの状態に応

じた包括的・継続的な相談支援を行います。

生活福祉課
新規事業を

開始（3件）
継続 継続 継続 継続

自立相談支援機関が中心となり、庁内の関係課及

び各種支援機関が集まって課題の共有や各機関の

役割の確認等を行う「支援調整会議」　２回開催

一時生活支援事業、就労準備支援事業、家計改善

支援事業を実施。

B

自立相談支援機関が中心となり、庁内の関係課及

び各種支援機関が集まって課題の共有や各機関の

役割の確認等を行う「支援調整会議」　11回開催

一時生活支援事業、就労準備支援事業、家計改善

支援事業を実施。

＜上記を指標とした理由＞

支援調整会議を行うことで支援に関する様々な意

見交換が行われその結果、相談窓口の充実が図ら

れると考えているため。

B 特になし。 特になし。

4-1-8-2 就労準備支援事業

直ちに就労することが困難な生活困窮者に対し、生活習慣

やコミュニケーション能力の形成など、就労に向けた基礎

能力を養いながら、その支援や就労機会の提供を行いま

す。

生活福祉課
利用者延人数

9人
継続 継続 継続 継続

利用者延人数  120人

新型コロナウイルス感染症の影響で事業の利用者

が通所等が出来ない時期があったが、昨年度と比

べると、利用者数は増加している。

B

利用者延人数  127人

新型コロナウイルス感染症の影響で就労体験の実

施方法など配慮すべき事項はあったが、昨年度と

比べると、利用者数は増加している。

＜上記を指標とした理由＞

利用者数が支援提供の機会を図るのに適している

ため。

B 特になし。 特になし。

4-1-8-3

【再掲4-1-5-9】居住に課

題を抱える方への支援（住

居確保給付金・一時生活支

援事業）

離職などにより住居を失った方に、就職に向けた活動をす

ることを条件に一定期間家賃相当分を支給する住居確保給

付金制度や、ホームレスなどの住居を持たない方に、一定

期間衣食住を提供した上で就労に向けた支援を行う一時生

活支援事業等の制度を活用して、住居の確保を支援しま

す。

生活福祉課 1件 継続 継続 継続 継続

新規申請数については令和２年度に比べると減少

傾向にあった。

住居確保給付金

支給決定件数193件

A

昨年度に比べ、住居確保給付金の新規申請者は減

少したが、依然として例年に比べると申請は増加

している。

住居確保給付金支給決定件数140件

＜上記を指標とした理由＞

当該支給金制度は、自立相談支援機関が就労支援

を行いながら対象者の居住の課題を支援するとい

うことから、目標の達成度合いを図るのに適して

いるため。

A 特になし。 特になし。

4-1-8-4 家計改善支援事業

家計の改善に関して支援が必要である方に対して、専門の

相談員が一人ひとりの状況に応じた支援プランを作成し、

支援を行います。家計の状況の見える化と根本的な問題を

把握し、相談者自らが家計を管理できるように、相談支

援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付け等のあっせ

んを行い、早期の生活再生を目指します。

生活福祉課
利用者延人数

60人
継続 継続 継続 継続

利用者延人数

279人
A

来所相談者延人数

428件

＜上記を指標とした理由＞

相談員が相対して事業利用者の支援を行う来所相

談数が取り組み内容の進捗を把握するのに適して

いるため。

A 特になし。 特になし。

4-1-8-5 学習・生活支援事業

生活困窮世帯及び生活保護受給世帯の小学生から高校生、

高等学校中退者及び中学校卒業後の進路未定の未成年者に

対し、基礎学力の向上のための直接的な学習支援のほか、

学習の場所や機会の提供などを通じて高等学校への進学及

び卒業を支援することで、子どもの社会的自立を促し、貧

困の連鎖を防止します。

生活福祉課
利用者延人数

1,001人
継続 継続 継続 継続

利用者延人数

1,612人
A

利用者延人数　1,623人

＜上記を指標とした理由＞

利用者数の実績が、取り組み内容の達成度の把握

に適しているため。

A 特になし。 特になし。

4-1-8-6 生活困窮者等への食料支援

福祉を目的として活動する団体への支援を通じて、寄付等

により収集した食料を活用して、生活困窮者等への安定的

な食料支援体制を構築します。

生活福祉課 － 継続 継続 継続 継続

一般社団法人ふらっとカフェ鎌倉との協働で行う

生活困窮者向け食料配布「鎌倉スマイルフードプ

ロジェクト」の利用人数

　416世帯

A

一般社団法人ふらっとカフェ鎌倉との協働で行う

生活困窮者向け食料配布「鎌倉スマイルフードプ

ロジェクト」の利用人数

　1,084世帯

＜上記を指標とした理由＞

上記プロジェクトの利用世帯数が生活困窮者等へ

の食料支援の実績を図るものとして適切であると

ため。

A

本格的な実施開始から２年ほど経過してい

るところ。現在の実施方法などの検討を行

い支援体制の構築を行う。

特になし。

　

⁀

目

標

４

‿

地

域

生

活

支

援

と

権

利

擁

護

31



鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-1-8-7 他制度による支援

【生活保護受給者等就労自立促進事業】

　市の就労支援員とハローワークの就職支援ナビゲーター

がチームを組んで、生活保護受給者や児童扶養手当受給

者、生活困窮者などの就職を支援します。

生活福祉課

こども相談課
8人 継続 継続 継続 継続

ハローワークと連携し、対象者の就職支援を実施

した。

こども相談課：支援件数4件

生活保護受給者等就労自立促進事業利用者数：令

和３年度:88件 R２年度:84件 R１年度:８件

A

ハローワークと連携し、対象者の就職支援を実施

した。

生活保護受給者等就労自立促進事業利用者数：令

和４年度91件

＜上記を指標とした理由＞

事業利用者数が取り組み内容の達成度の把握に適

しているため。

A 特になし。 特になし。

4-2-1-1 児童虐待の未然防止

児童虐待防止推進月間での啓発活動の実施や、相談窓口の

充実により虐待の早期発見や抑止を図ります。また、児童

虐待防止ネットワークである「要保護児童対策地域協議

会」の各種会議の開催により関係機関の連携を強化しま

す。

こども相談課

チーム会議

開催回数

71回

チーム会議

開催回数

71回

チーム会議

開催回数

71回

チーム会議

開催回数

71回

継続

コロナ感染が落ち着いてきた時期に「要保護児童

対策地域協議会」を開催することができた。個別

ケースの支援会議である、援助活動　チーム会議

は80回開催。また、子育て講座（ベビープログラ

ム講座）も例年の半分の人数に制限はしたものの

開催することができた。

B

「要保護児童対策地域協議会代表者会議」を開

催。また、個別ケースの支援会議である、援助活

動チーム会議は75回開催。また、子育て講座（ベ

ビープログラム講座）も、昨年同様、例年の半分

の人数に制限はしたものの開催することができ

た。

B

第６分庁舎に設置された「かまくらこども

相談窓口きらきら」にこどもと家庭の相談

員、ひとり親自立支援員を配置。保護者の

困り感への早期の関わりを行うことで、児

童虐待の未然防止を図っていく。

特になし。

4-2-1-2
高齢者・障害者虐待の未然

防止

高齢者・障害者の虐待防止に向け、生活の小さな変化に気

づき速やかに関わっていくため、小さなことであっても地

域包括支援センターや障害者虐待防止センターにすぐに相

談できる体制を整えます。また、解決に向けた支援や見守

りが効果的に行えるようケース検討会議の充実を図りま

す。

高齢者いきいき課

障害福祉課

ミーティング

０回
継続 継続 継続 継続

課題を抱える家庭にかかわる関係機関と連携を図

り、ケース検討会議において情報共有と支援方法

を明確にし、解決に向けた家庭支援や見守りを

行った。

高齢者虐待防止マニュアルを作成し、事業者と共

有を図った。

B

課題を抱える家庭にかかわっている関係機関と連

携を図り、ケース検討会議において情報共有と支

援方法を明確にし、解決に向けた家庭支援や見守

りを行った。また、市内の全介護事業所向けに高

齢者虐待防止研修をオンラインにて２回開催し

た。

B

令和５年度も引き続き関係機関と連携を図

り、ケース検討会議において解決に向けた

家庭支援や見守りを行っていく予定。

特になし。

4-2-1-3 虐待防止の周知・啓発
児童・高齢者・障害者の虐待防止に向け、児童虐待防止推

進月間などを利用して、啓発活動を実施します。

高齢者いきいき課

障害福祉課

こども相談課

・本庁舎ロビーで

３虐待防止のパネ

ル展示を実施

（11/11～15）

・玉縄まつりにて

３虐待防止の啓発

を実施

・要対協の各種会

議で虐待対応の連

携について周知

継続 継続 継続 継続

市役所本庁舎ロビーにおいて、３課合同でパネル

やリーフレットを展示し、虐待防止の啓発に行っ

た（11月8日～11月18日）。

その他例年実施している玉縄まつり時の啓発活動

は、新型コロナウィルスの影響により中止となっ

た。

B

（高齢者いきいき課）

市役所本庁舎ロビーにおいて、３課合同でパネル

やリーフレットを展示し、虐待防止の啓発に行っ

た（11月）。また、市内の全介護事業所向けに高

齢者虐待防止研修をオンラインにて２回開催し

た。その他実施している玉縄まつりの啓発活動

は、新型コロナウイルスの影響により中止となっ

た。

（障害福祉課）

市役所本庁舎ロビーにおいて、３課合同でパネル

やリーフレットを展示し、虐待防止の啓発に行っ

た（10月31日～11月10日）。

その他各種イベントは新型コロナの影響で中止と

なった。

B

令和５年度も引き続き虐待防止に向けた周

知啓発や事業所向けの虐待防止研修を実施

する予定。

特になし。

4-2-2-1 中核機関の設置

地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に

向けて、地域の連携をコーディネートする中核機関の設置

を目指します。

高齢者いきいき課

障害福祉課
－ 検討調整 検討調整 継続と拡充

継続と拡

充

権利擁護支援等に関する中核機関の設置に向け

て、関係機関と協議を行い、令和４年度に中核機

関を設置できるよう調整を行った。今後も機能の

充実を図っていく。

B

（高齢者いきいき課）

関係機関と協議を行い、成年後見センターを中核

機関に位置付けた。今後は中核機関の機能充実を

図っていく。

（障害福祉課）

権利擁護支援等に関する中核機関として、鎌倉市

成年後見センターを設置した。

A

（高齢者いきいき課）

令和５年度は中核機関の更なる機能充実と

地域連携ネットワークの構築を図ってい

く。

（障害福祉課）

中核機関としての機能強化を図るため、令

和５年度中に鎌倉市成年後見制度連絡会等

の場で議論を重ねていく。

特になし。

4-2-2-2
成年後見センターの利用促

進と機能充実

認知症高齢者等が増加するとともに、「施設から地域へ」

の政策転換のもと、知的・精神障害者の地域生活への移行

が進むことが予想されるので、本人、家族や住民・団体が

適切に制度を利用できるよう、関係機関と連携を図りなが

ら、相談支援体制の充実に努めます。

高齢者いきいき課

障害福祉課

相談件数

306件

相談件数

500件

相談件数

400件

相談件数

300件

相談件数

350件

成年後見制度に関する相談、普及啓発、市民後見

人活動支援等を行った。

相談件数　228件（うち、専門相談23件）

B

成年後見制度に関する相談、普及啓発、市民後見

人活動支援等を行った。

相談件数　362件（うち、専門相談19件）

A

令和５年度も引き続き権利擁護支援等に関

する中核機関である成年後見センターを中

心に成年後見制度の普及啓発活動や専門士

業の相談窓口での支援を行っていく予定。

特になし。

4-2-2-3
成年後見制度利用相談の充

実

制度利用の相談体制を強化し、相談者のニーズを見極める

ことにより、必要な支援につなげます。

高齢者いきいき課

障害福祉課
相談支援 継続 継続 継続 継続

相談者の状況や希望に応じて介護保険制度、成年

後見制度など必要な制度につなげた。
B

相談者の状況や希望に応じて介護保険制度、成年

後見制度など必要な制度につなげた。
B

令和５年度も引き続き、相談者の状況や希

望に応じて介護保険制度、成年後見制度な

ど必要な制度につなげていく予定。

特になし。

4-2-2-4
成年後見制度利用助成金の

交付

経済的な理由で成年後見制度の利用が困難な人のための費

用を助成します。

高齢者いきいき課

障害福祉課

10件

（障害者６件、高

齢者4件）

継続 継続 継続 継続

要件に該当する人に対して、成年後見制度利用に

係る費用の一部助成を行った。

実績：高齢者６件、障害者７件

A

要件に該当する人に対して、成年後見制度利用に

係る費用の一部助成を行った。

実績：高齢者　９件

実績：障害者８件

A

令和５年度も引き続き要件に該当する人に

対して、成年後見制度利用に係る費用の一

部助成を行っていく予定。

特になし。

4-2-2-5 成年後見制度の周知・啓発
市民向けの講演会や介護職員等向けの研修などを行うこと

で、制度の周知・啓発を図ります。

高齢者いきいき課

障害福祉課

講演会２回

研修会２回
継続 継続 継続 継続

窓口や電話での成年後見制度の説明や、専門家に

よる専門相談、普及啓発のための市民向け講演会

や事業者向け研修会を実施した。

（新型コロナウィルスの影響により縮小）

講演会２回　研修会２回

B

（高齢者いきいき課）

窓口や電話での成年後見制度の説明や、専門家に

よる専門相談、普及啓発のための市民向け講演会

や事業者向け研修会を実施した。

研修会10回　166名参加

（障害福祉課）

講演会・研修会等：合計10回

A

令和５年度も引き続き、窓口や電話での成

年後見制度の説明や、専門家による専門相

談、普及啓発のための市民向け講演会や事

業者向け研修会を実施する予定。

特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-2-2-6 市民後見人の養成・活用

地域における支え合いの観点から、権利擁護としての「成

年後見」担い手である市民後見人の養成を行います。養成

講座終了後は、後見活動サポーターとして活動することで

実践経験を積み、将来的には市民後見人の単独受任を目指

します。

高齢者いきいき課

障害福祉課
８日間 継続 継続 継続 継続

鎌倉市社会福祉協議会が行う法人後見との連携を

図るとともに、フォローアップ研修修了者で法人

後見の支援活動を行う後見支援員の活動を推進し

た。市民後見人の活用については、新型コロナ

ウィルスの影響もあり進まなかったが、令和４年

度に、市民後見人の受任を目指し調整を行った。

C

（高齢者いきいき課）

鎌倉市社会福祉協議会が行う法人後見との連携を

図るとともに、法人後見の支援活動を行う後見支

援員の活動を推進した。市民後見人の活用につい

ては、フォローアップ研修修了者４人が法人後見

支援員として活動し、うち２名が市民後見人に選

任された。

（障害福祉課）

市民後見人活動支援のため、フォローアップ研修

を実施した。また、市民後見人の活用を推進する

ため鎌倉市社会福祉協議会が行う法人後見との連

携を図った。

市民後見人２名が、鎌倉市社会福祉協議会と複数

選任の形で受任した。

B

（高齢者いきいき課）

市民後見人養成の再開に向けて、関係機関

や団体との協議を行っていく予定。

（障害福祉課）

市民後見人の新規養成が出来ていない状況

にあるため、養成の実施に向けた検討を令

和5年度中に実施し、令和６年度から養成を

再開させる。

特になし。

4-3-1-1 高齢者福祉施設の整備

介護保険事業計画（鎌倉市は高齢者保健福祉計画に含まれ

る）に基づき、施設サービス、居宅サービス、地域密着型

サービスの計画的な整備を進めていきます。

介護保険課

介護保険施設

92.45％

地域密着型

84.73％

介護

92.45％

地域

84.03％

介護

100％

地域

81.95％

介護

100％

地域

84.03％

介護

100%

地域

84.03％

サービス基盤整備状況として、介護保険施設は４

つの種別、地域密着型サービスは6つの種別の平

均から達成率をみていく。

介護100％　地域84.03％

A

サービス基盤整備状況として、介護保険施設は４

つの種別、地域密着型サービスは６つの種別の平

均から達成率をみていく

介護100％　地域84.03％

A

令和５年度に募集する地域密着型サービス

の公募条件を一部見直し、地域密着型サー

ビス事業への参加事業者を募る。

特になし。

4-3-1-2 障害者福祉施設の整備
地域生活における居住の場であるグループホーム設置にあ

たり、経費の一部を助成します。
障害福祉課 1団体 継続 継続 継続 継続

民間事業者が行うグループホームの整備を推進す

るため補助金による支援を実施した。令和３年度

は1団体に交付。

B

民間事業者が行うグループホームの整備を推進す

るため補助金による支援を実施した。令和４年度

は５団体に交付。

A

申請時期や提出書類など、不明瞭なところ

があり、事業者と書類の内容確認に時間を

要してしまった。令和５年４月１日施行で

要綱を改正し、事務の流れを明確にした。

特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-3-1-3 保育園の整備

安全で安心な保育環境の維持、向上を図るため、園舎の状

況や保育ニーズなどを考慮しながら、効率的かつ効果的な

施設整備を計画的に実施します。

保育課
待機児童数

78人

待機児童数

０人

待機児童数

０人

待機児童数

０人

待機児童

数

０人

公立保育園の運営のほか、私立保育所等の施設整

備費に対して補助金による財政支援を行った。

R3.4.1時点の待機児童数　45人

C

公立保育園の運営のほか、私立保育所等の施設整

備費に対して補助金による財政支援を行った。

R4.4.1時点の待機児童数　15人

C

待機児童数は減少してきているが、目標で

ある０人には達していない。引き続き、公

立保育園の運営のほか、私立保育所等の施

設整備費に対して補助金による財政支援を

行うなど、対策に務める。

特になし。

4-3-1-4

放課後かまくらっ子（放課

後子ども総合プラン）の推

進

学童保育とアフタースクールを一体的に実施する「放課後

かまくらっ子」を推進する中で、障害の有無に関わらず参

加できる、放課後等の児童の居場所を提供します。

青少年課 9校
16校

（全校）
達成 達成 達成

令和３年度は、全ての放課後かまくらっ子におい

て、小学校・NPO法人鎌倉てらこや・放課後NPO

アフタースクール・鎌倉女子大学や、ほか地域の

団体と連携して、子どもたちが多様な体験や活動

ができるようにプログラムを実施した。それに伴

い異学年での交流の進展や、地域の方との連携に

ついて広がりが見られるようになった。

A

令和４年度は、全ての放課後かまくらっ子におい

て、小学校・NPO法人鎌倉てらこや・放課後NPO

アフタースクール・鎌倉女子大学や、ほか地域の

団体と連携して、子どもたちが多様な体験や活動

ができるようにプログラムを実施した。それに伴

い異学年での交流の進展や、地域の方との連携に

ついて広がりが見られるようになった。

A

今後も子どもたちの豊かな放課後を提供で

きるよう、事業の質の向上に取り組んでい

く。

また、引き続き小学校高学年や中高生の事

業参画に取り組んでいく。

特になし。

4-3-1-5
施設改修時におけるバリア

フリー化の推進

学校施設等の改修工事を改修計画に沿って計画的に実施し

ます。
学校施設課

・多目的トイレの

設置（小学校５

校、中学校３校）

・特別支援学級の

設置（岩瀬中学

校）

・多目的ト

イレ設置

(小・中学校

各４校)

・特別支援

学級設置(今

泉小学校)

・特別支援

学級設置

（関谷小学

校）

・特別支援

学級設置

（七里ガ浜

小学校）

・関谷小学

校にエレ

ベーターを

設置

・特別支

援学級設

置（稲村

ケ崎小学

校）

・関谷小学校に特別支援級を設置した。

・関谷小学校エレベーター設置委業務委託の契約

を締結した。

A
・七里ガ浜小学校に特別支援級を設置した。

・関谷小学校エレベーターを設置した。
A

・稲村ヶ崎小学校に特別支援学級を設置予

定。
特になし。

4-3-1-6
重度障害者住宅設備改造工

事費の助成

重度障害者が障害の内容に合わせて、浴室・玄関・トイレ

など住宅設備を改造する場合に、工事費用の一部を助成し

ます。

障害福祉課 12件 継続 継続 継続 継続
要件に該当する人に対して、補助金を交付した。

６件
A

要件に該当する人に対して、補助金を交付した。

５件
A 継続して、事業を実施予定。 特になし。

4-3-1-7

新築等を行う施設における

ユニバーサルデザインの導

入

新築等を行う施設については、障害者や要介護の高齢者だ

けでなく、誰もが安全に安心して利用できる施設となるよ

う、今後も「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条

例」に基づき協議を行っていきます。

建築指導課

31

(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議実績

数)

26

(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協

議実績数)

継続 継続 継続

28（バリアフリー協議実績数）

一定規模以上の公共的施設の新築等を行う際は

「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」

に基づき協議を行っている。

A

31（バリアフリー協議実績数）

一定規模以上の公共的施設の新築等を行う際は

「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」

に基づき協議を行っている、

A

「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり

条例」に基づく協議は、公共施設で一定規

模以上の建築物の場合に必要になるため、

協議対象建築物の周知を行っていきます。

特になし。

4-3-1-8

駅及び駅周辺における重点

地区のバリアフリー化の推

進（歩道段差切下げ事業の

推進）

駅及び駅周辺における一定地区のバリアフリー化を図るた

め、関係機関、事業者等と連携しながら、駅及び駅周辺道

路等の重点的バリアフリー整備に努めます。

バリアフリーの視点から既存道路の歩道の段差切下げ等を

順次実施します。

道路課
段差切下げ箇所数

10箇所

段差切下げ

箇所数

10箇所

段差切下げ

箇所数

11箇所

段差切下げ

箇所数

17箇所

段差切下

げ箇所数

19箇所

実績なし。

なお、令和３年度の11箇所については、令和４年

度に繰越して実施予定。

D
既存道路の歩道の段差切下げ工事(８箇所)を実施

しました。
B

課題はありませんが、歩行者の安全な通行

確保のため横断歩道部及び交差点の巻き込

み部の段差箇所の改修を引続き取組んでい

きます。

特になし。

4-3-1-9 市営住宅のバリアフリー化 市営住宅の建替に伴いバリアフリー化を図ります。 都市整備総務課 　146戸 146戸 146戸
146戸

【継続】

146戸

【継続】

市営住宅集約化事業においては、「神奈川県みん

なのバリアフリー街づくり条例」に沿った提案が

できる事業者の選定を行った。

A

市営住宅集約化事業においては、「神奈川県みん

なのバリアフリー街づくり条例」に沿った提案が

できる事業者の選定を行っており、バリアフリー

の視点をもって事業を進めている。

A Ｒ５もＲ４と同様の取組みを継続していく 特になし。

4-3-1-10
地域の子ども・子育て支援

の充実

地域における子育て支援に関する多様なニーズに応えられ

るよう、「放課後児童クラブ（鎌倉市では子どもの

家）」、「一時預かり」、「地域子育て支援拠点事業（鎌

倉市では子育て支援センターやつどいの広場）」、「延長

保育」、「妊婦健診」などの拡充を図ります。

こども支援課

保育課

こども相談課

青少年課

市民健康課

・子どもの家9校

・子育て支援セン

ター4か所

・子どもの

家16校

・子育て支

援センター

継続

継続 継続 継続

「子どもの家」は、夕方の延長利用について、令

和3年度中も、全施設18時から19時までの延長利

用を実施した。（毎月平均約233人（登録

者））。早朝利用についても、学校休校日（月～

金曜日） 午前７時１５分～午前８時１５分と学校

休校日（土曜日） 午前７時３０分～午前８時３０

分の早朝利用を実施した。（毎月平均約70人（登

録者））

「子育て支援センター」はコロナ禍で人数制限を

設けたが、電話相談の受付は継続しニーズ量に

あった提供体制を確保した。

「妊婦健診」は補助額を増額することで利用者の

負担軽減を図った。

その他「一時預かり」「つどいの広場」「延長保

育」は事業のニーズ量にあった提供体制を確保し

た。

A

（青少年課）

「子どもの家」は、夕方の延長利用について、令

和４年度中も、全施設18時から19時までの延長利

用を実施した。。早朝利用についても、学校休校

日（月～金曜日） 午前７時１５分～午前８時１５

分と学校休校日（土曜日） 午前７時３０分～午前

８時３０分の早朝利用を実施した。

（保育課）

「一時預かり」「延長保育」は事業のニーズ量に

あった提供体制を確保した。

（こども相談課）

「子育て支援センター」はコロナ禍で人数制限を

設けたが、電話相談の受付は継続したほか、子育

てに関する各種情報提供を行った。

A

（青少年課）

令和５年度から夏休み等の長期休暇期間を

含む学校休業日について、子どもの家の開

所時間を15分早めた午前８時へ改定し、実

際に多くの子ども達が来所する時間に合わ

せ受入れができるようにした。

（保育課）

引き続き、「一時預かり」「延長保育」事

業の提供体制を確保する。

（こども相談課）

R5年度当初から、人数制限を行わない通常

運営を実施中。感染対策と利用者数増の両

立を目指した運営を行っている。

特になし。

4-3-1-11
鎌倉市立地適正化計画の策

定

福祉施設や交通インフラなどを含めて都市全体の構造を見

直し、福祉・医療施設や商業施設、住居等が適正に立地

し、高齢者をはじめとする地域住民が徒歩や公共交通によ

り、これらの生活利便施設に容易にアクセスできること

や、行政、住民及び民間事業者等が一体となって、持続可

能なまちづくりを推進することを目的として、都市再生特

別措置法に基づき、本市の立地適正化計画を策定します。

都市計画課 － 継続 策定 運用 運用

立地適正化計画策定に向けて、パブリックコメン

ト及び各地域での説明会を実施した。都市計画審

議会及び政策会議での検討を経て、本計画を策定

した。

A

策定した立地適正化計画について、窓口やホーム

ページ等で周知を図るとともに、目的や趣旨を踏

まえた説明・対応を行った。

A 特になし。 特になし。

4-3-1-12
いわゆる「ごみ屋敷」への

取組

いわゆる「ごみ屋敷」の堆積者に寄り添いながら、堆積者

が抱える課題を地域とともに解決するため、ごみ屋敷対策

推進委員会を中心として庁内関係課と対策会議を開催する

ことで、原因の究明と適切な改善方法を検討し、実行しま

す。

環境保全課
対応中案件

７件

解決による

減

解決による

減

解決による

減

解決によ

る減

堆積者の生活上の課題に合わせて本人へ情報提

供、相談、助言を行った。また、著しく不良な状

態が継続している案件については、指導及び勧告

等を行い、自主的な排出を促し著しく不良な状態

を２件改善した。排出後も経過観察が必要である

ため、解決は０件であるが改善は２件としてい

る。

A

堆積者の生活上の課題に合わせて本人へ情報提

供、相談、助言を行った。また、昨年度改善した

２件については、経過観察を実施しており、著し

く不良な状態とはなっていない。また、新たに１

件排出を実施し、改善している案件があるが、経

過観察が必要であるため、解決は０件であるが改

善は３件としている。

A
改善した状況を維持できるよう訪問、指導

等を行う。

いわゆる「ごみ屋敷」対策に係る対応及び

解決については、他市の解決事例からもわ

かるとおり、福祉部門との連携が不可欠で

ある。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

4-3-2-1 車いすの貸出し
外出等で車いすが一時的に必要となる方に無料で車いすを

貸出します。

障害福祉課

市社会福祉協議会
社協57件 継続 継続 継続 継続

障害福祉課では最長1週間、市社会福祉協議会で

は最長1か月を目途に貸出を行った。社協95件
A

障害福祉課では最長1週間、市社会福祉協議会で

は最長1か月を目途に貸出を行った。
A

利用者の方が、利用しやすい体制作りを継

続する。
特になし。

4-3-2-2 障害者の外出支援
障害者の社会参加のために支援を必要とする方にヘルパー

を派遣し、外出を支援します。
障害福祉課

延べ利用人数

3,251人
継続 継続 継続 継続

ヘルパー派遣により、外出時の移動や排泄、食事

等の介助のほか、外出時やその前後におけるコ

ミュニケーション支援（代筆、代読等）など、外

出に伴い、必要と認められるその前後の身の回り

の世話や整理を支援した。

延べ利用人数　2,347人

B

ヘルパー派遣により、外出時の移動や排泄、食事

等の介助のほか、外出時やその前後におけるコ

ミュニケーション支援（代筆、代読等）など、外

出に伴い、必要と認められるその前後の身の回り

の世話や整理を支援した。

延べ利用人数　2,705人（移動支援事業）

B 継続して、事業を実施予定。 特になし。

4-3-2-3 外出支援策の検討
外出支援と社会参加の促進を図るため、高齢者が安全で快

適に移動できる交通環境づくりを検討します。

高齢者いきいき課

都市計画課（交通政

策担当）

３か所 継続と拡充 継続と拡充 継続と拡充
継続と拡

充

社会福祉法人等の協力のもと、法人等が所有して

いる施設利用者や職員の送迎用車両を活用した地

域貢献送迎バスモデル事業を実施した。実施して

いる市内の３か所のうち、２か所で利用実績が

あった。

A

社会福祉法人等の協力のもと、法人等が所有して

いる施設利用者や職員の送迎用車両を活用した地

域貢献送迎バスモデル事業を実施した。実施して

いる市内の３か所のうち、２か所で利用実績が

あった。

A

モデル事業の拡大に向け、燃料費などの一

部を支援し利用促進を図っていく。また、

高齢者の外出を促進するマップを作成する

予定。

特になし。

4-3-2-4
【再掲4-1-2-5】障害者社

会参加促進事業

在宅の重度障害者の社会参加を支援するために福祉タク

シー利用券交付し、利用料の助成を行います。聴覚障害者

の情報保障のために手話通訳者を派遣します。

障害福祉課

タクシー券

利用率

65.9％

継続 継続 継続 継続

在宅の重度障害者に福祉タクシー利用券・福祉自

動車燃料費助成券等を交付し利用料等の助成を

行った。令和３年度利用率は62.6%。

B

在宅の重度障害者に福祉タクシー利用券・福祉自

動車燃料費助成券等を交付し利用料等の助成を

行った。令和４年度利用率は60.3%

B
制度を周知するために、広報かまくらに加

えて、ＳＮＳを利用した広報活動を行う。
特になし。

4-3-2-5 福祉有償運送の推進

通院、通所、レジャーの際、高齢者や障害者など公共交通

機関を使用して移動することが困難な人と有償で運送事業

を行うNPOなどの非営利団体をつなぎ、車両で安全に移動

できるよう支援します。

高齢者いきいき課

障害福祉課
― ― 継続 継続 継続

福祉有償運送事業の普及・利用促進に向けて周知

を図った。また、横須賀三浦地区福祉有償運送市

町共同運営協議会に参画した。

A

（障害福祉課）

福祉有償運送事業の普及・利用促進に向けて周知

を図った。

（高齢者いきいき課）

また、横須賀三浦地区福祉有償運送市町共同運営

協議会に参画した。

A

令和５年度も引き続き、福祉有償運送事業

の普及・利用促進に向けて周知及び横須賀

三浦地区福祉有償運送市町共同運営協議会

へ参画する。

（障害福祉課）

継続的に広報かまくら等で周知をしてい

く。

特になし。
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鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

5-1-1-1 社会資源の収集と整理

地域福祉活動、市民活動に関し、住民などが参加する会議

への参画や地域での活動内容の把握や関係機関等と連携を

通じて、地域における福祉活動・市民活動などの社会資源

を収集します。

福祉総務課

（市社協）
― 継続 継続 継続 継続

地域住民による地域課題の把握と課題解決への取

組を進めるため、地域アセスメント活動を中心と

した地域福祉推進活動への支援を行ったが、新型

コロナウイルス感染拡大により中止した会議が多

かった。

B

地域住民による地域課題の把握と課題解決への取

組を進めるため、地域アセスメント活動を中心と

した地域福祉推進活動への支援を行ったが、新型

コロナウイルス感染拡大への懸念により中止した

会議が多かった。

B

新型コロナウイルスの感染状況等に留意し

ながら、地域アセスメント活動を中心とし

た地域福祉推進活動への支援により、地域

住民による地域課題の把握と課題解決への

取組を進める。

高齢者いきいき課が実施している、生活支

援体制整備事業との連動性を高めていく必

要がある。

5-2-1-1
災害時における要支援者の

登録・情報提供

災害に備えるため、避難行動要支援者支援制度の周知を行

い、制度への同意者の拡大に努めるとともに、関係機関の

協力を得ながら要支援者名簿の整備・更新を進めていきま

す。

総合防災課 － 継続 継続 継続 継続

要支援者本人やその家族へ理解を得られるよう制

度の周知を行い、要支援者名簿の整備・更新を実

施し、関係機関へ名簿の提供を進めた。

A

要支援者本人やその家族へ理解を得られるよう制

度の周知を行い、要支援者名簿の整備・更新を実

施し、関係機関へ名簿の提供を進めた。

※名簿と整備・提供が要支援者支援に直結するこ

とから、目標達成の指標として設定。

A 継続して実施する。 特になし。

5-2-1-2 情報発信の共生化の推進

市が行う情報発信の方法について現状を把握し、多様な市

民に対して、必要な情報が適切に提供されるよう検討しま

す。

地域共生課

広報課
研修1回 継続 継続 継続 継続

（地域共生課）

広報かまくら等をはじめとする紙面やホームペー

ジ、SNSなど多様化する手段の特性を生かし、や

さしい日本語表現に配慮したり、具体的な事例を

紹介したりすることで、多様な市民に対して必要

な情報が適切に提供できるよう、工夫を図った。

A

（地域共生課）

市広報紙やホームページ、SNSなど多様な媒体を

用い、やさしい日本語の使用や、具体的な事例を

紹介し、多様な市民に対して必要な情報が適切に

提供できるよう、工夫を図った。

A

引き続き、多様な市民に対する情報発信の

手法について研修会等を通じて周知すると

ともに、情報発信の方法を工夫する。

特になし。

5-2-1-3

子育てメディアスポットの

運営・コンシェルジュによ

る子育て情報の収集提供

経験豊富な保育士と、子育て情報を案内している「かまく

ら子育てメディアスポット」のスタッフをチームとした

「保育コンシェルジュ」として、より専門的な相談の窓口

の充実を図ります。育児不安の解消に努め、保護者に寄り

添った支援を行います。

こども支援課
相談件数

756件
継続 継続 継続 継続

子育て家庭に情報提供するために保育コンシェル

ジュを配置し、より専門的に、育児不安の解消に

努め、保護者に寄り添った支援を行った。かまく

ら子育てメディアスポットも含め今後の更なる活

用を図る。

令和3年度相談件数：331件

A

子育て家庭に情報提供するために保育コンシェル

ジュを配置し、より専門的に、育児不安の解消に

努め、保護者に寄り添った支援を行った。令和５

年４月３日に「かまくらこども相談窓口きらき

ら」を開設した。子育てに関する相談に対し、市

の各専門部署が協力して、より横断的に支援が可

能となった。オンライン相談窓口等を活用し、更

なる子育て支援の拡充を図る。

令和4年度相談件数：432件

A
かまくらこども相談窓口きらきらの利用状

況等を踏まえ、さらなる充実を図る。
特になし。

5-2-1-4 社会資源の情報提供
収集・整理した社会資源を、わかりやすく検索できる取組

を進めます。
福祉総務課 方法の決定 HP開設 HP管理 HP管理 HP管理

「鎌倉市社会資源検索サイト」を適宜更新し、必

要な情報を分かりやすく検索できるようにした。
A

「鎌倉市社会資源検索サイト」を適宜更新し、必

要な情報を分かりやすく検索できるようにした。
A

「鎌倉市社会資源検索サイト」を適宜更新

し、社会資源の情報保障に努めていく。
特になし。

5-2-2-1
ＩＣＴを活用した安否確認

システムの調査研究

ＩＣＴを活用した安否確認システムについて、先進事例等

を参考に、より良い方法を検討し、普及を促していきま

す。

高齢者いきいき課

緊急通報装置の利

用者数

442人

530人 400人 400人 400人

高齢者向け見守りサービスとして、緊急通報装置

の貸出を行った。令和４年度からは、希望者に対

し安否確認センサーを導入し、更なる利用促進を

図る。

緊急通報装置の実利用者数384人

B

高齢者向け見守りサービスとして、緊急通報装置

の貸出を行った。令和４年10月からは、希望者に

対し安否確認センサーを導入し、更なる利用促進

を図った。

緊急通報装置の実利用者数386人

B

令和５年度も引き続き事業の更なる利用促

進を図っていくため、窓口やシニアガイド

など様々な手段で周知を図る。

特になし。

5-2-2-2

ＩＴを用いた福祉・医療情

報の公開・発信・共有の推

進

SNSなどの情報メディアを用いて、福祉・医療に関する情

報提供や情報共有などを推進します。
福祉総務課

目標を定め、調査

確認を実施

庁内マニュ

アル

案の作成

庁内マニュ

アル

の作成

継続 継続

健康福祉部内用に「SNS活用マニュアル」を作成

し、各課向けに説明会を実施して周知啓発を行っ

た。また、LINEのIDを保有しない課の情報につい

ては、福祉総務課で取りまとめて情報発信した。

A

健康福祉部内用に作成した「SNS活用マニュア

ル」が徐々に周知され、各課の情報発信ツールに

SNSなどの情報メディアが活用されるケースが増

えた。

A

引き続き部内周知を実施し、SNSなどの情

報メディアの有効活用を通した情報の即時

性を高めていく。

特になし。

5-2-3-1 貸付制度の周知
母子父子寡婦福祉資金貸付制度、緊急援護貸付など、各制

度を周知し適切な貸付を図ります。

こども相談課

生活福祉課

（市社協）

緊急援護貸付

52件
継続 継続 継続 継続

市ホームページや窓口での案内など、必要とする

人に制度が届くよう周知した。

緊急援護貸付　48件

A

市ホームページや窓口での案内など、必要とする

人に制度が届くよう周知した。

緊急援護貸付　39件

＜上記を指標とした理由＞

HPなどでの周知が、貸付実績件数につながって

いるため。

A 特になし。 特になし。

5-2-3-2
日常生活自立支援事業の周

知
市社協で実施している制度の周知を図ります。

高齢者いきいき課

障害福祉課
― 継続 継続 継続 継続

相談者の状況や希望に応じて必要とみられる方に

対しては、市社会福祉協議会の窓口を案内した。

今後も、本事業の活用が促進されるよう、市内の

新人ケアマネジャーに対する研修など、様々な機

会を捉え積極的に周知を図っていく。

B

（障害福祉課）

相談者の状況や希望に応じて必要とみられる方に

対しては、市社会福祉協議会の窓口を案内した。

（高齢者いきいき課）

今後も、本事業の活用が促進されるよう、市内の

新人ケアマネジャーに対する研修など、様々な機

会を捉え積極的に周知を図った。

B

令和５年度も相談者の状況や希望に応じて

必要とみられる方に対して、引き続き市社

会福祉協議会の窓口を案内、市内の事業所

に対して利用促進に向けた周知を図ってい

く予定。

特になし。

5-2-3-3

【再掲4-2-2-5】成年後見

制度の周知

認知症高齢者等の増加や、「施設から地域へ」の政策転換

のもと、知的・精神障害者の地域生活への移行によって、

成年後見制度利用のニーズが高まることが見込まれます。

このため、必要な人が制度を利用できるよう、成年後見セ

ンターを通じて制度の周知を行います。

高齢者いきいき課

障害福祉課

講演会２回

研修会２回
継続 継続 継続 継続

窓口や電話での成年後見制度の説明や、専門家に

よる専門相談、普及啓発のための市民向け講演会

や事業者向け研修会を実施した。（新型コロナ

ウィルスの影響により縮小）

講演会２回　研修会２回

B

窓口や電話での成年後見制度の説明や、専門家に

よる専門相談、普及啓発のための市民向け講演会

や事業者向け研修会を実施した。

研修会10回　166名参加

A

令和５年度も引き続き、窓口や電話での成

年後見制度の説明や、専門家による専門相

談、普及啓発のための市民向け講演会や事

業者向け研修会を実施する予定。

特になし。

5-2-3-4
避難行動要支援者支援制度

の啓発

多様な媒体や防災講話などの機会を通じて、関係者と連携

しながら、避難行動要支援者支援制度の啓発に努めます。
総合防災課 － 継続 継続 継続 継続

要支援者本人やその家族へ理解を得られるよう制

度の周知を行っている。
A

要支援者本人やその家族へ理解を得られるよう制

度の周知を行っている。

※制度を認知してもらうことで、適切な運用を図

ることができるため、目的達成の指標として設

定。

A 引き続き周知を行っていく。 特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

5-2-3-5
福祉制度や医療制度に関す

る情報発信と理解促進

制度の改正については、迅速かつ正確に情報収集を行うと

ともに、広報かまくらや市ホームページ等による情報提

供、説明会の開催等を通じて、理解促進を進めます。

福祉総務課 － 継続 継続 継続 継続

健康福祉部内用に「SNS活用マニュアル」を作成

し、各課向けに説明会を実施して周知啓発を行っ

た。

A

健康福祉部内用に作成した「SNS活用マニュア

ル」が徐々に周知され、各課の情報発信ツールに

SNSなどの情報メディアが活用されるケースが増

えた。

A

引き続き部内周知を実施し、SNSなどの情

報メディアの有効活用を通した情報の即時

性を高めていく。

特になし。

5-2-3-6
福祉施策をまとめたガイド

ブックによる情報提供

本市の福祉サービスや医療機関、相談窓口等、高齢者の生

活に必要な地域の情報をまとめた冊子、障害者のための

様々な制度やサービス等をまとめた「福祉の手引」などに

より情報提供します。

介護保険課

障害福祉課
― 継続 継続 継続 継続

高齢者に向けては「鎌倉市シニアガイド」、障害

者に向けては「福祉の手引」の令和3年度版を作

成し、冊子や電子書籍により配布した。また、障

害者自立支援協議会で「精神保健福祉情報ガイド

ブック☆鎌倉」、「仕事応援ガイドブック」の令

和3年度版を作成した。

B

高齢者に向けては「鎌倉市シニアガイド」、障害

者に向けては「福祉の手引」の令和４年度版を作

成し、冊子や電子書籍により配布した。また、障

害者自立支援協議会で「精神保健福祉情報ガイド

ブック☆鎌倉」を作成した。

A

引続き令和５年度も「鎌倉市シニアガイ

ド」を作成し、冊子や電子書籍により配布

を行う。

特になし。

　

⁀

目

標

５

‿

情

報

の

収

集

と

提

供

37



鎌倉市地域福祉計画　取組推進状況一覧

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

5-2-4-1
外国籍市民に対する地域情

報等の提供の推進

外国籍市民が地域の一員として地域活動等に参加するよ

う、生活情報や地域情報の提供を促します。
文化課

情報かわら版を

年４回発行
継続

情報かわら

版を年４回

発行

情報かわら

版を年4回

発行

情報かわ

ら版を年

4回発行

市内を中心に活動する国際交流・協力団体と地域

の国際化を推進することを目的に、「鎌倉市国際

交流・協力団体連絡会」を通し、市内全体の外国

人に対する支援をすすめている。情報かわら版を

年４回発行した。

A

市内を中心に活動する国際交流・協力団体と地域

の国際化を推進することを目的に、「鎌倉市国際

交流・協力団体連絡会」を通し、市内全体の外国

人に対する支援を進めている。情報かわら版を年

４回発行した。

A 引き続き、情報かわら版の発行を行う。 特になし。

5-2-4-2
点字、音声、手話による情

報提供の推進

広報かまくら音声版、点字版、手話版の発行事業を継続す

るほか、市長定例記者会見や市政番組での同時手話通訳や

字幕付き動画を市ホームページに掲載します。また、音声

読み上げに対応できるようアクセシビリティに配慮した

ホームページを目指します。

広報課

音声版

21回制作

点字版

21回制作

継続 継続 継続 継続

広報かまくらの音声版、点字版、手話版を制作す

るほか、市長定例記者会見や市政番組での同時手

話通訳や字幕付き動画を市ホームページに掲載を

行った。また、音声読み上げに対応できるよう、

新規及び既存ページのアクセシビリティに係る見

直しを行った。

音声版　14回制作

点字版　14回制作

手話版　7回制作

市長定例記者会見　12回（制作）

市政番組　24回（制作）

A

広報かまくらの音声版、点字版、手話版を制作す

るほか、市長定例記者会見や市政番組での同時手

話通訳や字幕付き動画を市ホームページに掲載を

行った。また、音声読み上げに対応できるよう、

新規及び既存ページのアクセシビリティに係る見

直しを行った。

音声版　13回制作

点字版　13回制作

手話版　12回制作

市長定例記者会見　12回（制作）

市政番組　24回（制作）

A

令和４年度に引き続き、広報かまくら音声

版、点字版、手話版などを制作し、市長定

例記者会見や市政番組での同時手話通訳や

字幕付き動画を市ホームページに掲載を行

い、アクセシビリティに対応するホーム

ページ掲載を行うことで、障害の有無に関

わらず、すべての人が気軽に触れることの

できる情報発信を行う。

特になし。

5-2-4-3
手話通訳者、要約筆記者派

遣事業

手話通訳者、要約筆記者の確保に努め、適切なサービス提

供ができる体制の充実を推進していきます。
障害福祉課

手話／合計70回

要約／全9回

継続

（R2は中

止）

実施 継続 継続

聴覚障害者・中途失聴者・難聴者に対する理解を

深め、また情報保障を担うため、手話通訳者や要

約筆記者の養成講習会を実施した。手話70回、要

約筆記9回

B

聴覚障害者・中途失聴者・難聴者に対する理解を

深め、また情報保障を担うため、手話通訳者や要

約筆記者の養成講習会を実施した。手話70回、要

約筆記9回。手話講習会の入門・基礎は受講者15

名全員が全40回のうち８割以上の出席となった。

A

講習会の参加希望者も多く、修了者も多い

講座となっている。市民に聴覚障害者・中

途失聴者・難聴者に対する理解を深める目

的を十分に果たせている。また、要約筆記

者については、令和５年に新たに３名の要

約筆記者が鎌倉市に登録予定。

特になし。

5-2-4-4

外国語版のパンフレットの

作成、配布による情報提供

の推進

外国籍市民が支障なく日常生活を過ごせるように、外国語

版パンフレットの提供を促します。
文化課

情報かわら版を

年４回発行
継続

情報かわら

版を年４回

発行

情報かわら

版を年4回

発行

情報かわ

ら版を年

4回発行

市内を中心に活動する国際交流・協力団体と地域

の国際化を推進することを目的に、「鎌倉市国際

交流・協力団体連絡会」を通し、市内全体の外国

人に対する支援をすすめている。情報かわら版を

年4回発行した。

A

市内を中心に活動する国際交流・協力団体と地域

の国際化を推進することを目的に、「鎌倉市国際

交流・協力団体連絡会」を通し、市内全体の外国

人に対する支援を進めている。情報かわら版を年

４回発行した。

A 引き続き、情報かわら版の発行を行う。 特になし。

5-2-4-5
メール配信による防災・安

全情報の提供

気象情報などの防災情報や、不審者情報などの安全安心に

関する情報を、携帯電話やパソコン等へ電子メールで配信

するサービスなどを行い、情報提供手段の多様化を図り、

情報提供サービスの拡充に努めます。

総合防災課

地域のつながり課
－ 継続 継続 継続 継続

「防災・安全情報メール配信サービス」により、

気象情報の発表・解除、光化学スモッグや不審者

情報、行方不明者の捜索協力情報などを配信し

た。令和３年度の不審者情報についてのメール配

信は36件。

A

「防災・安全情報メール配信サービス」により、

気象情報の発表・解除、光化学スモッグや不審者

情報、行方不明者の捜索協力情報などを配信し

た。令和４年度の不審者情報についてのメール配

信は40件。

A
メール配信登録者を増やすため、広報かま

くら等で登録を呼びかける。
特になし。

5-2-4-6
障害関係の当事者団体の周

知

障害者同士の交流の場として、福祉の手引などを通じて、

当事者団体の周知に努めます。
障害福祉課 － 継続 継続 継続 継続

「福祉の手引」に当事者団体についての情報の掲

載や、窓口の相談者に対して紹介を行うなど周知

を図った。

A

「福祉の手引」に当事者団体についての情報の掲

載や、窓口の相談者に対して紹介を行うなど周知

を図った。

A 継続して、事業を実施予定。 特になし。

5-2-5-1
民生委員児童委員活動の住

民への周知

民生委員児童委員の存在や役割について市ホームぺージや

広報かまくらなどを通じて周知を図ります。
生活福祉課

市ホームページや

広報かまくらの掲

載（２回）

継続 継続 継続 継続

地下道ギャラリーにパネル展示を２年ぶりに実施

した。そのほかにも委員の活動について、昨年度

から引き続いて市社協広報や市広報で活動の周知

を行った。委員のなり手不足が課題であり、活動

をPRする機会や手法を、現任の民生委員とともに

検討する必要がある。

B

昨年度から引き続き、市ホームページ、広報かま

くら及び市社協広報で活動の周知を行うととも

に、５月12日の民生委員の日にあわせて地下道

ギャラリーにパネル展示を実施した。

B

委員のなり手不足が課題であるため、ワー

キンググループを立ち上げ、活動をPRする

機会や手法について現任の民生委員等と検

討する。

特になし。

5-2-5-2
安全安心情報メールなどに

よる情報提供事業

多様な媒体を活用して犯罪防止や犯罪被害の予防に関する

情報提供を進めます。情報発信の迅速性を確保するため、

安全安心情報メールなどによる情報提供を積極的に行って

いき、メール配信登録者の拡大を図っていきます。

地域のつながり課 － 継続 継続 継続 継続

市民便利帳やホームページ等に「安全安心情報

メール」制度の内容について掲載し、周知するこ

とで登録者の拡大を図っている。また特に高齢者

が多く被害に遭っている特殊詐欺への対策とし

て、自治会やみらいふる鎌倉会員へ注意喚起のチ

ラシを回覧・配布したり、警察と連携して、注意

喚起情報を安全安心メールを配信している。令和

３年度の安全安心情報メール配信は50件

A

市民便利帳やホームページ等に「安全安心情報

メール」制度の内容について掲載し、周知するこ

とで登録者の拡大を図っている。また特に高齢者

が多く被害に遭っている特殊詐欺への対策とし

て、自治会やみらいふる鎌倉会員へ注意喚起のチ

ラシを回覧・配布したり、警察と連携して、注意

喚起情報を安全安心メールを配信している。令和

４年度の安全安心情報メール配信は32件

A
メール配信登録者を増やすため、広報かま

くら等で登録を呼びかける。
特になし。

5-2-5-3
防犯教室や街頭キャンペー

ンなどによる啓発事業

防犯教室や地域安全大会の開催、街頭啓発キャンペーンの

実施を通じて、住民への防犯の啓発を図ります。
地域のつながり課 － 継続 継続 継続 継続

市民一人ひとりの防犯意識の向上と防犯への取組

を促すため、防犯教室を開催した。
A

市民一人ひとりの防犯意識の向上と防犯への取組

を促すため、防犯教室を開催した。
A 継続して活動を実施する。 特になし。

5-2-5-4
地区社協を通じた福祉意識

の啓発

地区社協への支援を通じて、様々な関係機関と連携しなが

ら、市民への福祉に対する意識啓発を図ります。

福祉総務課

（市社協）
― 継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会を通じた地区社会福祉協議会へ

の財政的支援を行い、活動を支えることで、市民

の福祉意識の醸成を行った。

A

市社会福祉協議会を通じた地区社会福祉協議会へ

の財政的支援を行い、活動を支えることで、市民

の福祉意識の醸成を行った。

A

適切な財政的支援を継続し、地区社会福祉

協議会の活動を支えることで、市民の福祉

意識の醸成及び向上を図る。

特になし。

5-2-5-5

ふれあいネット推進事業

（地域と連携したこころの

教育等の推進）

妊娠期から未就学児までの子育て世帯を対象とした各種給

付事業や保育所等の情報、子育て支援事業などをまとめた

子育て支援情報誌を発行することで広報・啓発に努めま

す。

こども支援課 － 継続 継続 継続 継続 「子育てナビきらきら」を発行した。 A 「子育てナビきらきら」15,000部を発行した。 A
情報を更新し、「子育てナビきらきら」を

発行する。
特になし。
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※R2・R3評価の網掛け部分は、新型コロナウイルス感染拡大により、当初目標を達成できなかったもの

番号 取組名 取組内容 担当課名
R１実績

（初期値）
R2目標 R３目標 R４目標 R５目標 R3実績

R3

評価
R4実績

R4

評価

R４の取組における課題と課題解決に向け

てＲ５に予定している取組（対応）を記載

してください

地域福祉の推進に当たって、課題や方向性

の転換の必要があれば、記載してください

5-2-5-6

市民や福祉事業者に対する

虐待などの防止に向けた広

報啓発活動の推進

虐待の防止に努めるとともに、リーフレット等の配布や、

関係機関に説明を行うなど、虐待の早期発見の重要性など

について周知を図ります。

高齢者いきいき課

障害福祉課

こども相談課

・本庁舎ロビーで

３虐待防止のパネ

ル展示を実施

（11/11～15）

・玉縄まつりにて

３虐待防止の啓発

を実施

・要対協の各種会

議で虐待対応の連

携について周知

継続 継続 継続 継続

市役所本庁舎ロビーにおいて、３課合同でパネル

やリーフレットを展示し、虐待防止の啓発を行っ

た（11月8日～11月18日）。その他例年行ってい

る玉縄まつりでの周知啓発、オレンジリボンたす

きリレーは新型コロナウイルス影響により中止と

なった。

B

市役所本庁舎ロビーにおいて、３課合同でパネル

やリーフレットを展示し、虐待防止の啓発に行っ

た（11月）。また、市内の全介護事業所向けに高

齢者虐待防止研修をオンラインにて２回開催し

た。その他実施している玉縄まつりの啓発活動

は、新型コロナウイルスの影響により中止となっ

た。

B

令和５年度も引き続き虐待防止に向けた周

知啓発や事業所向けの虐待防止研修を実施

する予定。

特になし。

5-2-5-7
保育園における苦情解決制

度の周知と適正な運用

各園の掲示板などにおいて苦情解決の体制や制度の利用方

法を紹介することにより、保護者への十分な周知を図りま

す。

保育課 - 継続 継続 継続 継続
各園の体制を整備し、苦情があった際は適切な運

営であるか確認し改善を図った。
A

各園の体制を整備し、苦情があった際は適切な運

営であるか確認し改善を図った。
A

引き続き、各園の体制を整備し、苦情が

あった際は適切な運営であるか確認し改善

を図る。

特になし。

5-2-5-8
障害者二千人雇用に関する

啓発

障害者二千人雇用センター、講演会、雇用奨励金、就労移

行支援金制度等について広報などを活用し周知、啓発を図

ります。

障害福祉課 周知・啓発 継続 継続 継続 継続

雇用奨励金や就労移行支援金制度等について、広

報等を活用し、周知、啓発を図った。

講演会等については、当初２回の開催を予定して

いたが、新型コロナウイルス感染症の影響から1

回開催に止まった。

B

雇用奨励金や就労移行支援金制度等について、広

報等を活用し、周知、啓発を図った。

障害者雇用啓発講演会を対面方式及びオンライン

配信にて実施した(１回開催、参加者数：18人)。

A

今後新たに障害者を雇用した事業所にも活

用していただけるよう、奨励金制度につい

て企業・事業所への周知・啓発を引き続き

行っていく。

特になし。

5-2-5-9
障害福祉相談員の住民への

周知

障害福祉相談員の存在や役割について、福祉の手引等を通

じて周知を図ります。
障害福祉課 周知 継続 継続 継続 継続

「福祉の手引」に団体の情報を掲載したり、窓口

の相談者に紹介するなど周知を図った。
A

「福祉の手引」に団体の情報を掲載したり、窓口

の相談者に紹介するなど周知を図った。
A 継続して、事業を実施予定。 特になし。

5-2-6-1 高齢者の相談窓口の周知
高齢者をはじめ、その家族に対する、地域で身近な相談窓

口である地域包括支援センターの周知を図ります。
介護保険課

高齢者向け冊子

「鎌倉市シニアガ

イド」を発行し配

布する。

継続、

拡充 継続 継続 継続

高齢者に向けた制度説明や相談窓口をまとめた

「鎌倉市シニアガイド」の令和３年度版を作成

し、冊子や電子書籍により配布した。

A

高齢者に向けた制度説明や相談窓口をまとめた

「鎌倉市シニアガイド」の令和４年度版を作成

し、冊子や電子書籍により配布した。

A

引続き令和５年度も「鎌倉市シニアガイ

ド」を作成し、冊子や電子書籍により配布

を行う。

特になし。

5-2-6-2 障害者の相談窓口の周知
適切なサービスを受けられるよう、窓口となる相談支援事

業所の周知に努めます。
障害福祉課 周知 継続 継続 継続 継続

広報かまくら等をはじめとする紙面やホームペー

ジ、SNSなど多様な媒体を用いて周知を図った。
A

広報かまくら等をはじめとする紙面やホームペー

ジ、SNSなど多様な媒体を用いて周知を図った。
A 継続して、事業を実施予定。 特になし。

5-2-6-3
子育てに関する相談窓口の

周知

かまくら子育てナビきらきら（子育て情報紙）や子育て支

援情報誌などを通じて、相談窓口や相談方法などの周知を

図ります。

こども相談課

冊子、HP等

各種媒体による

周知

継続 継続 継続 継続

きらきら、HP等各種媒体を通じ、相談窓口の周

知を図った。また、市役所本庁舎ロビーにおい

て、3課合同で虐待防止パネルやリーフレットを

展示し、その中で相談窓口の周知を行った。今後

もSNSを含め多様な媒体での周知を図るととも

に、関係機関への周知を強化し、関係機関からの

つなぎ先としての認知度向上にも努めていく。

B

きらきら、HP等各種媒体を通じ、相談窓口の周

知を図った。また、市役所本庁舎ロビーにおい

て、3課合同で虐待防止パネルやリーフレットを

展示し、その中で相談窓口の周知を行った。今後

もSNSを含め多様な媒体での周知を図るととも

に、関係機関への周知を強化し、関係機関からの

つなぎ先としての認知度向上にも努めていく。

B

引き続き、各種媒体を通じた周知・啓発を

実施するとともに、市内図書館等、外部施

設での啓発展示を通じて、相談窓口のさら

なる周知を図っていく。

特になし。

5-2-6-4
ひとり親家庭の相談窓口の

周知

ひとり親家庭の自立支援が円滑にすすむよう、市ホーム

ページなどへの掲載を行い、相談窓口の周知を図ります。
こども相談課

広報かまくらや

HP、SNS等によ

る周知

継続 継続 継続 継続

広報かまくら等をはじめとする紙面やホームペー

ジ、SNSなど多様な媒体を用いて周知した。今後

は、ひとり親ガイドブック等の作成により認知度

向上に努めていく。

B

広報かまくら等をはじめとする紙面やホームペー

ジ、SNSなど多様な媒体を用いて周知した。今後

は、ひとり親ガイドブック等の作成により認知度

向上に努めていく。

B 引き続き、認知の徹底を行っていく 特になし。

5-2-6-5
発達の相談支援に関する窓

口の周知

「子育てで少し気になる」という段階からの相談や専門職

により支援の実施、5歳児すこやか相談による発達障害の

早期発見、早期からの支援、専門職による巡回相談など、

発達の相談支援に関して、パンフレットの配布や市ホーム

ページ、子育て情報誌などへの掲載を通じて、窓口の周知

を図ります。

発達支援室

子育て情報誌への

掲載や、ラインに

よるお知らせ等に

より相談会の情報

を周知

継続 継続 継続 継続
子育て情報誌への掲載や、ラインによるお知らせ

等により相談会の情報を周知している。
A

子育て情報誌への掲載や、ラインによるお知らせ

等により相談会の情報を周知している。
A

子育て情報誌への掲載や、ラインによるお

知らせ等により相談会の情報を周知してい

る。

令和５年度開設の「かまくらこども相談窓

口きらきら」での相談を開始し、相談窓口

の拡充を図る。

5-2-6-6

ドメスティックバイオレン

ス（ＤＶ）の相談窓口の周

知

ＤＶに関する不安を一人で抱え込まずに気軽に相談できる

よう、定期的な市広報紙への掲載などにより、窓口の周知

を図ります。

地域共生課 実施 継続 継続 継続 継続

相談窓口案内カードの配付をはじめ、ホームペー

ジや市広報紙など多様な媒体を用いて周知を図っ

た。

A

相談窓口案内カードの配付をはじめ、ホームペー

ジや市広報紙、キャンペーンでのチラシ配布など

多様な媒体を用いて周知を図った。

A

相談窓口の案内の周知について、引き続き

ホームページや市広報紙他、多様な媒体で

の周知を図る。

特になし。

5-2-6-7 市社協広報紙の発行支援

市民の関心が高いテーマを特集記事にするなど、地域福祉

活動の啓発をするため、市社協のかまくら社協だよりの発

行を支援します。

福祉総務課

（市社協）
－ 継続 継続 継続 継続

市社会福祉協議会の運営に対して補助金による財

政支援を実施した。
A

市社会福祉協議会の運営に対して補助金による財

政支援を実施した。
A

市社会福祉協議会から、発行時期や記事内

容の検証が必要である旨、報告を受けてい

ることから、効果的な広報活動やあり方を

共に検討していく。

特になし。

5-2-6-8 市ホームページ等の充実

各種情報発信ツールを活用し、利用者のニーズをとらえ

た、誰にとっても見やすく魅力的なホームページづくりや

情報発信を実施します。

広報課 研修1回 継続 継続 継続 継続

ホームページ管理等職員によるホームページコン

テンツ管理システム研修を継続的に開催したほ

か、市ホームページのトップページを中心とした

リニューアルを行った。

A

ホームページ管理等職員によるホームページコン

テンツ管理システム研修を継続的に開催したほ

か、市ホームページのトップページを中心とした

リニューアルを行った。

A

令和４年度に引き続き、庁内の職員を対象

としたホームページ操作、アクセシビリ

ティに関する研修を継続して行い、情報に

たどり着きやすいホームページを目指す。

特になし。

5-2-6-9 消費生活相談窓口の周知

商品やサービスの契約などに関するトラブル、消費者被害

の未然防止や被害回復のための相談窓口である、消費生活

センターの周知を図ります。

地域共生課 － 継続 継続 継続 継続
広報かまくら等をはじめとする紙面やホームペー

ジ、SNSなど多様な媒体を用いて周知を図った。
A

市広報紙やホームページ、SNSなど多様な媒体を

用いて周知を図った。
A

左記事業に加え、消費生活センターチラシ

の町内会回覧を行う。
特になし。
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　各取組の総括

点数(計)/満点

達成率

46/51

90%

42/48

88%

68/75

91%

279/324

86%

104/111

94%

539/609

89%

75％～

50％～

25％～

各取組のR4評価

17件

16件

25件

108件

C

(1点)

Ｄ

(0点)

各取組のR4目標に対する達成率

　目標に向け順調に実施できた。又は事業が完了した。

　おおむね実施できたが、不十分な点が少しある。

　実施したが不十分な点が多い。

総合評価

61件

D

評価区分

A

B

C

　改善が必要、又はほとんど実施できなかった。

A

5 A

203件

情報の収集と提供 37件

合　計　

０％～

30件 7件 0件 0件

138件 3件 1件

1 A

目標
A

(3点)

Ｂ

(2点)
取組数名称

総合的な相談体制の確立 13件 3件 1件 0件

2 A包括的支援体制の構築

3 A
地域における福祉活動や人材への支

援

10件 6件 0件 0件

1件 0件

4 A地域生活支援と権利擁護

19件 5件

66件 40件 1件 1件
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